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１ この届出目論見書により行うブックビルディング方式による株式

795,600千円(見込額)の募集及び株式936,000千円(見込額)の売出し

(引受人の買取引受による売出し)並びに株式280,800千円(見込額)

の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)については、当社

は金融商品取引法第５条により有価証券届出書を平成29年６月30日

に東海財務局長に提出しておりますが、その届出の効力は生じてお

りません。 

したがって、募集の発行価格及び売出しの売出価格等については

今後訂正が行われます。 

なお、その他の記載内容についても訂正されることがあります。 

２ この届出目論見書は、上記の有価証券届出書に記載されている内

容のうち「第三部 特別情報」を除いた内容と同一のものでありま

す。 
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 2　事業の内容
① WEB マーケティングサービス
　WEB マーケティングサービスでは、暮らしの中での“お困りごと”を抱えるユーザーと、生活に密着し
たサービスを提供する専門業者（以下、「加盟店」という）とをマッチングさせるサービスを提供しております。
　当社は、生活に関するお困りごとの解決を手助けするためのライフサービス領域に関するバーティカルメ
ディアサイト（注１）を 193 サイト運営しており、ユーザーは、当社が運営するライフサービス領域に関す
るバーティカルメディアサイトを閲覧し、提供を受けたいサービスについて当社へ問合せ及び見積依頼を行
います。
　ユーザーからの問合せには、自社で運営している 24 時間 365 日年中無休のコールセンターにて、専任
のスタッフが受付対応を行っており、問合せ等を受けた当社コールセンタースタッフが希望サービス、対応
地域、希望訪問時間等のユーザーのニーズをヒアリングします。ヒアリングしたユーザー情報に基づき、当
社はユーザー自身のニーズに適したサービス提供を行うことのできる加盟店を提携する全国各地の加盟店の
中から抽出し、加盟店にユーザーの紹介を行っております。

　本ページ及びこれに続く写真・図表等は、当社の概況等を要約・作成したものであります。詳細は、
本文の該当ページをご参照ください。

 1　事業の概況
　当社は、「求める人と提供する人を結びつけるマッチングサービスを高度なテクノロジーで成熟・進化さ
せ、世の中に貢献して参ります。」を企業理念に掲げ、ライフサービス領域に関する「バーティカルメディ
アサイト」の運営を通じて、暮らしの中での“お困りごと”を抱えるユーザーと、生活に密着したサービス
を提供する専門業者とのマッチングを中心とした WEB 事業を展開し、ライフサービスに関わる幅広い領域
でサービスを展開しております。
　当社の事業は WEB 事業の単一セグメントとしており、当該事業は、「WEB マーケティングサービス」、

「WEB コンサルティングサービス」の２つのサービスから構成されております。

＜売上高構成＞

企業理念
求める人と提供する人を結びつけるマッチングサービスを

高度なテクノロジーで成熟・進化させ、世の中に貢献して参ります。
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　また、当社では、各バーティカルメディアサイトの情報を統合した総合プラットフォームサイト（注３）「生
活 110 番」を運営しております。
　総合プラットフォームサイト「生活 110 番」では、ユーザーにとって最適な加盟店を検索、比較・検討
をし、問合せ等を行うことができ、また、当社からは生活に役立つコンテンツを定期的に発信し、ユーザー
の生活を豊かにする取組みを行っております。なお、「生活 110 番」はインターネットサイト上のみならず、
スマートフォンアプリからも閲覧することができ、“いつでも”“どこでも”タイムリーに利用することが可
能であります。なお、「生活 110 番」におけるユーザーのサービス利用手順及び当社の収益獲得方法は各バー
ティカルメディアサイトと同様であります。

（注）	3.	　プラットフォームサイトとは、インターネットの利用者がインターネットに接続した際、一番初めにアクセスする WEB サイトになるこ
とを目指して作られた、様々なサービスを集めたインターネットサイトです。

バーティカルメディアサイト（平成29年５月31日時点）

（注）	1.	　バーティカルメディアサイトとは、ある特定のテーマに関連する様々な情報が提供されており、そのテーマに興味を持つユーザーが
望む情報に効率的に辿り着くことが出来るように構成されており、ユーザーメリットの高いサイトとなっております。また、ターゲットユー
ザーが明確に絞り込まれるため、運営会社側にとっては、ユーザーニーズに沿ったコンテンツ配信が容易であり、広告媒体としてもター
ゲットユーザーにリーチしやすいといったメリットがあります。

（注）	2.	　総加盟店数 2,238 加盟店のうち、当期期首である平成 28 年 10 月 1 日から平成 29 年 5 月 31 日までにユーザーに対してサー
ビス提供を行った加盟店の数は、1,469 加盟店であります。

総合プラットフォームサイト

PC・タブレット版 スマホ版
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（注）	1.	　「問合せ件数」とは、ユーザーが当社の運営するバーティカルメディアサイトを閲覧し、当社へ電話問合せを行った件数であります。
（注）	2.	　自社取引システム「SHARING PLACE」の稼働は平成 26 年 12 月からであるため、平成 26 年 9 月期以前の問合せ件数につ

いては、旧システムに基づく集計値となっております。

第６期
（平成24年 9月期）

第 7期
（平成 25年 9月期）

第10期
（平成 28年 9月期）

第 9期
（平成 27年 9月期）

第 8期
（平成 26年 9月期）

3,884

59,494

133,048

185,449

275,249300,000

200,000

100,000

0

（単位：件）

＜バーティカルメディアサイト問合せ件数の推移＞

＜主なサービスジャンルとサイト名（平成 29 年５月 31 日現在）＞

提供サービスジャンル

カギ、ハチ、ドアノブ、ガラス、パソコン、水、ペッ
ト葬儀

雨漏り、ネズミ、害鳥 ( ハト・カラス )、コウモリ、
ハクビシン・イタチ・アナグマ・アライグマ、そ
の他害獣、解体工事、外壁塗装、原状回復、監視
カメラ、井戸掘り、洗濯機、桐箪笥修理、ピアノ調律・
修理、家具修理、家具組立・移動、OA 機器修理、
自動ドア、楽器修理、屋根、水回りリフォーム、
介護リフォーム、エレベーター、iPhone 修理

シロアリ、ゴキブリ、ダニ・トコジラミ・南京虫・
ノミ、その他害虫

伐採、剪定、草刈り、その他お庭、芝張り、砂利、
畳、襖、障子、網戸、その他張替え、換気扇、エ
アコン、給湯器、アスファルト工事、地盤調査、
電気工事、アンテナ工事、スイッチ、インターホン、
電動シャッター、ブロック工事、コンセント、シャッ
ター、手すり、漏電修理、便利屋

農機具買取、会場設営、アプリ開発、防音工事、
店舗デザイン、駐車場工事、おしぼり、アドバルー
ン広告、墓石販売、婚活、不動産売却、土地活用、
車買取、マンション管理、賃貸管理、サブリース、
事故車買取、テレマーケティング、メール配信、
印刷代行、複合機リース、ポスティング、DM、ビ
ジネスフォン、データ入力、旅行、合宿、ハウス
クリーニング ( 紹介 )、トラック買取、重機買取、
土地売却、マンション売却、ピアノ買取、ISO、
空き家管理

ひかり電話、無料パソコン、固定電話・電話回線、
フレッツ光

看板製作、盗聴器、消臭・消毒、ハウスクリーニング、
特殊清掃、ガードマン、家事代行、データ復旧、
ノロウイルス、自動販売機、TVCM、厨房買取、
貸倉庫、ビル仲介、廃車引取、産業医紹介、防水工事、
建具交換・修理

サイト数

ジャンル計　 7 個
個別サイト計  32 個

ジャンル計  24 個
個別サイト計  47 個

ジャンル計 4 個
個別サイト計  23 個

ジャンル計  27 個
個別サイト計  29 個

ジャンル計  35 個
個別サイト計  35 個

ジャンル計 4 個
個別サイト計 5 個

ジャンル計  18 個
個別サイト計  22 個

         区分

①緊急系

②リフォーム・
  工事・修理関係

③害虫

④住宅周り

⑤一括見積もり

⑥通信

⑦その他

主なサイト名
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② WEB コンサルティングサービス
　「WEB マーケティングサービス」により蓄積された知見・ノウハウを活用し、当社が依頼主の所有する
インターネットサイトのうち、依頼主から指定されたインターネットサイトに対して様々な WEB コンサル
ティング施策を実施することで、依頼主の所有するインターネットサイトの検索エンジン順位を向上させ、
インターネットユーザー見込顧客の集客増加を図っております。
　当社は、コンサルティング業務の対価手数料として、月額固定料金を収受しております。

< 事業系統図 >

 3　当社の特徴・強み
① 日常生活に関連したサービス展開であること
　当社では、日常生活で恒常的あるいは突発的に発生するトラブル（ガラス交換、ペット葬儀等）や、毎年
決まった季節に発生するトラブル（シロアリ駆除等）の解決を、インターネットメディアを活用して支援し
ております。
　当社が対象領域としている日常生活上のトラブルは、全国各地において恒常的に発生しており、また、当
該トラブルを放置しても構わないと考えるユーザーは少ないため、毎年継続的な需要の発生が見込まれるも
のであります。そのため、社会情勢や周辺環境の変化等に関わらず、安定的に収益を見込める市場分野であ
ることが挙げられます。

②成果報酬型のビジネスモデル
　当社 WEB マーケティングサービスでは、ほとんどのマッチング案件において「成果報酬型」の手数料体
系を採用しております。
　中小企業や個人事業主の多くは、集客効果が不確定である紙媒体等を活用した集客方法に未だ依存してい
る場合が多く、必ずしも集客コストが売上に紐付いていない場合があります。
　当社においては、「加盟店からユーザーに対してサービス提供が完了された時点」で成果報酬が発生する
仕組みとなっているため、加盟店にとっては、当社が紹介したユーザーと実際に成約できた場合のみにしか
手数料を支払う義務が発生いたしません。また、当社は加盟店から初期登録料や年間契約料等のコストも一
切頂いていないため、加盟店は集客コストの抑制を図りながら効率的に受注案件の獲得並びに売上の拡大を
図ることが可能となっております。かかる特徴により加盟店の定着率向上が図られており、当社は優良な加
盟店の囲い込みに成功していると考えております。

WEBコンサルティングサービス

生活 110番

バーティカルメディアサイト

　　●カギ 110番
　　●雨漏り修理 110番
　　●シロアリ 110番
　　●伐採 110番
　　●農機具買取査定君
　　　　　　etc...（注）1

WEBマーケティングサービス

ユーザー

加盟店

依頼主

提携業者登録

見込顧客の紹介

見積・サービスの提供

手数料の支払い（注）2

集客支援の実施

手数料の支払い

問合わせ・見積依頼

サービス利用料金の支払い

（注）	１.	　当社は、日常生活の“お困りごと”を解決するためのライフサービス領域に関する「バーティカルメディアサイト」を複数運営しており、
取扱サービスジャンル数は 119 ジャンル（平成 29 年 5 月 31 日時点）、総サイト数は 193 サイト（平成 29 年 5 月 31 日時点）となっ
ております。

（注）	2.	　手数料体系は、加盟店からユーザーに対してサービス提供が完了された時点で報酬を頂く「成果報酬型」と、当社より加盟店へユーザー
を紹介した時点で報酬を頂く「紹介報酬型」、広告掲出主の広告を当社サイトに掲出し広告掲出料金を頂くもの及び通信回線の見込顧客
集客や契約取次の補助業務により報酬を頂く「その他」があります。
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③「SHARING PLACE」の活用による効率的なマッチング及び様々なジャンルへの横展開
　当社の「SHARING PLACE」には過去の加盟店の売上実績やサービス単価（注１）、成約率、詳細な対応地
域別実績などの様々なデータが蓄積され、ユーザーニーズに則した高いマッチング提案を実現しております。
　また、顧客動向やユーザーニーズといった情報を吸い上げ、分析することで、どのような需要が存在して
いるのかを把握し、加盟店登録データから請負可能業務を分析することで、かかる需要に対応できる加盟店
が存在しているのかを確認しているため、新規ジャンルの横展開が容易な体制となっております。
　さらには、「SHARING PLACE」上にジャンルに対応した受付トークマニュアルが自動表示される設計
となっており、新ジャンルを追加した場合も、オペレーション品質の均一化を図り、スピーディーなマッチ
ング提供に努めております。

④「SHARING PLACE」へのデータ蓄積に比例して収益が向上していく事業構造
　マッチングサービスを繰り返し提供することで、様々な情報が「SHARING PLACE」に蓄積され、これ
らの情報を分析し、受付トークマニュアルやサービスメニュー、サービスプライシング等を改善し続けてお
ります。サービス単価の上昇及び収益力の向上が図られております。
　加えて、当社では全バーティカルメディアサイトの CPA 効率（注２）を毎日分析しており、効率的にユーザー
獲得が出来るように日々広告宣伝費のコントロールを行っております。
　これにより、受付数の増加並びに案件情報の蓄積が行われ、より膨大となったデータの分析を行うことに
よって、それがまたサービス単価及び収益の更なる上昇に寄与するといった好循環が生まれます。
　また、これまでに蓄積されたサイト運営の成功事例に基づいたシミュレーションを実施することで、新規
サイトの初期投資回収期間を最小限に抑えるとともに、この事業の循環構造の費用対効果を改善し続けるこ
とによって、収益化の早期実現並びに拡大を図ることが可能となっていることも、当社の強みであると考え
ております。

加盟店ユーザー

案件情報の蓄積

ユーザーニーズ
・・・ex

案件情報の蓄積

成約率
サービス単価
・・・ex

（注）１．　サービス単価とは、１サービス提供当たりの売上単価を意味しております。

案件情報に紐付く様々な情報を蓄積
ユーザーの要望により合致したサービス提供

広告宣伝費の積極投下により
新たな受付数の増加

ユーザーと加盟店との成約率向上が図られ、
サービス単価上昇、収益力が向上

収益力向上により、CPA以上の利益を獲得
広告宣伝費として積極的に追加投下

（注）2．　CPA とは、（Cost Per Action）の略で、広告媒体（成果報酬型広告、アフィリエイト広告など）からの成約１件当たりの獲得単価を指します。
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 4　今後の取り組み
①統合サイト「生活 110 番」のユーザビリティ向上及びサービスラインの拡充
　当社の WEB 事業では、現状、各「バーティカルメディアサイト」ごとにユーザーを集客しており、今後
当社が更なる集客強化を図るためには、統合サイト「生活 110 番」のユーザビリティ向上及びサービスラ
インの拡充が不可欠であると認識しております。「生活 110 番」のユーザビリティ向上及びサービスライ
ン拡充に伴い集客力が向上すれば、リスティング広告（注１）を始めとする有料広告投資の比率が低減し、「生
活 110 番」を通じたオーガニック検索（注２）経由の集客強化が見込まれるため、広告費効率と利益率の向
上が可能になると認識しております。
　この課題に対応するため、当社では「生活 110 番」において、継続した投資を行っていき、より一層の
集客力や収益性の強化を図って参ります。

②既存サービスの収益拡大
　当社は、ライフサービス領域に関するバーティカルメディアサイトを 193 サイト（平成 29 年５月 31
日時点）運営しておりますが、社内リソースの不足等の要因からサイト改良等の施策が十分に講じられてい
る積極的サイト（注力サイト）は売上上位の 35 サイト程度に留まっております。今後、当社が長期的な成
長を持続し、発展・拡大をさせていくためには、改善余地の高いサイト（未注力サイト）への更なる注力が
必要不可欠なものと考えております。
　これら未注力サイトに対して十分な施策を講じられるよう優秀な人材の確保に努めるとともに、注力サイ
トで蓄積されたノウハウを活用することで、集客力の向上を図って参ります。

③新規サービスの拡充
　当社は、ライフサービス領域に関する 119 のサービスジャンルを提供（平成 29 年５月 31 日時点）し
ておりますが、当領域には様々な顧客ニーズが存在しており、当社が提供しているサービスは未だその一部
に留まっているものと考えております。
　引き続きユーザーが真に必要としているニーズを的確に捉え、求められているサービスを適宜新設するこ
とにより、ユーザーの“お困りごと”解決に努めていき、当社ユーザーの更なる利便性向上並びに当社収益
力の向上に取り組んで参ります。

④優良な加盟店ネットワークの拡充
　当社は、社内規程による審査やユーザー評価等の情報に基づく加盟店評価を通じて 2,238 加盟店（平成
29 年５月 31 日時点）の優良加盟店のネットワークを築いており、当該ネットワークがユーザーに対する
良質なサービス提供の源泉であると認識しております。今後の継続的な発展及び経営基盤の安定を図るため、
より一層の優良加盟店との関係性強化を推進して参ります。

（注）	1.	　リスティング広告とは、Google や Yahoo! 等の検索エンジンで、ユーザーがあるキーワードで検索した際に、その検索キーワードに
連動して表示される広告のことです。

（注）	2.	　オーガニック検索とは、Google や Yahoo! 等の検索エンジンで、ユーザーがあるキーワードで検索した際に、表示される検索結果の
うちリスティング広告等の広告枠でない部分を指します。
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 5　業績等の推移

（注）　当社は、平成 29 年 4 月 12 日付で普通株式 1 株につき 100 株の割合で株式分割を行っております。上記「1 株当たり純資産額｣「1 株
当たり当期（四半期）純利益金額又は 1 株当たり当期純損失金額（△）｣ の各グラフでは、第 6 期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し
て算出した場合の数値を表記しております。
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【表紙】   

【提出書類】 有価証券届出書 

【提出先】 東海財務局長 

【提出日】 平成29年６月30日 

【会社名】 シェアリングテクノロジー株式会社 

【英訳名】 SHARINGTECHNOLOGY.INC 

【代表者の役職氏名】 代表取締役  引字 圭祐 

【本店の所在の場所】 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目23番20号 

【電話番号】 052－253－7340 

【事務連絡者氏名】 取締役 人事総務部長  鈴木 始 

【最寄りの連絡場所】 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目23番20号 

【電話番号】 052－253－7340 

【事務連絡者氏名】 取締役 人事総務部長  鈴木 始 

【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】 株式 

【届出の対象とした募集(売出)金額】 募集金額 

ブックビルディング方式による募集     795,600,000 円  

  
売出金額  

(引受人の買取引受による売出し)  

ブックビルディング方式による売出し    936,000,000 円  

(オーバーアロットメントによる売出し)  

ブックビルディング方式による売出し    280,800,000 円  

(注) 募集金額は、有価証券届出書提出時における見込額(会社法

上の払込金額の総額)であり、売出金額は、有価証券届出書

提出時における見込額であります。 

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。 
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第一部 【証券情報】 

  

第１ 【募集要項】 

  

１ 【新規発行株式】 
  

(注) １．平成29年６月30日開催の取締役会決議によっております。 

２．当社は、平成29年６月30日開催の取締役会において、当社の発行する株式を下記振替機関(社債、株式等の

振替に関する法律第２条第２項に規定する振替機関をいう。以下同じ。)にて取扱うことについて同意する

ことを決議しております。 

名称  株式会社証券保管振替機構 

住所  東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号 

３．発行数については、平成29年７月14日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。 

４．「第１ 募集要項」に記載の募集(以下、「本募集」という。)並びに「第２ 売出要項」の「１ 売出株式

(引受人の買取引受による売出し)」及び「２ 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)」に記載の引

受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出し

を追加的に行う場合があります。 

なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２ 売出要項」の「３ 売出株式(オーバー

アロットメントによる売出し)」及び「４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご覧

下さい。 

５．本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、

その内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照

下さい。 

  

 

種類 発行数(株) 内容 

普通株式  600,000（注）３ 

完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定の

ない当社における標準となる株式であります。 

なお、単元株式数は、100株となっております。 
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２ 【募集の方法】 

平成29年７月26日に決定される引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「４ 株式の引受け」欄記

載の金融商品取引業者(以下、「第１ 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受価

額と異なる価額(発行価格)で募集を行います。  

引受価額は発行価額(平成29年７月14日開催予定の取締役会において決定される払込金額と同額)以上の価額となり

ます。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取

金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。 

なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下、「東証」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第233

条及び株式会社名古屋証券取引所(以下、「名証」といい、東証と併せて「取引所」と総称する。)の定める「上場前

の公募又は売出し等に関する規則」第３条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において

発行価格又は売出価格に係る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を

決定する方法をいう。)により決定する価格で行います。 

  

(注) １．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。 

２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、東証の「有価証券上場規程施行規則」及び名証の「上場前

の公募又は売出し等に関する規則」(以下、「取引所の有価証券上場規程施行規則等」と総称する。)により

規定されております。 

３．発行価額の総額は、会社法第199条第１項第２号所定の払込金額の総額であり、有価証券届出書提出時にお

ける見込額であります。 

４．資本組入額の総額は、資本金に組入れる額の総額であり、有価証券届出書提出時における想定発行価格

(1,560円)の２分の１相当額を資本金に組入れることを前提として算出した見込額であります。 

５．有価証券届出書提出時における想定発行価格(1,560円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見

込額)は936,000,000円となります。 

  

 

区分 発行数(株) 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円) 

入札方式のうち入札による募集 ― ― ― 

入札方式のうち入札によらない募集 ― ― ― 

ブックビルディング方式 600,000 795,600,000 468,000,000 

計(総発行株式) 600,000 795,600,000 468,000,000 
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３ 【募集の条件】 

(1) 【入札方式】 

① 【入札による募集】 

該当事項はありません。 

  

② 【入札によらない募集】 

該当事項はありません。 

  

(2) 【ブックビルディング方式】 

  

(注) １．発行価格はブックビルディング方式によって決定いたします。 

発行価格の決定に当たり、平成29年７月14日に仮条件を決定する予定であります。 

当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、平成29年７月26日に

発行価格及び引受価額を決定する予定であります。 

仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力

が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定であります。 

需要の申告の受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機関

投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。 

２．平成29年７月14日開催予定の取締役会において、発行価額を決定する予定であります。また、前記「２ 募

集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と発行価額及び平成29年７月26日に決定する予定の引受価額と

は各々異なります。募集株式は全株を引受人が買取ることとしており、発行価格と引受価額との差額の総額

は、引受人の手取金となります。 

３．平成29年６月30日開催の取締役会において、増加する資本金及び資本準備金に関する事項として、増加する

資本金の額は、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計

算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金

の額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とすることを決議しております。この

取締役会決議に基づき、平成29年７月26日に資本組入額(資本金に組入れる額)を決定する予定であります。

４．申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。 

申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。 

５．株式受渡期日は、平成29年８月３日(木)(以下、「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。当社普

通株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予定で

あり、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券の交付

は行いません。 

６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。 

７．申込みに先立ち、平成29年７月19日から平成29年７月25日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考と

して需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。販売に

当たりましては、東証の「有価証券上場規程」及び名証の「株券上場審査基準」に定める株主数基準の充

足、上場後の株式の流通性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることが

あります。引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分の基本方針及び社内規則等に

従い販売を行う方針であります。配分の基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにお

ける表示等をご確認下さい。 

８．引受価額が発行価額を下回る場合は株式の募集を中止いたします。 

  

 

発行価格 
(円) 

引受価額 
(円) 

発行価額 
(円) 

資本 
組入額
(円) 

申込株 
数単位 
(株) 

申込期間 
申込 

証拠金 
(円) 

払込期日 

未定 
(注)１ 

未定 
(注)１ 

未定 
(注)２ 

未定 
(注)３ 

100 
自 平成29年７月27日(木)
至 平成29年８月１日(火)

未定 
(注)４ 

平成29年８月２日(水)
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① 【申込取扱場所】 

後記「４ 株式の引受け」欄の引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の全国の本支店及び営業所で申込

みの取扱いをいたします。 

  

② 【払込取扱場所】 

  

(注) 上記の払込取扱場所での申込みの取扱いは行いません。 

  

４ 【株式の引受け】 
  

(注) １．引受株式数は、平成29年７月14日開催予定の取締役会において決定する予定であります。 

２．上記引受人と発行価格決定日(平成29年７月26日)に元引受契約を締結する予定であります。ただし、元引受

契約の締結後、同契約の解除条項に基づき、同契約を解除した場合、株式の募集を中止いたします。 

３．引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取

引業者に委託販売する方針であります。 

  

 

店名 所在地 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 名古屋中央支店 愛知県名古屋市中区錦三丁目21番24号 
 

引受人の氏名又は名称 住所 
引受株式数 

(株) 
引受けの条件 

大和証券株式会社 
  
株式会社ＳＢＩ証券 
  
香川証券株式会社 
  
いちよし証券株式会社 
  
みずほ証券株式会社 
  
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 
  
マネックス証券株式会社 
  

東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 
  
東京都港区六本木一丁目６番１号 
  
香川県高松市寿町二丁目２番７号 
  
東京都中央区八丁堀二丁目14番１号 
  
東京都千代田区大手町一丁目５番１号 
  
東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 
  
東京都港区赤坂一丁目12番32号 
  

未定 

１ 買取引受けによります。 
２ 引受人は新株式払込金と

して、平成29年８月２日
までに払込取扱場所へ引
受価額と同額を払込むこ
とといたします。 

３ 引受手数料は支払われま
せん。ただし、発行価格
と引受価額との差額の総
額は引受人の手取金とな
ります。 

計 ― 600,000 ― 
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５ 【新規発行による手取金の使途】 

(1) 【新規発行による手取金の額】 

  

(注) １．払込金額の総額は、引受価額の総額であり、有価証券届出書提出時における想定発行価格(1,560円)を基礎

として算出した見込額であります。平成29年７月14日開催予定の取締役会で決定される会社法第199条第１

項第２号所定の払込金額の総額とは異なります。 

２．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下、「消費税等」という。)は含まれておりません。 

３．引受手数料は支払わないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものであります。 

  

(2) 【手取金の使途】 

上記の手取概算額920,000千円については、自社取引システムの機能拡充に伴う設備投資資金、ユーザー獲得のた

めの広告宣伝費、事業拡大に伴う人材の採用にかかる採用費及び人件費、並びに金融機関からの借入金及び社債償

還のための返済資金に充当する予定であります。具体的には以下の投資を予定しております。 

① 自社取引システム「SHARING PLACE」の機能拡充のためのシステム開発投資として75,000千円（平成29年９月

期：3,000千円、平成30年９月期：36,000千円、平成31年９月期：36,000千円） 

② 当社バーティカルメディアサイト及び総合プラットフォームサイト「生活110番」への問合せユーザーを獲得

するための広告宣伝費の一部として339,499千円（平成30年９月期：121,998千円、平成31年９月期：217,501

千円） 

③ 問合せ件数の増加に対応するためのコールセンター人員及び当社バーティカルメディアサイトの改修等を行う

ためのデザイナー等の採用にかかる採用費及び人件費として140,866千円（平成30年９月期：65,000千円、平

成31年９月期：75,866千円） 

④ 財務体質及び経営基盤の安定化のため、金融機関からの借入金及び社債償還のための返済資金として152,500

千円（平成29年９月期：22,500千円、平成30年９月期：65,000千円、平成31年９月期：65,000千円） 

  
残額については、将来における当社サービスの成長に寄与するための支出、投資に充当する方針でありますが、

当該内容等について現時点で具体化している事項はなく、今後具体的な資金需要が発生し支払時期が決定するまで

は、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。 

  
(注) 設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第３ 設備の状況 ３ 設備の新設、除却等の計画」の項

をご参照ください。 

  

 

払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円) 

936,000,000 16,000,000 920,000,000 
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第２ 【売出要項】 

  

１ 【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】 

平成29年７月26日に決定される引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「２ 売出しの条件(引受人

の買取引受による売出し) (2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下、「第２ 売出要項」に

おいて「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発行価格

と同一の価格)で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受に

よる売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は引受人に対して引受手数料を

支払いません。 

  

(注) １．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則等により規定されており

ます。 

２．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注)２に記載した振替機関と同一で

あります。 

３．「第１ 募集要項」における株式の募集を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし

ます。 

４．売出価額の総額は、有価証券届出書提出時における想定売出価格(1,560円)で算出した見込額であります。 

５．売出数等については今後変更される可能性があります。 

６．本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を勘案し、オーバーアロットメン

トによる売出しを追加的に行う場合があります。 

なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３ 売出株式(オーバーアロットメントによる

売出し)」及び「４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご覧下さい。 

７．本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、

その内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご覧下

さい。 

  

 

種類 売出数(株) 
売出価額の総額 

(円) 
売出しに係る株式の所有者の住所 

及び氏名又は名称 

普通株式 

入札方式のうち入札
による売出し 

― ― ― 

入札方式のうち入札
によらない売出し 

― ― ― 

ブックビルディング
方式 

600,000 936,000,000 
愛知県名古屋市東区 
引字 圭祐      600,000株 

計(総売出株式) ― 600,000 936,000,000 ― 
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２ 【売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)】 

(1) 【入札方式】 

① 【入札による売出し】 

該当事項はありません。 

  
② 【入札によらない売出し】 

該当事項はありません。 

  
(2) 【ブックビルディング方式】 

  

(注) １．売出価格の決定方法は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の(注)１と同

様であります。 

２．売出価格、引受価額及び申込証拠金は、ブックビルディング方式による募集の発行価格、引受価額及び申込

証拠金とそれぞれ同一といたします。ただし、申込証拠金には、利息をつけません。 

３．引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出

価格決定日(平成29年７月26日)に決定いたします。なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われま

せん。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額は引受人の手取金となります。 

４．上記引受人と平成29年７月26日に元引受契約を締結する予定であります。ただし、元引受契約の締結後、同

契約の解除条項に基づき、同契約を解除した場合、株式の売出しを中止いたします。 

５．株式受渡期日は、上場(売買開始)日(平成29年８月３日(木))の予定であります。当社普通株式の取引所への

上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予定であり、上場(売買開

始)日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券の交付は行いません。 

６．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。 

７．上記引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) 

ブックビルディング方式」の(注)７に記載した販売方針と同様であります。 

  

 

売出価格 
(円) 

引受価額 
(円) 

申込期間 
申込 

株数単位 
(株) 

申込 
証拠金
(円) 

申込受付場所 
引受人の住所及び 
氏名又は名称 

元引受 
契約 

の内容 

未定 
(注)１ 
(注)２ 

未定 
(注)２ 

自 平成29年 
７月27日(木) 
至 平成29年 
８月１日(火) 

100 
未定 

(注)２ 

引受人及びその
委託販売先金融
商品取引業者の
本支店及び営業
所  

東京都千代田区 
丸の内一丁目９番１号 
大和証券株式会社 

未定 
(注)３ 

 

─ 8 ─



３ 【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】 
  

(注) １．オーバーアロットメントによる売出しは、「第１ 募集要項」に記載の募集及び引受人の買取引受による売

出しに伴い、その需要状況を勘案して行われる大和証券株式会社による売出しであります。売出数は上限株

式数を示したものであり、需要状況により減少し、又は全く行わない場合があります。 

２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社は、平成29年８月３日から平成29年８

月31日までの期間(以下、「シンジケートカバー取引期間」という。)、東証若しくは名証においてオーバー

アロットメントによる売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下、「シンジケートカバ

ー取引」という。)を行う場合があります。その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項

２．グリーンシューオプションとシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。 

３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則等により規定されており

ます。 

４．「第１ 募集要項」における株式の募集を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止

いたします。 

５．売出価額の総額は、有価証券届出書提出時における想定売出価格(1,560円)で算出した見込額であります。 

６．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注)２に記載した振替機関と同一で

あります。 

  

 

種類 売出数(株) 
売出価額の総額 

(円) 
売出しに係る株式の所有者の住所 

及び氏名又は名称 

普通株式 

入札方式のうち入札
による売出し 

― ― ― 

入札方式のうち入札
によらない売出し 

― ― ― 

ブックビルディング
方式 

180,000 280,800,000 
東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 
大和証券株式会社     180,000株 

計(総売出株式) ― 180,000 280,800,000 ― 
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４ 【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】 

(1) 【入札方式】 

① 【入札による売出し】 

該当事項はありません。 

  

② 【入札によらない売出し】 

該当事項はありません。 

  

(2) 【ブックビルディング方式】 

  

(注) １．売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ

れぞれ同一といたします。ただし、申込証拠金には利息をつけません。 

２．売出しに必要な条件については、売出価格決定日(平成29年７月26日)において決定する予定であります。 

３．株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日(平成29年

８月３日(木))の予定であります。当社普通株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振

替機関として当社普通株式を取扱う予定であり、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、

当社は株券を発行しておらず、株券の交付は行いません。 

４．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。 

５．大和証券株式会社及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件

(2)ブックビルディング方式」の(注)７に記載した販売方針と同様であります。 

  

 

売出価格 
(円) 

申込期間 
申込株数単位 

(株) 
申込証拠金 

(円) 
申込受付場所 

引受人の住所及び 
氏名又は名称 

元引受契約
の内容 

未定 
(注)１ 

自 平成29年 
７月27日(木) 
至 平成29年 
８月１日(火) 

100 
未定 
(注)１ 

大和証券株式会社及びそ
の委託販売先金融商品取
引業者の本支店及び営業
所 

― ― 
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】 

  

１．東京証券取引所マザーズ及び名古屋証券取引所セントレックスへの上場について  

当社普通株式は、「第１ 募集要項」における募集株式及び「第２ 売出要項」における売出株式を含め、大和証

券株式会社を主幹事会社(以下、「主幹事会社」という。)として、平成29年８月３日に東京証券取引所マザーズ及び

名古屋証券取引所セントレックスへ上場される予定であります。 

  
２．グリーンシューオプションとシンジケートカバー取引について  

オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため

に、主幹事会社が当社株主より借受ける株式であります。これに関連して、主幹事会社は、オーバーアロットメント

による売出しに係る株式数を上限として当社普通株式を引受価額と同一の価格で当社株主より追加的に取得する権利

(以下、「グリーンシューオプション」という。)を、平成29年８月31日を行使期限として当社株主から付与される予

定であります。 

また、主幹事会社は、上場(売買開始)日から平成29年８月31日までの間、オーバーアロットメントによる売出しに

係る株式数を上限とするシンジケートカバー取引を行う場合があります。 

なお、主幹事会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式については、当社株主から借受けている株式の

返還に充当し、当該株式数については、グリーンシューオプションを行使しない予定であります。また、シンジケー

トカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わないか、もしくは上限株

式数に達しなくともシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。 

  
３．ロックアップについて  

本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人である引字圭祐、並びに当社の株主である榊原暢

宏、綿引一、アイビス新成長投資事業組合第３号、株式会社ベクトル、SBIベンチャー企業成長支援３号投資事業有限

責任組合、SBIベンチャー企業成長支援４号投資事業有限責任組合、SBI アドバンスト・テクノロジー１号投資事業有

限責任組合、SBIベンチャー企業成長支援２号投資事業有限責任組合及びSBIベンチャー企業成長支援投資事業有限責

任組合は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場日(当日を含む)後90日目(平成29年10月31日)までの期間(以

下、「ロックアップ期間」という。)、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等(ただ

し、引受人の買取引受による売出し、グリーンシューオプションの対象となる当社普通株式を主幹事会社が取得する

こと及び売却価格が本募集等における発行価格又は売出価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う株式会社

東京証券取引所での売却等を除く。)を行わない旨を合意しております。 

また、当社は主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は主幹事会社の事前の書面による同意なしに、当社普通株式

の発行、当社普通株式に転換もしくは交換される有価証券の発行又は当社普通株式を取得もしくは受領する権利を付

与された有価証券の発行等(ただし、本募集、グリーンシューオプション、株式分割及びストックオプションにかかわ

る発行等を除く。)を行わない旨合意しております。 

ロックアップ期間終了後には上記取引が可能となりますが、当該取引が行われた場合には、当社普通株式の市場価

格に影響が及ぶ可能性があります。 

なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はロックアップ期間中であっても、その裁量で当該合意の内容

を全部若しくは一部につき解除できる権限を有しております。 

上記のほか、当社は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則等の規定に基づき、上場前の第三者割当等による

募集株式の割当等に関し、割当を受けた者との間で継続所有等の確約を行っております。その内容については、「第

四部 株式公開情報 第２ 第三者割当等の概況」をご参照下さい。 
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第二部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 
  

（注）１．当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記

載しておりません。 

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

３．第６期、第７期、第８期及び第10期の持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在してい

ないため記載しておりません。 

 

回次 第６期 第７期 第８期 第９期 第10期 

決算年月 平成24年９月 平成25年９月 平成26年９月 平成27年９月 平成28年９月

売上高 （千円） 652,896 676,744 587,116 806,504 1,141,757 

経常利益又は経常損失
（△） 

（千円） △24,052 △13,796 △151,084 6,813 55,805 

当期純利益又は 
当期純損失（△） 

（千円） △24,291 △15,971 12,814 26,559 21,392 

持分法を適用した 
場合の投資利益 

（千円） ― ― ―    8,652 ― 

資本金 （千円） 35,000 35,000 44,998 44,998 121,248 

発行済株式総数 （株） 35,000 35,000 49,284 49,284 51,784 

純資産額 （千円） 17,794 1,823 34,635 60,377 234,269 

総資産額 （千円） 171,682 159,909 309,191 340,625 645,778 

１株当たり純資産額 （円） 508.41 52.09 702.77 12.25 45.24 

１株当たり配当額 
（１株当たり中間配当額） 

（円） 
― 

（―）
― 

（―）
― 

（―）
― 

（―）
― 

（―）

１株当たり当期純利益金額 
又は１株当たり当期純損失
金額（△） 

（円） △694.04 △456.33 358.51 5.39 4.27 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益金額 

（円） ― ― ― ― ― 

自己資本比率 （％） 10.4 1.1 11.2 17.7 36.3 

自己資本利益率 （％） ― ― 70.3 55.9 14.5 

株価収益率 （倍） ― ― ― ― ― 

配当性向 （％） ― ― ― ― ― 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

（千円） ― ― ― △3,775 67,900 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

（千円） ― ― ― △42,502 △32,343 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

（千円） ― ― ― △5,669 201,546 

現金及び現金同等物 
の期末残高 

（千円） ― ― ― 91,444 328,547 

従業員数 
〔外、平均臨時雇用者数〕 

（名） 
19 

〔38〕
24 

〔25〕
31 

〔40〕
29 

〔14〕 
53 

〔34〕
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４．第６期及び第７期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在せず、かつ、１

株当たり当期純損失であるため、記載しておりません。 

第８期及び第９期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載

しておりません。 

第10期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、新株予約権が存在しますが、当社株式は非

上場であり、期中平均株価が把握できないため、記載しておりません。 

５．第６期及び第７期の自己資本利益率は、当期純損失を計上しているため記載しておりません。 

６．株価収益率は、当社株式が非上場であるため、記載しておりません。 

７．１株当たり配当額及び配当性向については、配当を実施していないため記載しておりません。 

８．当社は第９期よりキャッシュ・フロー計算書を作成しておりますので、第６期から第８期のキャッシュ・フ

ロー計算書に係る各項目については記載しておりません。 

９．従業員数は就業人数であり、臨時雇用者数は〔 〕内に１年間の平均人員を外数で記載しております。 

10．前事業年度（第９期）及び当事業年度（第10期）の財務諸表については、金融商品取引法第193条の２第１

項の規定に基づき、新日本有限責任監査法人により監査を受けておりますが、第６期、第７期及び第８期の

財務諸表については、「会社計算規則」（平成18年法務省令第13号）の規定に基づき算出した各数値を記載

しており、金融商品取引法第193条の２第１項による監査証明を受けておりません。 

11．当社は、平成29年４月12日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行いましたが、第９期の期首

に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益金額を算定しておりま

す。 

12．当社は、平成29年４月12日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っております。そこで、東

京証券取引所自主規制法人（現 日本取引所自主規制法人）の引受担当者宛通知「『新規上場申請のための

有価証券報告書（Ⅰの部）』の作成上の留意点について」（平成24年８月21日付東証上審第133号）及び株

式会社名古屋証券取引所の引受担当者宛通知「『上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）』の作成上の

留意点について」（平成20年４月４日付名証自規Ｇ第８号及び平成24年10月１日付同取扱い）に基づき、第

６期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算定した場合の１株当たり指標の推移を参考までに掲げる

と、以下の通りとなります。 

なお、第６期、第７期及び第８期の数値（１株当たり配当額については全ての数値）については、新日本有

限責任監査法人の監査を受けておりません。 

 

回次 第６期 第７期 第８期 第９期 第10期 

決算年月 平成24年９月 平成25年９月 平成26年９月 平成27年９月 平成28年９月 

１株当たり純資産額 （円） 5.08 0.52 7.03 12.25  45.24 

１株当たり当期純利益金額 
又は１株当たり当期純損失
金額（△） 

（円） △6.94 △4.56 3.59 5.39 4.27 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益金額 

（円） ― ― ― ― ― 

１株当たり配当額 
（１株当たり中間配当額） 

（円） 
― 

（―）
― 

（―）
― 

（―）
― 

（―） 
― 

（―）
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２【沿革】 

  

 

年月 概要 

平成18年11月 京都府京都市山科区において資本金10千円で株式会社リッツを設立 

平成19年５月 愛知県名古屋市中区（あいちベンチャーハウス）へ本社移転 

平成20年７月 株主割当増資により資本金10,000千円に増資 

平成21年５月 インターネット回線の取次サービスを提供する「ネット110番事業」を開始 

平成22年７月 愛知県名古屋市中区新栄へ本社移転 

平成24年４月 
ライフサービス領域に関する「バーティカルメディアサイト」の運営等を目的として、
「WEB事業」を開始 

平成24年５月 株主割当増資により資本金35,000千円に増資 

平成24年６月 愛知県名古屋市中区丸の内へ本社移転 

平成25年12月 「ネット110番事業」を会社分割によりネット110番株式会社を新設し、子会社化 

平成25年12月 ネット110番株式会社の株式を外部に一部譲渡し、非子会社化 

平成26年９月 第三者割当増資により資本金44,998千円へ増資 

平成27年６月 ライフサービスにかかる総合プラットフォームサイト「生活110番」の運営を開始 

平成27年９月 商号をシェアリングテクノロジー株式会社に変更 

平成28年５月 第三者割当増資により資本金121,248千円へ増資 
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３【事業の内容】 

当社は、「求める人と提供する人を結びつけるマッチングサービスを高度なテクノロジーで成熟・進化させ、世の中

に貢献して参ります。」を企業理念に掲げ、ライフサービス領域に関する「バーティカルメディアサイト」の運営を通

じて、暮らしの中での“お困りごと”を抱えるユーザーと、生活に密着したサービスを提供する専門業者とのマッチン

グを中心としたWEB事業を展開し、ライフサービスに関わる幅広い領域でサービスを展開しております。 

 なお、当社はWEB事業の単一セグメントではありますが、サービス特性に応じて「WEBマーケティングサービス」と

「WEBコンサルティングサービス」の２つのサービス区分に分類しており、以下についてはサービス区分別に記載してお

ります。 

  

（１）WEBマーケティングサービス 

WEBマーケティングサービスでは、暮らしの中での“お困りごと”を抱えるユーザーと、生活に密着したサービスを

提供する専門業者（以下、「加盟店」という）とをマッチングさせるサービスを提供しております。 

ユーザーは、当社が運営するライフサービス領域に関する「バーティカルメディアサイト（注１）」を閲覧し、提

供を受けたいサービスについて当社へ問合せ及び見積依頼を行います。 

ユーザーからの問合せには、自社で運営している24時間365日年中無休のコールセンターにて、専任のスタッフが受

付対応を行っており、問合せ等を受けた当社コールセンタースタッフが希望サービス、対応地域、希望訪問時間等の

ユーザーのニーズをヒアリングします。 

 ヒアリングしたユーザー情報に基づき、当社はユーザー自身のニーズに適したサービス提供を行うことのできる加

盟店を提携する全国各地の加盟店の中から抽出し、加盟店にユーザーの紹介を行っております。 

 当社からのユーザー紹介を受けた加盟店は、当社へ問合せ等を行ったユーザーに対して直接連絡を行います。その

結果、ユーザーと加盟店との間で契約が成約し、ユーザーに対して加盟店よりサービス提供が行われた場合には、当

社は加盟店から報酬（手数料）を頂いております（「成果報酬型」）。 

 なお、加盟店からユーザーへのサービス提供が完了した時点で支払い義務が発生する「成果報酬型」の他に、当社

より加盟店へユーザーを紹介した時点で報酬を頂く「紹介報酬型」、広告掲出主の広告を当社サイトに掲出し広告掲

出料金を頂くもの及び通信回線の導入を希望する見込顧客の集客や契約取次の補助業務により報酬を頂く「その他」

があります。 

  

（注）１．バーティカルメディアサイトとは、ある特定のテーマに関連する様々な情報が提供されており、そのテ

ーマに興味を持つユーザーが望む情報に効率的に辿り着くことが出来るように構成されており、ユーザ

ーメリットの高いサイトとなっております。また、ターゲットユーザーが明確に絞り込まれるため、運

営会社側にとっては、ユーザーニーズに沿ったコンテンツ配信が容易であり、広告媒体としてもターゲ

ットユーザーにリーチしやすいといったメリットがあります。 

  

当社は、生活に関するお困りごとの解決を手助けするためのライフサービス領域に関するバーティカルメディアサ

イトを193サイト運営しており、サービス提供領域は119のジャンルに及んでおります（平成29年５月31日時点）。 

 また総加盟店数は、平成29年５月31日時点において、2,238加盟店となっております（注２）。 

  

（注）２．総加盟店数2,238加盟店のうち、当期期首である平成28年10月1日から平成29年５月31日までにユーザー

に対してサービス提供を行った加盟店の数は、1,469加盟店であります。 

  

なお、当社はユーザーと加盟店とのマッチングに当たって、「応札方式」と「手動マッチング方式」の２通りの方

法を用いて行っております。 
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① 応札方式 

当社コールセンタースタッフが自社取引システム「SHARING PLACE」（注３）にユーザー情報を登録した時点

で、当社と提携している加盟店に対し、案件情報が自動的に一括配信されます。案件情報の配信においては、

当社独自のルールに基づき、一定の時間配分に従って順次配信される仕組みとなっております。 

当該案件情報を受け取った加盟店は、ユーザーのお困りごとに対応可能と判断した場合に、自社取引システ

ム「SHARING PLACE」で応札を行い、最も早く応札した加盟店はユーザーに連絡の上、見積書の作成・提示を行

い、ユーザーと成約した場合はサービス提供が可能となります。 

  
② 手動マッチング方式 

自社取引システム「SHARING PLACE」に登録されたユーザー情報を基に、当社コールセンタースタッフが加盟

店の提供可能ジャンル、提供可能地域、過年度のサービス提供実績等を総合的に判断し、ユーザーに対して最

適な加盟店の紹介を行っております。ユーザー紹介を受けた加盟店はユーザーに連絡の上、見積書の作成・提

示を行い、ユーザーと成約した場合サービス提供が可能となります。 

  
（注）３．自社取引システム「SHARING PLACE」とは、マッチングサービスを提供するための社内システムの名称で

あります。「SHARING PLACE」は、加盟店情報やユーザー情報等の様々なデータが蓄積されているほか、

加盟店向けには案件情報の配信、照会、応札といった様々な機能を提供しており、加盟店登録時に付与

されたＩＤ及びパスワードを用いてログインすることで、様々な機能を利用することが可能でありま

す。また、クラウド型のシステムであるため、加盟店はインターネットに接続する事のできる環境であ

れば、ＰＣやスマートフォンからいつでも「SHARING PLACE」にアクセスし、案件情報を確認する事がで

きます。 

  
当社のサービスは、原則「応札方式」にてマッチングを行っておりますが、加盟店数が十分ではない一部地域にお

いて案件が応札されるまでに時間を要する場合や、加盟店数が十分な地域であってもユーザーからの依頼が緊急性を

要するような内容である場合には、ユーザーと加盟店との早期マッチングを行うために「手動マッチング方式」にて

対応し、迅速なサービス提供の実現を図っております。 

 当社では「応札方式」を採用することで、加盟店が移動中の空き時間や、今いる地点から近い場所の案件のみを受

注できるなど、空き時間（非稼働時間）を活用して効率的に案件獲得ができるようにしており、加盟店の非稼働時間

の最小化が図られる仕組みとなっております。また、自社取引システム「SHARING PLACE」はスマートフォンアプリ形

態でも提供しており、当該アプリをインストールした加盟店に対しては、プッシュ通知にて案件情報の提供を行うこ

とで、タイムリーな案件獲得機会の創出を行っております。  

 加盟店においては、当社と提携することにより集客増加につながり、受注拡大の機会を得ることで機器等の有形資

産あるいは非稼働時間等の無形資産の効率的な運用が可能となります。なお、当社との提携登録にかかる費用は加盟

店からは頂いておりません。 

  

 当社が展開している主なサービスジャンルとサイト名は下表の通りであります。 
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 ■ 主なサービスジャンルとサイト名（平成29年５月31日現在） 

  

■ 当社バーティカルサイトの問合せ件数の推移 

（注）１．「問合せ件数」とは、ユーザーが当社の運営するバーティカルメディアサイトを閲覧し、当社へ電話問合

せを行った件数であります。 

２．自社取引システム「SHARING PLACE」の稼働は平成26年12月からであるため、平成26年９月期以前の問合せ

件数については、旧システムに基づく集計値となっております。 

  

 

区分 提供サービスジャンル 主なサイト名 サイト数 

① 緊急系 
カギ、ハチ、ドアノブ、ガラス、パソコン、
水、ペット葬儀 

 カギ１１０番  
ジャンル計 ７個 
個別サイト計32個 

② リフォーム・工 
事・修理関係 

雨漏り、ネズミ、害鳥(ハト・カラス)、コウ
モリ、ハクビシン・イタチ・アナグマ・アラ
イグマ、その他害獣、解体工事、外壁塗装、
原状回復、監視カメラ、井戸掘り、洗濯機、
桐箪笥修理、ピアノ調律・修理、家具修理、
家具組立・移動、OA機器修理、自動ドア、楽
器修理、屋根、水回りリフォーム、介護リフ
ォーム、エレベーター、iPhone修理 

 雨漏り修理１１０番 
ジャンル計  24個 
個別サイト計47個 

③ 害虫 
シロアリ、ゴキブリ、ダニ・トコジラミ・南
京虫・ノミ、その他害虫 

 シロアリ１１０番 
ジャンル計  ４個 
個別サイト計23個 

④ 住宅周り 

伐採、剪定、草刈り、その他お庭、芝張り、
砂利、畳、襖、障子、網戸、その他張替え、
換気扇、エアコン、給湯器、アスファルト工
事、地盤調査、電気工事、アンテナ工事、ス
イッチ、インターホン、電動シャッター、ブ
ロック工事、コンセント、シャッター、手す
り、漏電修理、便利屋 

 伐採１１０番 
ジャンル計  27個 
個別サイト計29個 

⑤ 一括見積もり 

農機具買取、会場設営、アプリ開発、防音工
事、店舗デザイン、駐車場工事、おしぼり、
アドバルーン広告、墓石販売、婚活、不動産
売却、土地活用、車買取、マンション管理、
賃貸管理、サブリース、事故車買取、テレマ
ーケティング、メール配信、印刷代行、複合
機リース、ポスティング、DM、ビジネスフォ
ン、データ入力、旅行、合宿、ハウスクリー
ニング(紹介)、トラック買取、重機買取、土
地売却、マンション売却、ピアノ買取、ISO、
空き家管理 

 農機具買取査定君 
ジャンル計  35個 
個別サイト計35個 

⑥ 通信 
ひかり電話、無料パソコン、固定電話・電話
回線、フレッツ光 

 ひかり電話ナビ 
ジャンル計  ４個 
個別サイト計５個 

⑦ その他 

看板製作、盗聴器、消臭・消毒、ハウスクリ
ーニング、特殊清掃、ガードマン、家事代
行、データ復旧、ノロウイルス、自動販売
機、TVCM、厨房買取、貸倉庫、ビル仲介、廃
車引取、産業医紹介、防水工事、建具交換・
修理 

 看板１１０番 
ジャンル計  18個 
個別サイト計22個 

 

該当期 問合せ件数（件） 

平成24年９月期 3,884 

平成25年９月期 59,494 

平成26年９月期 133,048 

平成27年９月期 185,449 

平成28年９月期 275,249 
 

─ 17 ─



また、当社では、各バーティカルメディアサイトの情報を統合した総合プラットフォームサイト（注３）「生活110

番」を運営しております。 

  
（注）３．プラットフォームサイトとは、インターネットの利用者がインターネットに接続した際、一番初めにアク

セスするWEBサイトになることを目指して作られた、様々なサービスを集めたインターネットサイトです。

  
総合プラットフォームサイト「生活110番」では、ユーザーにとって最適な加盟店を検索、比較・検討をし、問合せ

等を行うことができ、また、当社からは生活に役立つコンテンツを定期的に発信し、ユーザーの生活を豊かにする取

組みを行っております。なお、「生活110番」はインターネットサイト上のみならず、スマートフォンアプリからも閲

覧することができ、“いつでも”“どこでも”タイムリーに利用することが可能であります。なお、「生活110番」に

おけるユーザーのサービス利用手順及び当社の収益獲得方法は各バーティカルメディアサイトと同様であります。   

  

＜WEBマーケティングサービスの特徴・強みについて＞  

① 日常生活に関連したサービス展開であること  

当社では、日常生活で恒常的あるいは突発的に発生するトラブル（ガラス交換、ペット葬儀等）や、毎年決ま

った季節に発生するトラブル（シロアリ駆除等）の解決を、インターネットメディアを活用して支援しておりま

す。 

当社が対象領域としている日常生活上のトラブルは、全国各地において恒常的に発生しており、また、当該ト

ラブルを放置しても構わないと考えるユーザーは少ないため、毎年継続的な需要の発生が見込まれるものであり

ます。そのため、社会情勢や周辺環境の変化等に関わらず、安定的に収益を見込める市場分野であることが挙げ

られます。 

また、昨今では、少子高齢化の拡大に伴い単身生活を送る高齢者が増加傾向にあると言われており、内閣府

「平成28年版高齢社会白書」によると、高齢化率は、2010年の23.0%から2060年には39.9％まで拡大すると予測

されております。高齢者は加齢に伴い自分自身でできることが限られていく一方で、生活関連の“お困りご

と”は一定程度発生することが見込まれますが、当社では、コールセンターによる口頭での対応を行う等、高齢

者でも容易かつ安心して当社サービスを利用できるような体制を構築しております 。 

  
② 成果報酬型のビジネスモデル 

当社WEBマーケティングサービスでは、ほとんどのマッチング案件において「成果報酬型」の手数料体系を採

用しております。 

中小企業や個人事業主の多くは、集客効果が不確定である紙媒体等を活用した集客方法に未だ依存している場

合が多く、必ずしも集客コストが売上に紐付いていない場合があります。 

当社においては、「加盟店からユーザーに対してサービス提供が完了された時点」で成果報酬が発生する仕組

みとなっているため、加盟店にとっては、当社が紹介したユーザーと実際に成約できた場合のみにしか手数料を

支払う義務が発生いたしません。また、当社は加盟店から初期登録料や年間契約料等のコストも一切頂いていな

いため、加盟店は集客コストの抑制を図りながら効率的に受注案件の獲得並びに売上の拡大を図ることが可能と

なっております。かかる特徴により加盟店の定着率向上が図られており、当社は優良な加盟店の囲い込みに成功

していると考えております。 

  
③ 「SHARING PLACE」の活用による効率的なマッチング及び様々なジャンルへの横展開 

当社の「SHARING PLACE」には過去の加盟店の売上実績やサービス単価（注４）、成約率、詳細な対応地域別

実績などの様々なデータが蓄積されております。サービスジャンルごとに成約率等の実績値分析を行っており、

分析結果をもとに加盟店個々に競争力の高いサービス分野を推定し、ユーザーニーズに則した高いマッチング提

案を実現しております。 
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また、当社は加盟店との日々のコミュニケーションの中で、最近の顧客動向やユーザーニーズといった情報を

吸い上げ、分析することで、既存サービス以外のジャンルでどのような需要が存在しているのかを適宜把握して

おり、多種多様な加盟店の登録データから請負可能業務を分析することで、かかる需要に対応できる加盟店がど

の程度存在しているのかを確認しております。 

 このような仕組みを構築しているため、新規にサービスジャンルを展開した場合においてもスムーズなマッチ

ングが可能であるため、新規ジャンルの横展開が容易な体制となっております。 

 さらには、各バーティカルメディアサイトの問合せ電話番号に連動し、「SHARING PLACE」上に問合せジャン

ルに対応した受付トークマニュアルが自動表示されるシステム設計となっており、新たなサービスジャンルを追

加した場合においても、オペレーション品質の均一化（成約精度の高いオペレーションをシステム化）を図り、

スピーディーなマッチング提供に努めております。 

  

（注）４．サービス単価とは、１サービス提供当たりの売上単価を意味しております。 

  
④ 「SHARING PLACE」へのデータ蓄積に比例して収益が向上していく事業構造 

マッチングサービスを繰り返し提供することで、地域毎におけるユーザーニーズの傾向や動向の実績値、各加

盟店におけるサービスの特徴や強みといった案件情報に紐付く様々な情報が「SHARING PLACE」内部に蓄積され

続けております。当社ではこれらの情報を分析し、受付トークマニュアルやサービスメニュー、サービスプライ

シング等を改善し続ける事で、ユーザーの要望により合致したサービス提供を可能としております。その結果ユ

ーザーと加盟店との成約率向上が図られ、サービス単価の上昇及び収益力の向上が図られております。 

 加えて、当社では全バーティカルメディアサイトのCPA効率（注５）を毎日分析しており、効率的にユーザー

獲得が出来るように日々広告宣伝費のコントロールを行っております。CPAの状況を常に把握することで、ジャ

ンル別損益の状況をタイムリーに認識することができ、CPA以上の利益を獲得できた場合には、受付数を増加さ

せるための広告宣伝費として積極的に追加投下を行っております。 

 これにより、新たな受付数の増加並びに案件情報の蓄積が行われており、より膨大となったデータの分析を行

うことによって、さらにユーザーと加盟店との成約率が向上し、それがまた当社サービス単価及び収益の更なる

上昇に寄与するといった好循環が生まれていると考えております。 

 また、これまでに蓄積されたサイト運営の成功事例に基づいたシミュレーションを実施することで、新規サイ

トの初期投資回収期間を最小限に抑えるとともに、この事業の循環構造の費用対効果を改善し続けることによっ

て、収益化の早期実現並びに拡大を図ることが可能となっていることも、当社の特徴的な強みであると考えてお

ります。 

  

（注）５．CPAとは、（Cost Per Action）の略で、広告媒体（成果報酬型広告、アフィリエイト広告など）からの

成約１件当たりの獲得単価を指します。 
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（２）WEBコンサルティングサービス 

「WEBマーケティングサービス」により蓄積された知見・ノウハウを活用し、当社が依頼主の所有するインターネッ

トサイトのうち、依頼主から指定されたインターネットサイトに対して様々なWEBコンサルティング施策を実施するこ

とで、依頼主の所有するインターネットサイトの検索エンジン順位を向上させ、インターネットユーザー見込顧客の

集客増加を図っております。 

当社は、コンサルティング業務の対価手数料として、月額固定料金を収受しております。なお、現在、同サービス

を提供している取引先は、本書提出日現在、ＳＳＳＥＯ株式会社の１社のみとなっております。 

  

当社の事業系統図は、次の通りであります。 

  

 

  
（注）１．当社は、日常生活の“お困りごと”を解決するためのライフサービス領域に関する「バーティカルメディア

サイト」を複数運営しており、取扱サービスジャンル数は119ジャンル（平成29年５月31日時点）、総サイ

ト数は193サイト（平成29年５月31日時点）となっております。 

２．手数料体系は、加盟店からユーザーに対してサービス提供が完了された時点で報酬を頂く「成果報酬型」

と、当社より加盟店へユーザーを紹介した時点で報酬を頂く「紹介報酬型」、広告掲出主の広告を当社サイ

トに掲出し広告掲出料金を頂くもの及び通信回線の見込顧客集客や契約取次の補助業務により報酬を頂く

「その他」があります。 
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４【関係会社の状況】 

 該当事項はありません。 

  
５【従業員の状況】 

（１）提出会社の状況 

（注）１．従業員数は正社員の他、契約社員を含み、臨時雇用者数（アルバイト）は、〔 〕内に年間平均人員を外数で

記載しております。 

２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 

３．当社はWEB事業の単一セグメントのため、セグメント別の記載を省略しております。 

  
（２）労働組合の状況 

 労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

  

 

平成29年５月31日現在 

従業員数（名） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（千円） 

 82〔26〕 28.7 1.3 3,408 
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第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

（１）業績 

第10期事業年度（自 平成27年10月１日 至 平成28年９月30日） 

当事業年度における我が国の経済は、企業収益や雇用情勢に改善傾向が見られたものの、国内生産活動の回復や

個人消費の持ち直しは力強さに欠ける状況が続いており、先行きは不透明なまま推移いたしました。 

 このような状況の下、当社は「求める人と提供する人を結びつけるマッチングサービスを高度なテクノロジーで

成熟・進化させ、世の中に貢献して参ります。」という企業理念に基づき、バーティカルメディアサイトのコンテ

ンツ強化等による既存事業の強化、及び生活110番のコンテンツ強化等による新たな成長基盤の確立に取り組んで参

りました。具体的には、過去の加盟店の実績や成約率、詳細な地域別実績などの様々なデータ解析によって、ユー

ザーと加盟店との成約率の向上を図ったほか、ユーザビリティ向上の施策としてのスマートフォンアプリのリリー

ス、既存運営中のバーティカルメディアサイトのコンテンツ拡充など、様々な取組みを実施して参りました。 

 以上の結果、当事業年度の業績は、売上高は1,141,757千円（前期比41.6%増）、営業利益は57,002千円（同

478.9%増）、経常利益は55,805千円（同719.1%増）となりました。また、休止中のサイトの減損損失を計上した結

果、当期純利益は21,392千円（同19.5%減）となりました。 

 なお、当社はWEB事業の単一セグメントのため、セグメントごとの記載はしておりませんが、サービス別の業績の

概要は以下の通りであります。 

  

  

第11期第２四半期累計期間（自 平成28年10月１日 至 平成29年３月31日） 

当第２四半期累計期間におけるわが国の経済は、円安株高や生産活動の持ち直しなど回復の動きが見られるよう

になってきました。また、経済対策に伴う公共投資の拡大や、人手不足を背景とした雇用所得環境の改善、設備等

の老朽化を背景とした収益動向に左右されない更新投資を進める企業の増加などが景気回復要因となっておりま

す。しかしながら、先進国では、経済成長率鈍化が懸念材料となっており、景気の先行きは依然として不透明な状

況が続いております。 

このような状況の下、当社は「求める人と提供する人を結びつけるマッチングサービスを高度なテクノロジーで

成熟・進化させ、世の中に貢献して参ります。」という企業理念に基づき、バーティカルメディアサイトのコンテ

ンツ強化等による既存事業の強化、及び生活110番のコンテンツ強化等による新たな成長基盤の確立に取り組んで参

りました。 

以上の結果、当第２四半期累計期間の業績は、売上高は650,912千円、営業利益は201,775千円、経常利益は

193,457千円となりました。また、四半期純利益は124,850千円となりました。 

なお、当社は前第２四半期累計期間については、四半期財務諸表を作成していないため、前年同期比は記載して

おりません。また、当社はWEB事業の単一セグメントであるため、セグメント情報に関連付けた記載を行っておりま

せん。 

  

 

サービス区分の名称 

第10期事業年度 
（自 平成27年10月１日 

  至 平成28年９月30日） 

販売高（千円） 前期比（％） 

WEB事業 1,141,757 141.6 

  WEBマーケティングサービス 949,757 154.6 

  WEBコンサルティングサービス 192,000 100.0 

合計 1,141,757 141.6 
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（２）キャッシュ・フローの状況 

第10期事業年度（自 平成27年10月１日 至 平成28年９月30日） 

当事業年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、前事業年度末と比べて237,102千円増加

し、328,547千円となりました。 

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は以下の通りであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動により獲得した資金は67,900千円（前事業年度は3,775千円の支出）となりました。これは主に、税引前

当期純利益が37,275千円、未払金の増減額が41,935千円あったこと等によるものであります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動により支出した資金は32,343千円（前事業年度は42,502千円の支出）となりました。これは主に、有形

固定資産の取得による支出が14,070千円あったこと等によるものであります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動により獲得した資金は201,546千円（前事業年度は5,669千円の支出）となりました。これは主に、株式

の発行による収入が152,500千円、長期借入れによる収入が200,000千円あったこと等によるものであります。 

  
第11期第２四半期累計期間（自 平成28年10月１日 至 平成29年３月31日） 

当第２四半期累計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、前事業年度と比較して

369,102千円増加し、697,649千円となりました。 

当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動により獲得した資金は159,694千円となりました。これは主に、税引前四半期純利益が193,457千円、売

上債権の増減額が20,498千円、未払金の増減額が△49,157千円あったこと等によるものであります。 

  
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動により支出した資金は26,026千円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が7,964千

円、無形固定資産の取得による支出が18,061千円あったことによるものであります。 

  
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動により獲得した資金は235,434千円となりました。これは主に、社債の発行による収入が250,000千円あ

ったこと等によるものであります。 

  

 

サービス区分の名称 

第11期第２四半期累計期間 
（自 平成28年10月１日 
至 平成29年３月31日） 

販売高（千円） 

WEB事業 650,912 

  WEBマーケティングサービス 554,912 

  WEBコンサルティングサービス 96,000 

合計 650,912 
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２【生産、受注及び販売の状況】 

（１）生産実績 

当社は生産活動を行っておりませんので、該当事項はありません。 

  
（２）受注実績 

当社は受注活動を行っておりませんので、該当事項はありません。 

  
（３）販売実績 

当社は、WEB事業の単一セグメントのため、第10期事業年度及び第11期第２四半期累計期間の販売実績をサービス

区分別に示すと、次の通りであります。 

（注）１．最近２事業年度及び第11期第２四半期累計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に

対する割合は次の通りです。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  
３【対処すべき課題】 

当社の継続的な発展及び経営基盤の安定を図っていくために、以下の事項を今後の事業展開における主要な経営課

題と認識し、事業展開を図る方針であります。 

  

（１）統合サイト「生活110番」のユーザビリティ向上及びサービスラインの拡充 

当社のWEB事業では、現状、各「バーティカルメディアサイト」ごとにユーザーを集客しており、今後当社が更な

る集客強化を図るためには、統合サイト「生活110番」のユーザビリティ向上及びサービスラインの拡充が不可欠で

あると認識しております。「生活110番」のユーザビリティ向上及びサービスライン拡充に伴い集客力が向上すれ

ば、リスティング広告（注１）を始めとする有料広告投資の比率が低減し、「生活110番」を通じたオーガニック検

索（注２）経由の集客強化が見込まれるため、広告費効率と利益率の向上が可能になると認識しております。 

この課題に対応するため、当社では「生活110番」において、継続した投資を行っていき、より一層の集客力や収

益性の強化を図って参ります。 

  

（注）１．リスティング広告とは、GoogleやYahoo!等の検索エンジンで、ユーザーがあるキーワードで検索した際

に、その検索キーワードに連動して表示される広告のことです。 

２．オーガニック検索とは、GoogleやYahoo!等の検索エンジンで、ユーザーがあるキーワードで検索した際

に、表示される検索結果のうちリスティング広告等の広告枠でない部分を指します。 

  

 

サービス区分の名称 

第10期事業年度 
（自 平成27年10月１日 

  至 平成28年９月30日） 

第11期第２四半期累計期間 
（自 平成28年10月１日 
至 平成29年３月31日） 

販売高（千円） 前年同期比（％） 販売高（千円） 

WEB事業 1,141,757 141.6 650,912 

  WEBマーケティングサービス 949,757 154.6 554,912 

  WEBコンサルティングサービス 192,000 100.0 96,000 

合計 1,141,757 141.6 650,912 
 

相手先 

第９期事業年度 第10期事業年度 
第11期 

第２四半期累計期間 

販売高 
（千円） 

割合 
（％） 

販売高 
（千円） 

割合 
（％） 

販売高 
（千円） 

割合 
（％） 

ＳＳＳＥＯ株式会社 192,000 23.8 96,000 8.4 96,000 14.7 
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（２）既存サービスの収益拡大 

当社は、ライフサービス領域に関するバーティカルメディアサイトを193サイト（平成29年５月31日時点）運営し

ておりますが、社内リソースの不足等の要因からサイト改良等の施策が十分に講じられているサイト（注力サイ

ト）は売上上位の35サイト程度に留まっております。今後、当社が長期的な成長を持続し、発展・拡大をさせてい

くためには、改善余地の高いサイト（未注力サイト）への更なる注力が必要不可欠なものと考えております。 

 これら未注力サイトに対して十分な施策を講じられるよう優秀な人材の確保に努めるとともに、注力サイトで蓄

積されたノウハウを活用することで、集客力の向上を図って参ります。 

  
（３）新規サービスの拡充 

当社は、ライフサービス領域に関する119のサービスジャンルを提供（平成29年５月31日時点）しておりますが、

当領域には様々な顧客ニーズが存在しており、当社が提供しているサービスは未だその一部に留まっているものと

考えております。 

 引き続きユーザーが真に必要としているニーズを的確に捉え、求められているサービスを適宜新設することによ

り、ユーザーの“お困りごと”解決に努めていき、当社ユーザーの更なる利便性向上並びに当社収益力の向上に取

り組んで参ります。 

  
（４）優良な加盟店ネットワークの拡充 

当社は、社内規程による審査やユーザー評価等の情報に基づく加盟店評価を通じて2,238加盟店（平成29年５月31

日時点）の優良加盟店のネットワークを築いており、当該ネットワークがユーザーに対する良質なサービス提供の

源泉であると認識しております。今後の継続的な発展及び経営基盤の安定を図るため、より一層の優良加盟店との

関係性強化を推進して参ります。 

  

（５）内部管理体制の強化 

当社が今後更なる業容拡大を図るためには、各種業務の標準化と効率化の徹底を図ることにより事業基盤を確立

させることが重要な課題であると認識しております。そのために当社は、従業員に対し業務フローやコンプライア

ンス等を周知徹底させ、内部管理体制を強化するとともに、各種業務の標準化と効率化を図って参ります。 

  

（６）優秀な人材の確保と組織体制の強化 

当社は今後の更なる成長のために、優秀な人材の確保及び当社の成長フェーズに沿った組織体制の強化が不可欠

であると認識しております。教育体制の整備を進め人材の定着と能力の底上げを行っていくとともに、継続的な採

用活動を通じて、当社の企業理念、風土にあった人材の登用を進めて参ります。 

  

（７）システムの安定的な稼働 

当社のバーティカルメディアサイト、総合プラットフォームサイト「生活110番」はWEB上で運営されており、よ

り快適な状態でユーザーにサービスを提供するにはシステムを安定的に稼働させ、問題が発生した場合には適時に

解決する必要があると認識しております。そのため、システムを安定的に稼働させるための人員の確保・拡充に努

めて参ります。 
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４【事業等のリスク】 

当社の事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項に

は、以下のようなものがあります。 

なお、文中の将来に関する事項は、提出日現在において当社が判断したものであり、今後発生の可能性がある全て

のリスクを網羅するものではありません。 

  

（１）事業環境に関するリスクについて 

① インターネット業界について 

当社の事業は主としてインターネットを通じてサービスを提供しております。インターネット業界においては、

近年のスマートフォンの普及等もあり、利用者の増加及び各種サービスの拡大等が図られているなど、今後も同業

界の市場規模は継続的に拡大していくものと考えております。 

一方で、同業界は技術革新のスピードが速く、新たな技術やサービスの登場に伴う市場環境の変化が激しいこと

から、当社においてもこれらの変化等に迅速に対応していく必要があります。当社としてはそのような変化に対応

するべく、日々業界情報にアンテナを張り最新情報の収集を行うとともに、タイムリーな技術者の採用または適切

な外注先の活用等に努めております。 

しかしながら、技術者の確保の遅延等の理由によりこれら変化への対応が困難または不十分となった場合には、

当社が展開する事業に影響が生じ、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

  

② 競合について 

当社の事業は、全国的な加盟店ネットワークの確保が必要不可欠であり、新規参入企業が当社と同等の加盟店ネ

ットワークを構築し、複数ジャンルに係るサービスを提供すること及び集客方法を構築することは容易ではなく、

高い参入障壁を有しているものと認識しております。 

 しかしながら、ライフサービス市場の拡大に伴い、新規参入企業の増加や既存競合企業との競争激化が発生した

場合には、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

 また、新規参入企業や既存競合企業が事業範囲を一部の地域やサービスに特化して展開した場合には、短期間で

の事業展開が可能となるため、当該地域やサービスにおいて競合関係が生じ、当社の経営成績及び財政状態に影響

を及ぼす可能性があります。 

  

（２）事業内容に関するリスクについて 

① サイトの集客における外部検索エンジンの影響について 

当社が運営するサイトへの集客は、検索サイトを経由したものが多くを占めており、検索エンジンの表示結果に

影響を受けております。当社では、検索エンジンからの集客を強化すべく検索エンジン最適化（SEO対策）を継続的

に実施することで、検索エンジン上での検索結果で当社の事業サイトが上位に表示されるよう努めております。 

 しかしながら、今後、検索エンジン運営者における上位表示方針の変更等により、当社のSEO対策の有効性が低下

し、検索結果が当社にとって優位に働かない状況が生じた場合には、サイトにおける集客効果が低下し、当社の経

営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

  

② 個人情報の取扱いについて 

当社は、当社サイトのユーザーに関する大量の個人情報を取り扱っております。当社では情報セキュリティの徹

底を行い、プライバシー保護の観点からサービス対応を行う加盟店等へのユーザー情報の開示も、必要最小限に止

め、個人情報を取り扱うメインサーバーの外部からのアクセス遮断、正社員、パートタイマーその他従業員に対す

る情報セキュリティ教育を実施し、各主管部内の自主点検、内部監査の実施等、コンプライアンス面における情報

管理体制の充実に注力しております。 

 しかしながら、自然災害等の発生によって係るセキュリティシステムに障害が発生した場合、または関係者によ

る人為的な事故もしくは内外からの悪意による情報漏洩が発生した場合には、当社の情報管理に多大な支障をきた

し、社会的信用の失墜による事業展開の失速、訴訟の提起による損害賠償等の発生により、当社の経営成績及び財

政状態に影響を及ぼす可能性があります。 
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また、当社のみならず、加盟店、外部委託先等における類似の事態が発生した場合も、当社に対する信用失墜に

繋がり、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

  

③ 法的規制について 

当社は、「個人情報の保護に関する法律」、「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」、「不当景品類及び不

当表示防止法」といった法規制の対象となっております。 

 当社は、上記を含む各種法的規制などに関して、それらの法令を遵守するよう、定期的な勉強会の開催等の方法

により社員教育を行うとともに、コンプライアンス規程並びにコンプライアンスガイドラインを制定する事により

法令遵守体制を整備・強化しておりますが、今後これらの法令等の改正や当社の行う事業が規制の対象となった場

合、当社の事業展開に支障をきたし、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

  

④ 知的財産に係る方針について 

当社は、今後展開を検討しているサービスを含めて、それらの商標やロゴについて、主要なサービスにおいて

は、商標権の取得を目指す方針であり、当社が保有するそれら知的財産の保護について、侵害されているおそれが

生じた場合、顧問弁護士などと連携し、必要な措置を講じて参ります。当社では、商標権取得方針に則り、バーテ

ィカルメディアサイトの商標権を取得しておりますが、本書提出日現在においては、商標権の未取得あるいは未申

請となっているバーティカルメディアサイトが当社運営サイトの大半を占めております。かかるサイトについて

は、今後の売上推移や市場におけるユーザーニーズの高まり等を総合的に勘案の上、追加的に商標の登録を行って

いく予定であります。 

 しかしながら、当社のサービスを表す商標の多くは、一般的に使用される普通名詞の組み合わせであることか

ら、今後第三者が類似商標の商標権取得や無断使用等を行った場合、商標権侵害として訴訟へと進展することも考

えられ、係る事態が発生した場合には、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

 また、ユーザーが第三者のサービスを当社サービスと誤認して利用し、トラブルに巻き込まれた場合には、当社

への訴訟へと進展する可能性があり、係る事態が発生した場合には、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす

可能性があります。 

  
⑤ 著作権侵害の排除の施策について 

当社が運営するサイトにおいて提供する情報及びコンテンツについては、マーケティング事業部により第三者の

著作権侵害が行われていないことを確認する体制を確立しております。 

 さらに、外部委託先に当該情報及びコンテンツの制作を委託する場合には、外部委託先における著作権侵害を排

除するための体制を確認しているほか、契約において第三者の著作権を侵害していないことを保証いただいており

ます。 

 しかしながら、当社による情報やコンテンツの提供に際して、意図せずに第三者の著作権の侵害が生じた場合に

は、当社に対し損害賠償責任を追及されたり、サービスの一部の提供を制限されたりすることにより、当社の経営

成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

  
⑥ 掲載情報の正確性について 

当社では、当社運営サイトへの情報及びコンテンツ掲載を行う際には、マーケティング事業部による確認を実施

し、法令違反や公序良俗に反する情報、不適切な表現あるいは誤認を生じるおそれのある表現の排除に努めており

ます。 

さらに、外部委託先に当該情報及びコンテンツの制作を委託する場合においては、信頼性のある公表データに基

づいた成果物の制作及び当社への納品が行われるように当社から外部委託先に依頼しております。制作依頼に際し

ては、掲載情報及びコンテンツの正確性を担保するために、外部委託先の社内管理体制の整備状況を確認の上、発

注するよう努めております。しかしながら、掲載した情報に瑕疵があった場合、ユーザーからのクレームや損害賠

償請求がなされる可能性があり、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 
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⑦ 加盟店の確保とサービスレベルの維持について 

当社の事業ネットワークに加盟している加盟店は、現場でユーザーと相対し、作業を行う重要なポジションにあ

り、加盟店の品質がそのまま作業の品質及びユーザーの満足度に結びついております。そのため、当社ではユーザ

ーへの質の高いサービス提供を確保するべく、加盟店の選定に当っては当社基準による審査・与信管理等を実施

し、加盟店となる契約先を厳選しております。現在総数2,238加盟店（平成29年５月31日時点）の加盟店ネットワー

クを駆使し、急な加盟店の離脱が生じた場合でも、周辺地域の加盟店によるカバーができる体制を構築するととも

に、新規加盟店の加入促進を図るよう努めております。 

 しかしながら、何らかの事象により加盟店のサービス品質が低下し、紹介可能な加盟店数が不足した場合にはユ

ーザーへのサービス提供が困難となるため、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

 また、当社では、加盟店がサービス作業実施時に、万が一事故等を発生させた場合に備え、加盟店に対して各種

保険への加入を行うよう推奨をしておりますが、加盟店が重大な事故を発生させた場合には、当社のイメージや社

会的信用の失墜に繋がり、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑧ 売上の計上について 

当社WEBマーケティングサービスの売上は、加盟店からユーザーに対してサービス提供が完了された時点で報酬を

頂く「成果報酬型」がほとんどを占めております。当社では、加盟店とユーザー間とのサービス成約状況並びにサ

ービス施工完了状況を加盟店からの申告に基づいて確認し、成果報酬手数料の算定並びに売上の計上を行っており

ますが、これらの報告は加盟店からの自主申告に依存しております。 

当社では加盟店登録時に一定の審査基準に適合した企業等のみを加盟店として選定しており、優良な加盟店ネッ

トワークを構築できているものと認識しておりますが、加盟店による施工金額の過少申告や施工完了済みであるに

も関わらず、未施工あるいは失注となった旨の虚偽申告等の発生を排除するための仕組みとして、加盟店へのユー

ザー紹介後における案件の成約状況並びに進捗状況を定期的に追跡し確認を行っております。紹介案件がどのよう

な顛末となったのかを確認することで、過少申告や虚偽申告等の発生の有無を調査しております。 

しかしながら、加盟店が万が一施工金額の過少申告や虚偽申告等を行った場合には、当社売上計上機会の逸失と

なり、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

  
⑨ 新規サービスや新規事業について 

当社は、事業展開の主領域としておりますライフサービスの分野において、今後一層多様化が進むであろうユー

ザーニーズに対してより高い水準で応え続けていく為に、新規サービスの提供や新規事業開発を検討及び実施して

参ります。新規事業の展開においては、当社において事業開発を企画し、実行する必要があります。その際、新規

事業成功の蓋然性を十分検討した上で、企画・実行して参りますが、当該企画が何らかの影響で想定以上の準備期

間を要した場合やユーザーの獲得に結び付かなかった場合、当社の経営成績及び財政状態に影響を与える可能性が

あります。 

また、新規事業を展開する中で、必要に応じて他社との業務提携等を検討し、実行して参りますが、想定してい

た相乗効果が業務提携等から得られなかった場合、当社の経営成績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 
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⑩ 業績の季節変動について 

当社が提供するサービスジャンルにおいて、シロアリ駆除やハチ駆除といった害虫駆除関連や、庭の伐採・剪

定・草刈りといった庭整備関連といった一部のジャンルに関しては、春季から夏季にかけてユーザーからの問合せ

件数が増加し売上高が増加する一方で、冬季には減少する傾向があります。このように、一部のジャンルにおいて

は天候や気象条件の変化に影響を受けやすいものもあり、これらの季節変動性の高いジャンルの売上高が当社全売

上高に対して一定程度の割合を占めております。 

当社では、生活に関する様々なサービスジャンルを提供しており、近年では一年を通して問合せ需要が発生する

季節変動性の低いサービスジャンルの拡充及び売上の増加施策に注力するなど、過度な業績の季節偏重が生じない

ように努めております。 

しかしながら、季節変動性の高いジャンルの売上高が当社全売上高に対して一定程度の割合を占めている状況は

未だ存在しているため、天候不順や異常気象等の発生により、想定どおりの問合せ件数を獲得できない場合には、

当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

  
⑪ 取引依存度の高い取引先について 

当社は、「WEBコンサルティングサービス」において、当社依頼主の所有するインターネットサイトに対する検索

エンジン順位の向上、並びにインターネットユーザー見込み顧客の集客支援を行っておりますが、本書提出日現在

において、同サービスを利用する取引先は、ＳＳＳＥＯ株式会社の１社のみとなっております。 

 ＳＳＳＥＯ株式会社は当社主要株主である綿引一が理事長を務める品川美容外科グループから広告運用の依頼を

受けている会社であります。同社は当社代表取締役引字圭祐が設立し、株式保有しておりましたが、現在、同社代

表取締役を退任し、また所有株式は第三者へ売却しております。 

 また、ＳＳＳＥＯ株式会社には当社の主要株主でもある榊原暢宏、綿引一が出資しており、平成29年５月31日現

在、両名合わせて議決権の過半数を保有しております。なお、両名は同社の役員ではありません。 

 最近２事業年度及び第11期第２四半期累計期間における同社への売上金額及び当該売上金額の当社総売上金額に

対する割合は、第９期において192,000千円（23.8％）、第10期において96,000千円（8.4％）、第11期第２四半期

累計期間において96,000千円（14.7％）と一定程度の比率を有しております。第９期から第10期にかけてＳＳＳＥ

Ｏ株式会社への売上金額が減少しておりますが、当時同社の判断により、同社取引先である株式会社ダトラの集客

ノウハウを活用したSEO対策の実施が決定され、当社への発注経路が分割されたためであります。その後、ＳＳＳＥ

Ｏ株式会社と当社間のみの取引契約に再統合がなされたため、第11期にかけて売上金額が増加しております。な

お、第10期における株式会社ダトラへの取引金額は、96,000千円（8.4%）でありましたが、当該統合に伴い同社と

の取引関係は第10期をもって終了しております。 

 「WEBコンサルティングサービス」において講じられるコンサルティング施策のほとんどは、「WEBマーケティン

グサービス」において蓄積された知見・ノウハウを活用したものであるため、「WEBコンサルティングサービス」の

提供に際して生じる費用は、概ね外注費といった直接費のみであり、最近２事業年度ともにSEO対策にかかる外注費

20,000千円程度の支出に留まるなど、同サービスは高い利益率を有しております。また、同サービスの提供先を今

後拡大する予定は無く、新規開拓人員等の人件費等の費用が生じていないことも利益率が高くなっている一因であ

ると考えております。当社が同サービスの提供を行わなかったと仮定した場合、最近２事業年度それぞれにおいて

営業利益170,000千円程度が減少することとなり、最近２事業年度における当社の業績は営業損失を計上していた可

能性があったものと認識しております。 

 本書提出日現在において、ＳＳＳＥＯ株式会社との取引関係は良好であり、平成28年10月には当社と契約期間４

年間の長期コンサルティング契約（年額192,000千円）を締結する等今後においても継続的な取引関係を維持してい

くものと考えております。 

 また、今後当社は、バーティカルメディアサイト等における配信コンテンツの充実化やトラフィック増加施策の

実施、並びに複数ジャンルにおける加盟店ネットワークの拡充を図ることで「WEBマーケティングサービス」の更な

る取引金額拡大を見込んでおり、同社売上比率は低下していく見込みであります。 

 しかしながら、当社の集客支援効果の低下や取引先の方針変更等何らかの要因により取引関係を解消することと

なった場合には、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 
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（３）事業の運営体制に関するリスクについて 

① 特定の役員への依存について 

当社の代表取締役である引字圭祐は当社の創業者であり、また、WEB事業に関連する豊富な経験と知識を有してお

り、経営方針や事業戦略の決定において極めて重要な役割を果たしております。当社は経営体制の強化を図り、同

氏に過度に依存しない経営体制の確立に努めておりますが、何らかの理由により同氏が当社の業務を継続すること

が困難になった場合、当社の経営成績及び財政状態に重要な影響を及ぼす可能性があります。 

  

② 優秀な人材の確保及び育成について 

当社が事業拡大を進めていくためには、優秀な人材の確保及び十分な育成並びに人材流出を防止するための環境

整備が重要な課題であると考えております。当社ではこれら課題への対応として、継続的にリクルート活動を行う

とともに、福利厚生を充実させるための各種施策を講じることにより、従業員の定着率向上に取り組んでおりま

す。 

しかしながら、必要な人材を必要な時期に十分に確保できない場合及び社内の有能な人材が流出してしまった場

合には、今後の事業展開に制約を受けることとなり、当社の経営成績及び財政状態に重要な影響を及ぼす可能性が

あります。 

  

③ 小規模組織であることについて 

当社は創業以来、比較的少数の従業員数で推移しているため、各業務分野、内部管理において少人数の人材に依

存しております。当社では、特定の人材に過度の依存をしないよう優秀な人材の確保及び育成により経営体制を整

備し、全般的な経営リスクの軽減に努めるとともに、内部管理体制の整備・強化を図っております。 

しかしながら、当社の事業拡大に応じた十分な人材の確保及び育成ができるかは不確実であり、これらが不十分

な場合は、当社の業務遂行に影響を及ぼす可能性があります。 

  

④ システムに関するリスクについて 

アクセス数の突発的な増加、人的過失、災害、停電等の様々な要因により、システムダウン、データの配信不能

等のシステム障害が発生する可能性があります。当社では、サーバーの分散化・定期バックアップ・稼働状況の監

視等により、システムトラブルの事前防止または回避に努めております。 

しかしながら、大規模災害等の想定範囲を超えるシステム障害が発生する場合には、当社の業務遂行及び経営成

績に影響を及ぼす可能性があります。 
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（４）その他のリスクについて 

① 新株予約権の行使による株式価値の希薄化について 

当社は、当社役員及び従業員等に対して新株予約権（インセンティブを目的とした新株予約権（ストック・オプ

ション）を含む）を付与しており、今後においても優秀な人材を確保することを目的としてストック・オプション

の発行を継続して実施していくことを検討しております。本書提出日現在において、これらの新株予約権による潜

在株式数は432,300株であり、発行済株式総数5,178,400株の8.3％に相当します。今後、これらの新株予約権が行使

された場合には、当社株式価値の希薄化や需給関係に影響を及ぼす可能性があります。 

  

② コンプライアンスに関するリスクについて 

当社は、法令遵守と倫理に基づいた企業行動を行うため、コンプライアンス規程を策定し、当社の役職員が各々

の業務遂行に当り、各種法令、倫理、社会通念、社内規程、行動基準等に反することのないよう当社全体への継続

的教育機会を設け、周知徹底を図っております。 

しかしながら、これらの取組みによっても、当社のコンプライアンス上のリスクを完全に排除できることの保証

はなく、役職員の故意または過失による不正行為や法人としての法令違反、その他の問題が認められた場合、その

内容によっては、監督官庁等からの処分・命令や訴訟の提起を受ける可能性があります。係る事態が発生した場

合、当社は社会的信用を失墜し、当社の経営成績及び財政状態に重大な影響が生じる可能性があります。 

  

③ 自然災害等について 

我が国において、地震・台風等による自然災害、テロの発生、感染症の拡大及びその他の事業活動の継続に支障

をきたす事象が発生した場合、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

また、本社が壊滅的損害を被った場合や正社員、パートタイマーその他従業員、加盟店の罹災状況によっては、

サービスの提供が困難となり、加えて罹災設備の修復や代替のために時間と費用を要する可能性があります。 

  
④ 配当政策について 

当社は、財務体質の強化及び事業の拡大のために、内部留保の充実を図り、企業体質の強化を優先し、創業以来

配当を実施しておりません。株主への利益還元につきましては、経営上の最重要課題の一つとして認識しておりま

すが、当社は成長過程にあると考えており、事業の効率化と事業拡大のための投資等に充当していくため、内部留

保の充実に注力する方針であります。 

将来的には、財政状態、経営成績、事業計画等を勘案し、株主への利益還元策を決定していく所存であります

が、配当実施の可能性及びその時期などについては現時点で未定であります。 
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５【経営上の重要な契約等】 

 該当事項はありません。 

  
６【研究開発活動】 

 該当事項はありません。 

  

７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 

文中の将来に関する事項は、提出日現在において当社が判断したものであり、将来生じる実際の結果とは異なる可

能性がありますので、ご留意下さい。 

  

（１）重要な会計方針及び見積もり 

当社の財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。この

財務諸表の作成に当たり経営者の判断に基づく会計方針の選択・適用、資産・負債及び収益・費用の報告金額及び開

示に影響を与える見積もりが必要となります。これらの見積りについては、過去の実績等を勘案し合理的に判断して

おりますが、実際の結果は見積もりによる不確実性のため、これらの見積もりとは異なる場合があります。 

詳細につきましては、「第５ 経理の状況 １ 財務諸表等 注記事項 (重要な会計方針)」に記載しておりま

す。 

  

（２）経営成績の分析 

第10期事業年度（自 平成27年10月１日 至 平成28年９月30日） 

① 売上高 

当事業年度における売上高は、1,141,757千円（前事業年度比41.6%増）となりました。主な要因は、各バーテ

ィカルメディアサイトの問合せ件数増加のために積極的に経営資源を投下したほか、サービス力向上を目的とし

た加盟店との連携強化等の取組みを実施した結果、受付数やサービス単価が増加したことによります。また、プ

ラットフォームサイト「生活110番」の運営を開始し、オーガニック検索による集客数増加施策を進めたことも一

因であります。 

  
② 販売費及び一般管理費、営業利益 

当事業年度における販売費及び一般管理費は1,080,842千円（前事業年度比36.4%増）となりました。主な要因

は、売上増加による広告費の増加112,273千円、新規採用に伴う給与手当の増加35,930千円、開発業務委託等に伴

う外注費の増加100,257千円であります。 

この結果、営業利益は57,002千円（前事業年度比478.9%増）となりました。 

  
③ 営業外収益、営業外費用、経常利益 

当事業年度における営業外収益は2,138千円（前事業年度比1,407.8%増）、営業外費用は3,335千円（前事業年

度比5.0%増）となりました。営業外収益の主な要因は、受取手数料1,020千円、受取和解金939千円であります。

営業外費用の主な要因は、支払利息3,050千円であります。 

 この結果、経常利益は55,805千円（前事業年度比719.1%増）となりました。 

  
④ 特別利益、特別損失、当期純利益 

当事業年度における特別損失は18,530千円（前事業年度比615.0%増）となりました。主な要因は、減損損失

14,861千円であります。また、法人税、住民税及び事業税（法人税等調整額を含む）は15,882千円となりまし

た。 

この結果、当事業年度の当期純利益は21,392千円（前事業年度比19.5%減）となりました。 
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第11期第２四半期累計期間（自 平成28年10月１日 至 平成29年３月31日）  

① 売上高 

当第２四半期累計期間における売上高は、650,912千円となりました。主な要因は、各バーティカルメディアサ

イトの問合せ件数増加のために積極的に経営資源を投下したほか、サービス力向上を目的とした加盟店とのサー

ビス提供結果確認や、確認結果を元とし各ジャンルの提供サービス価格の改定等といったという取組みを実施し

た結果、受付数やサービス単価が増加したことによります。また、プラットフォームサイト「生活110番」の運営

を本格化し、掲載コンテンツの拡充等の施策を行うことで、オーガニック検索による集客数の増加を推し進めた

ことも一因であります。 

  
② 販売費及び一般管理費、営業利益 

当第２四半期累計期間における販売費及び一般管理費は447,199千円となりました。主な内容は、広告費

178,830千円、給与手当109,038千円であります。 

この結果、営業利益は201,775千円となりました。 

  
③ 営業外収益、営業外費用、経常利益 

当第２四半期累計期間における営業外収益は85千円、営業外費用は8,404千円となりました。営業外収益の主な

内容は、償却債権取立益59千円であります。営業外費用の主な要因は、社債発行費用3,739千円、支払手数料

2,900千円であります。 

この結果、経常利益は193,457千円となりました。 

  

④ 特別利益、特別損失、四半期純利益 

当第２四半期累計期間において特別利益、特別損失は発生しておりません。また、法人税、住民税及び事業税

（法人税等調整額を含む）は68,606千円となりました。 

この結果、当第２四半期累計期間の四半期純利益は124,850千円となりました。 

  

 

─ 33 ─



（３）財政状態の分析 

第10期事業年度（自 平成27年10月１日 至 平成28年９月30日） 

① 資産 

当事業年度末における総資産は645,778千円（前事業年度340,625千円）となり、305,153千円増加しました。 

流動資産は510,351千円（前事業年度232,365千円）となり、277,986千円増加しました。主な要因は、現金及び預

金の増加237,102千円、売掛金の増加31,303千円であります。 

固定資産は135,427千円（前事業年度108,259千円）となり、27,167千円増加しました。 

有形固定資産は22,408千円（前事業年度11,213千円）、無形固定資産は69,370千円（前事業年度72,865千円）、

投資その他の資産は43,647千円（前事業年度24,181千円）となりました。 

有形固定資産の主な増加要因は、建物附属設備の増加5,493千円であります。投資その他の資産の主な増加要因

は、差入保証金の増加10,396千円であります。 

  

② 負債 

当事業年度末における負債は411,508千円（前事業年度280,247千円）となり、131,261千円増加しました。 

流動負債は241,855千円（前事業年度164,612千円）となり、77,242千円増加しました。主な要因は、未払金の増

加50,058千円であります。 

固定負債は169,653千円（前事業年度115,635千円）となり、54,018千円増加しました。主な要因は、長期借入金

の増加53,782千円であります。 

  

③ 純資産 

当事業年度末における純資産は234,269千円（前事業年度60,377千円）となり、173,892千円増加しました。主な

要因は、資本金の増加76,250千円、資本剰余金の増加76,250千円、利益剰余金の増加21,392千円であります。 

  
第11期第２四半期累計期間（自 平成28年10月１日 至 平成29年３月31日） 

① 資産 

当第２四半期累計期間末における総資産は991,263千円（前事業年度645,778千円）となり、345,485千円増加しま

した。 

流動資産は854,594千円（前事業年度510,351千円）となり、344,242千円増加しました。主な要因は、現金及び預

金の増加369,102千円であります。 

固定資産は136,669千円（前事業年度135,427千円）となり、1,242千円増加しました。 

有形固定資産は25,143千円（前事業年度22,408千円）、無形固定資産は72,193千円（前事業年度69,370千円）、

投資その他の資産は39,331千円（前事業年度43,647千円）となりました。 

有形固定資産の主な増加要因は、工具、器具及び備品の増加3,517千円であります。無形固定資産の主な増加要因

は、ソフトウエアの増加2,823千円であります。投資その他の資産の主な減少要因は、繰延税金資産の減少3,565千

円であります。 

  
② 負債 

当第２四半期累計期間末における負債は626,527千円（前事業年度411,508千円）となり、215,018千円増加しまし

た。 

流動負債は290,145千円（前事業年度241,855千円）となり、48,289千円増加しました。主な要因は、短期借入金

の増加50,000千円、未払法人税等の増加39,375千円、未払金の減少56,627千円であります。 

固定負債は336,382千円（前事業年度169,653千円）となり、166,729千円増加しました。主な要因は、社債の増加

215,000千円、長期借入金の減少48,278千円であります。 

  
③ 純資産 

当第２四半期累計期間末における純資産は364,736千円（前事業年度234,269千円）となり、130,466千円増加しま

した。主な要因は、利益剰余金の増加124,850千円、新株予約権の増加5,616千円増加であります。 
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（４）キャッシュ・フローの状況の分析 

「第２ 事業の状況 １ 業績等の概要 （２）キャッシュ・フローの状況」に記載の通りであります。 

  

（５）経営成績に重要な影響を与える要因について 

「第２ 事業の状況 ４ 事業等のリスク」に記載の通りであります。 

  

（６）経営者の問題意識と今後の方針について 

「第２ 事業の状況  ３ 対処すべき課題 」に記載の通りであります。 
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第３【設備の状況】 

１【設備投資等の概要】 

第10期事業年度（自 平成27年10月１日 至 平成28年９月30日） 

当事業年度の設備投資等の総額は51,915千円であり、主に自社取引システム「SHARING PLACE」構築29,332千円、新

規WEBサイトの制作5,543千円といったソフトウエア投資であります。 

 なお、重要な設備の除却または売却はありません。 

 また、当社は、WEB事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載はしておりません。 

  

第11期第２四半期累計期間（自 平成28年10月１日 至 平成29年３月31日） 

当第２四半期累計期間の設備投資等の総額は18,558千円であり、主に自社取引システム「SHARING PLACE」の構築

10,235千円、生活110番の機能追加2,816千円といったソフトウエア投資、システム導入費870千円及びセキュリティ強

化サーバーの構築4,038千円であります。 

 なお、重要な設備の除却または売却はありません。 

 また、当社は、WEB事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載はしておりません。 

  
２【主要な設備の状況】 

（注）１．現在休止中の主要な設備はありません。 

２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

３．本社事務所は建物を賃借しており、その年間賃借料は25,103千円であります。 

４．当社の事業セグメントは、WEB事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載はしておりません。 

５．従業員数は就業人数であり、臨時雇用者数は〔 〕内に１年間の平均人員を外数で記載しております。 

  

３【設備の新設、除却等の計画】（平成29年５月31日現在） 

(1) 重要な設備の新設等 

  

(注) １．上記の金額に消費税等は含まれておりません。 

   ２．完成後の増加能力については、その測定が困難なため、記載を省略しております。 

  
(2) 重要な設備の除却等 

該当事項はありません。 

 

 平成28年９月30日現在 

事業所名 
（所在地） 

設備の内容 

帳簿価額（千円） 
従業員数 
（名） 

建物附属設備 
工具、器具 
及び備品 

ソフト 
ウエア 

合計 

本社 
（愛知県名古屋市中区） 

本社事務所  14,576  7,831  69,370 91,779 
 53 

〔34〕 
 

事業所名 
(所在地) 

設備の内容 

投資予定額 

資金調達方法 着手年月 
完了予定 
年月 

完成後の
増加能力総額 

(千円) 
既支払額 
(千円) 

本社 
(愛知県名古屋
市中区) 

本社設備 54,000 ― 自己資金 
平成29年
10月 

平成29年 
10月 

― 

本社 
(愛知県名古屋
市中区) 

自社取引システム
「SHARING PLACE」 

77,000 ― 
自己資金 
及び 

増資資金 

平成29年 
７月 

平成31年 
９月 

― 
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第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

（１）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

（注）平成29年３月24日開催の取締役会決議により、平成29年４月12日付で株式分割に伴う定款変更が行われ、発行

可能株式総数は19,800,000株増加し、20,000,000株となっております。 

  

②【発行済株式】 

（注）１．平成29年３月24日開催の取締役会決議により、平成29年４月12日付で普通株式１株を100株とする株式分割を

行っております。これにより、発行済株式総数は5,126,616株増加し、発行済株式数は5,178,400株となって

おります。 

２．平成29年３月24日開催の臨時株主総会決議により、１単元を100株とする単元株制度を採用しております。 

  

 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 20,000,000 

計 20,000,000 
 

種類 発行数（株） 
上場金融商品取引所名又は 

登録認可金融商品取引業協会名 
内容 

普通株式 5,178,400 非上場 

完全議決権株式であり、株主としての権利
内容に何ら限定のない当社における標準と
なる株式であります。 
なお、単元株式数は100株となっておりま
す。 

計 5,178,400 ― ― 
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（２）【新株予約権等の状況】 

会社法に基づき発行した新株予約権は次の通りであります。 

第２回新株予約権（平成28年９月26日臨時株主総会決議） 

（注）１．新株予約権１個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在（平成28年９月30日）は１株、提出日の前

月末現在（平成29年５月31日）は100株であります。 

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調

整するものとする。 

２．新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整

により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の

算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

  

３．組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転

（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新

株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社

（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。た

だし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収

分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 

 

  
最近事業年度末現在 

（平成28年９月30日） 
提出日の前月末現在 

（平成29年５月31日） 

新株予約権の数（個） 2,218 2,218 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 2,218（注）１  221,800（注）１.４ 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 61,000（注）２ 610（注）２.４ 

新株予約権の行使期間 
自 平成28年９月30日 
至 平成38年９月29日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格  61,000 
資本組入額 30,500 

発行価格  610 
資本組入額 305（注）４ 

新株予約権の行使の条件 

新株予約権の権利の行使の条件
は、当社と新株予約権者との間
で締結する新株予約権割当契約

に定めるところによる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
譲渡による新株予約権の取得に
ついては、取締役会の承認を要
するものとする。 

同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の 
交付に関する事項 

（注）３ （注）３ 
 

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１ 

分割・併合の比率 
 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
既発行株式数 ＋

新株発行（処分）株式数 
× 

１株当たり行使価額 

１株当たり時価 

既発行株式数＋新株発行（処分）株式数 
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（１）交付する再編対象会社の新株予約権の数 

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。 

（２）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

再編対象会社の普通株式とする。 

（３）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

組織再編行為の条件を勘案のうえ、現在の発行内容に準じて決定する。 

（４）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のう

え、現在の行使価格を調整して得られる再編後行使価額に、上記（注）３．（３）に従って決定され

る当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。 

（５）新株予約権を行使することができる期間 

上記（注）３．（３）に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日

から現在の発行内容に定める行使期間の末日までとする。 

（６）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項現

在の発行内容に準じて決定する。 

（７）譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 

（８）その他新株予約権の行使の条件 

現在の発行内容に準じて決定する。 

（９）新株予約権の取得事由及び条件 

現在の発行内容に準じて決定する。 

（10）その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。 

４．当社は、平成29年４月12日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより

「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により

株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。 
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第３回新株予約権（平成28年９月26日臨時株主総会決議） 

（注）１．新株予約権１個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在（平成28年９月30日）は１株、提出日の前

月末現在（平成29年５月31日）は100株であります。 

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調

整するものとする。 

２．新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整

により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の

算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

３．組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転

（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新

株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社

（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。た

だし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収

分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 

（１）交付する再編対象会社の新株予約権の数 

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。 

（２）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

再編対象会社の普通株式とする。 

 

  
最近事業年度末現在 

（平成28年９月30日） 
提出日の前月末現在 

（平成29年５月31日） 

新株予約権の数（個） 1,292 1,292 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 1,292（注）１  129,200（注）１.４ 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 61,000（注）２ 610（注）２.４ 

新株予約権の行使期間 
自 平成28年９月30日 
至 平成38年９月29日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格  61,000 
資本組入額 30,500 

発行価格  610 
資本組入額 305（注）４ 

新株予約権の行使の条件 

新株予約権の権利の行使の条件
は、当社と新株予約権者との間
で締結する新株予約権割当契約

に定めるところによる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
譲渡による新株予約権の取得に
ついては、取締役会の承認を要

するものとする。 
同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の 
交付に関する事項 

（注）３ （注）３ 
 

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１ 

分割・併合の比率 
 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
既発行株式数 ＋

新株発行（処分）株式数 
× 

１株当たり行使価額 

１株当たり時価 

既発行株式数＋新株発行（処分）株式数 
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（３）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

組織再編行為の条件を勘案のうえ、現在の発行内容に準じて決定する。 

（４）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のう

え、現在の行使価格を調整して得られる再編後行使価額に、上記（注）３．（３）に従って決定され

る当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。 

（５）新株予約権を行使することができる期間 

新株予約権を行使できる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から現在の

発行内容に定める行使期間の末日までとする。 

（６）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

現在の発行内容に準じて決定する。 

（７）譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 

（８）その他新株予約権の行使の条件 

現在の発行内容に準じて決定する。 

（９）新株予約権の取得事由及び条件 

現在の発行内容に準じて決定する。 

（10）その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。 

４．当社は、平成29年４月12日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより

「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により

株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。 
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第４回新株予約権（平成28年９月26日臨時株主総会決議） 

（注）１．新株予約権１個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在（平成28年９月30日）は１株、提出日の前

月末現在（平成29年５月31日）は100株であります。 

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調

整、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。 

２．新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整

により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の

算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

３．組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転

（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新

株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社

（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。た

だし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収

分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 

（１）交付する再編対象会社の新株予約権の数 

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。 

（２）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

再編対象会社の普通株式とする。 

（３）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

組織再編行為の条件を勘案のうえ、現在の発行内容に準じて決定する。 

 

  
最近事業年度末現在 

（平成28年９月30日） 
提出日の前月末現在 

（平成29年５月31日） 

新株予約権の数（個） 813 813 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 813（注）１  81,300（注）１.４ 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 61,000（注）２ 610（注）２.４ 

新株予約権の行使期間 
自 平成30年10月１日 
至 平成38年９月27日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格  61,000 
資本組入額 30,500 

発行価格  610 
資本組入額 305（注）４ 

新株予約権の行使の条件 

新株予約権の権利の行使の条件
は、当社と新株予約権者との間
で締結する新株予約権割当契約

に定めるところによる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
譲渡による新株予約権の取得に
ついては、取締役会の承認を要

するものとする。 
同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の 
交付に関する事項 

（注）３ （注）３ 
 

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１ 

分割・併合の比率 
 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 
× 

新規発行前の１株当たり払込金額 

１株当たり時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 
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（４）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のう

え、現在の行使価格を調整して得られる再編後行使価額に、上記（注）３．（３）に従って決定され

る当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。 

（５）新株予約権を行使することができる期間 

新株予約権を行使できる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から現在の

発行内容に定める行使期間の末日までとする。 

（６）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

現在の発行内容に準じて決定する。 

（７）譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 

（８）その他新株予約権の行使の条件 

現在の発行内容に準じて決定する。 

（９）新株予約権の取得事由及び条件 

現在の発行内容に準じて決定する。 

（10）その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。 

４．当社は、平成29年４月12日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより

「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により

株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。 
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（３）【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  
（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

（注）１．有償第三者割当増資による増加であります。 

発行価格 1,400円、資本組入額 700円 

割当先：榊原暢宏、綿引一 

２．有償第三者割当増資による増加であります。 

発行価格 61,000円、資本組入額 30,500円 

割当先：MSIVC2012V投資事業有限責任組合 

３．株式分割（１:100）によるものであります。 

  
（５）【所有者別状況】 

  

 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
（株） 

発行済株式 
総数残高 
（株） 

資本金増減額 
（千円） 

資本金残高 
（千円） 

資本準備金 
増減額 

（千円） 

資本準備金 
残高 

（千円） 

平成26年９月12日 
（注）１ 

14,284 49,284 9,998 44,998 9,998 9,998 

平成28年５月31日 
（注）２ 

2,500 51,784 76,250 121,248 76,250 86,248 

平成29年４月12日 
（注）３ 

5,126,616 5,178,400 ― 121,248 ― 86,248 

 

平成29年５月31日現在 

区分 

株式の状況（１単元の株式数100株） 

単元未満株式 
の状況 
（株） 

政府及び 
地方 

公共団体 
金融機関 

金融商品
取引業者

その他の
法人 

外国法人等 
個人 

その他 
計 

個人以外 個人 

株主数 
（人） 

― ― ― 8 ― ― 3 11 ― 

所有株式数 
（単元） 

― ― ― 5,778 ― ― 46,006 51,784 ― 

所有株式数 
の割合
（％） 

― ― ― 11.16 ― ― 88.84 100.00 ― 
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（６）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

  

②【自己株式等】 

該当事項はありません。 

  
（７）【ストック・オプション制度の内容】 

当社は、新株予約権方式によるストック・オプション制度を採用しております。 

当該制度は、会社法に基づき、平成28年９月26日の臨時株主総会において決議されたものであります。 

当該制度の内容は、次の通りであります。 

  
第４回新株予約権（平成28年９月26日臨時株主総会決議） 

  

 

平成29年５月31日現在 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ― 

議決権制限株式（その他） ― ― ― 

完全議決権株式（自己株式等） ― ― ― 

完全議決権株式（その他） 
普通株式 
5,178,400 

51,784 ― 

単元未満株式 ― ― ― 

発行済株式総数 5,178,400 ― ― 

総株主の議決権 ― 51,784 ― 
 

決議年月日 平成28年９月26日 

付与対象者の区分及び人数（名） 当社の取締役３名及び当社の従業員６名 

新株予約権の目的となる株式の種類 「（２）新株予約権等の状況」に記載しております。 

株式の数 同上 

新株予約権の行使時の払込金額 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項 ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の 
交付に関する事項 

「（２）新株予約権等の状況」に記載しております。 
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２【自己株式の取得等の状況】 

【株式の種類等】  

該当事項はありません。 

（１）【株主総会決議による取得の状況】 

該当事項はありません。 

（２）【取締役会決議による取得の状況】 

該当事項はありません。 

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 

該当事項はありません。 

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

該当事項はありません。 

  
３【配当政策】 

当社は、株主に対する利益還元と同時に財務体質の強化及び事業の拡大を経営上の重要課題として認識しておりま

す。 

当社は未だ成長過程にあると考えており、内部留保の充実を図り、企業体質の強化、事業の効率化と事業拡大のため

の投資等に充当していくことが株主に対する最大の利益還元につながると考えております。 

このことから創業以来配当は実施しておらず、現時点において配当の実施及びその時期等については未定であります

が、将来的には、財政状態、経営成績、事業計画等を勘案し、株主への利益還元策を決定していく所存であります。 

なお、剰余金の配当を行う場合には、年１回の期末配当を基本方針としており、配当の決定機関は株主総会でありま

す。また、当社は中間配当を取締役会の決議により行うことができる旨を定款に定めております。 

  
４【株価の推移】 

当社株式は非上場でありますので、該当事項はありません。 
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５【役員の状況】 

男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％） 

（注）１．取締役田中慎也及び淺井啓雄は、社外取締役であります。 

２．監査役鈴木快、小木曽正人及び葉山憲夫は、社外監査役であります。 

３．平成29年３月24日開催の臨時株主総会終結のときから平成29年９月期に係る定時株主総会の終結のときまで

であります。 

４．平成29年３月24日開催の臨時株主総会終結のときから平成32年９月期に係る定時株主総会の終結のときまで

であります。 

 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数 

（株） 

代表取締役 ＣＥＯ 引字 圭祐 
昭和60年 

２月13日生 
平成18年11月 当社設立 代表取締役（現任） （注）３ 3,172,200 

取締役 人事総務部長 鈴木 始 
昭和57年 

１月４日生 

平成18年４月 株式会社ダブルゼロ 入社 

（注）３ － 

平成19年10月 日本商業施設株式会社 入社 

平成24年３月 医療法人社団ふよう会 入社 

平成24年10月 長谷川興産株式会社 入社 

平成26年１月 当社 入社 

平成26年10月 当社 取締役就任（現任） 

取締役 
マーケティン

グ事業部長 
植田 栄作 

平成３年 

１月８日生 

平成22年12月 当社 入社 
（注）３ － 

平成27年８月 当社 取締役就任（現任） 

取締役 
ＣＦＯ 

財務経理部長 
篠 昌義 

昭和59年 

11月５日生 

平成23年12月 有限責任監査法人トーマツ 入所 

（注）３ － 
平成27年10月 税理士法人平成会計社 入所 

平成28年８月 当社 入社 

平成28年８月 当社 取締役就任（現任） 

取締役 － 田中 慎也 
昭和53年 

12月４日生 

平成13年４月 藤和不動産株式会社 入社 

（注）３ － 

平成18年８月 株式会社ユニクエスト・オンライン 

設立 

平成26年２月 株式会社ダトラ設立 取締役 就任 

平成27年12月 当社 取締役就任（現任） 

取締役 － 淺井 啓雄 
昭和58年 

８月７日生 

平成19年９月 楽天株式会社 入社 

（注）３ － 
平成24年２月 有限責任あずさ監査法人 入所 

平成28年７月 柴田会計事務所 入所（現任） 

平成28年10月 当社 取締役就任（現任） 

監査役 

（常勤） 
－ 鈴木 快 

昭和50年 

６月28日生 

平成12年４月 株式会社トヨタコミュニケーションシ

ステム 入社 

（注）４ － 
平成18年９月 有限責任あずさ監査法人 入所 

平成25年10月 株式会社アドヴィックス 入社 

平成28年１月 当社 監査役就任（現任） 

監査役 － 小木曽 正人 
昭和50年 

５月11日生 

平成11年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法

人トーマツ）名古屋事務所 入所 

（注）４ － 

平成24年12月 小木曽公認会計士事務所 設立 

所長就任（現任） 

平成26年５月 株式会社トレジャリンク 設立 

代表取締役就任（現任） 

平成27年７月 当社 監査役就任（現任） 

監査役 － 葉山 憲夫 
昭和34年 

７月８日生 

昭和59年４月 自動車ニッポン新聞社 入社 

（注）４ － 

昭和62年４月 物流産業新聞社 入社 

平成１年４月 株式会社コア 入社 

平成６年７月 葉山社会保険労務士事務所 設立 

所長就任（現任） 

平成26年11月 株式会社東名 監査役就任（現任） 

平成28年５月 株式会社医用工学研究所 

監査役就任（現任） 

平成28年８月 当社 監査役就任（現任） 

計   3,172,200 
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６【コーポレート・ガバナンスの状況等】 

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】 

① コーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方 

当社は、継続企業として収益を拡充し企業価値を向上させ、株主利益を最大化するために、コーポレート・ガ

バナンスの確立が不可欠なものと認識しております。 

具体的には、代表取締役以下、当社の経営を負託された取締役等が自らを律し、その職責に基づいて適切な経

営判断を行い、経営の効率と迅速性を高め当社の営む事業を通じて利益を追求すること、財務の健全性を確保し

てその信頼性を向上させること、事業活動における透明性及び客観性を確保すべく適時適切な情報開示を行うこ

と、実効性ある内部統制システムを構築すること、並びに監査役が独立性を保ち十分な監査機能を発揮すること

等が重要であると考えております。 

  

② 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 

イ．会社の機関の基本説明 

当社は監査役制度を採用しており、会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会、監査役会を設置し

ております。 

  

ロ．会社の機関・内部統制の関係図 

  

 

  
ハ．取締役会 

取締役会は、取締役６名（うち社外取締役２名）で構成されており、原則として毎月１回定期的に開催し、

経営の最高意思決定機関として、重要な経営事項の審議及び意思決定を行っております。また、迅速な意思決

定が必要な事項が生じた場合には、適宜、臨時取締役会を開催しております。 
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ニ．監査役及び監査役会 

監査役会は、監査役３名（常勤監査役１名、非常勤監査役２名）で構成されており、３名全員が社外監査役

であります。監査役会は、原則として毎月１回の定期的な開催に加え、重要な事項が発生した場合には、必要

に応じて臨時監査役会を開催しております。監査役会では、法令、定款及び当社監査役規程に基づき取締役会

の意思決定の適法性について意見交換を行うほか、常勤監査役から取締役等の業務執行状況について報告を行

い、監査役会としての意見を協議・決定しております。また、監査役は定時取締役会並びに臨時取締役会とい

った重要な会議に常時出席しており、取締役の業務執行について適宜意見を述べ、業務執行の全般にわたって

監査を実施しております。 

また、監査役は会計監査人及び内部監査担当者と緊密に連携するとともに、定期的な情報交換を行い、相互

の連携を深め、監査の実効性と効率性の向上に努めております。 

  

ホ．経営会議 

経営会議は、代表取締役、取締役、部長、課長で構成されております。経営会議は原則として週１回定期的

に開催しております。経営会議は職務権限上の意思決定機関であり、また、各部門間における情報共有及び意

見交換の場としても機能し、活発な議論を行っております。 

  

ヘ．内部統制システムの整備の状況 

事業活動全般にわたり生じる様々なリスクに関しては、事前に各部署と管理部門においてリスク分析とその

対策の検討を行い、必要に応じて外部の専門家に照会を行ったうえで対処するとともに、経営戦略上のリスク

に関しては経営会議及び取締役会において審議を行います。 

また、個人情報の保護について最大限の注意を払っており、個人情報の取扱いに関する運用を徹底しており

ます。 

なお、利用者に係る情報等、事業運営上、多くの個人情報を取扱うため、情報資産の保護に万全を尽くすと

ともに、情報システムの有効性、効率性、機密性等の確保を図っております。 

  

③ 内部監査及び監査役監査の状況 

当社は、小規模組織であることに鑑み、内部監査を専門とする部署を設置しておりませんが、社長の指名した

内部監査担当者２名により、全部門を対象に業務監査を計画的に実施しております。なお、自己監査を回避する

ために、人事総務部に属する1名が人事総務部以外の全部門の監査を担当し、マーケティング事業部に属する1名

が人事総務部の監査を担当しております。内部監査担当者は「内部監査規程」に基づき、監査計画を策定し、代

表取締役の承認を得た上で同計画に基づいて内部監査を実施しております。代表取締役は監査結果を受け、被監

査部門に要改善事項を通達し、改善状況報告を内部監査担当者に提出させることとしております。 

監査役監査は、常勤監査役を中心に実施されておりますが、非常勤監査役も業務を分担して、積極的に関与し

ております。監査役は取締役会及びその他重要な会議に出席するほか、取締役等から業務執行に関する報告を受

け、重要書類の閲覧等を行っており、取締役の職務の執行状況を常に監督できる体制にあります。 

なお、監査役、内部監査担当者及び会計監査人は定期的に意見交換等を行っており、三者間で情報を共有する

ことで、連携を図っております。 

  

④ 会計監査の状況 

当社の会計監査業務を遂行した公認会計士は中川昌美及び江戸川泰路であり新日本有限責任監査法人に所属し

ております。また、監査業務に係る補助者の構成は公認会計士４名、その他７名であります。また、監査役と会

計監査人は、監査報告等の定期的な会合を通じて連携を図りながら、効率的な監査を行っております。なお、継

続監査年数が７年以内のため、年数の記載を省略しております。 

  

 

─ 49 ─



⑤ 社外取締役及び社外監査役 

当社の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。 

 社外取締役の田中慎也は、ＩＴ業界での経験や経営経験など幅広い知見と経験を有しており、当社の経営全般

に活かされることを期待し、社外取締役に選任しております。同氏は、当社新株予約権を1,634個保有しておりま

すが、同氏及びその兼務先と当社との間にその他の人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はあ

りません。 

 社外取締役の淺井啓雄は、ＩＴ業界での経験や公認会計士としての高度な人格と会計税務に関する専門的な知

識を有しており、当社の経営全般の監督に活かされることを期待し、社外取締役として選任しております。同氏

及びその兼務先と当社との間に、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。 

 社外監査役の鈴木快は、内部監査業務の経験や監査法人での勤務経験など専門的な知見と経験を有しており、

当社の経営全般の監督に活かされることを期待し、社外監査役として選任しております。同氏は、当社新株予約

権を102個保有しておりますが、同氏と当社との間にその他の人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害

関係はありません。 

 社外監査役の小木曽正人は、公認会計士及び税理士としての高度な人格と会計税務に関する専門的な知識を有

しており、当社の経営全般の監督に活かされることを期待し、社外監査役として選任しております。同氏及びそ

の兼務先と当社との間に、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。 

 社外監査役の葉山憲夫は、特定社会保険労務士としての高度な人格と労務に関する専門的な知識を有してお

り、当社の経営全般の監督に活かされることを期待し、社外監査役として選任しております。同氏及びその兼務

先と当社との間に、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。 

 当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を特に定めてはおりませ

んが、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係を総合的に勘案し、一般株主と利益相反の

おそれがない独立性の高い社外取締役及び社外監査役の確保に努めています。 

 なお、当社は社外取締役及び社外監査役を選任することで、経営への監督機能を強化しております。その経

験・知識等を活用した、社外取締役及び社外監査役による独立・公正な立場からの、取締役の職務執行に対する

監視機能が十分に期待できることから、現状の体制としております。 

 また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行うとともに、適

宜、内部監査担当者及び会計監査人と情報交換を行い、連携を保つことで、監督または監査の有効性、効率性を

高めております。 

  

⑥ リスク管理体制の整備の状況 

当社では、代表取締役及び各部門責任者にて構成される経営会議を原則週１回定期的に開催しており、リスク

に関する情報共有及び情報交換を図ることでリスクの早期発見と未然防止に努めております。 

また、必要に応じて弁護士、公認会計士、税理士等の外部専門家の助言を受けられる体制を整えており、リス

クの未然防止と早期発見に努めております。 

なお、内部監査担当者は、内部監査手続においてリスク管理体制の有効性を評価しており、リスク管理体制に

関するモニタリング機能を適切に発揮する体制を構築しております。 
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⑦ 役員の報酬等 

イ．提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数 

ロ．提出会社の役員ごとの報酬等の総額等 

報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。 

  

ハ．使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの 

該当事項はありません。 

  

ニ．役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針 

役員の報酬につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、役職に応じた全社的な貢献、職責、

会社の業績等を勘案して、取締役については取締役会で、監査役については監査役会で審議決定しております。 

  

⑧ 定款で定めた取締役の員数 

当社の取締役は８名以内とする旨を定款で定めております。 

  

⑨ 取締役及び監査役の選任決議 

当社は、取締役及び監査役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上

を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。 

  

⑩ 株主総会の特別決議要件 

当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第２項に定める特別決議について、議

決権を行使することができる株主の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行

う旨定款に定めております。 

  

⑪ 中間配当 

当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議によっ

て、毎年３月31日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。 

  

⑫ 取締役及び監査役の責任免除 

当社は、会社法第426条第１項に基づき、取締役会の決議をもって同法第423条第１項の行為に関する取締役及

び監査役（取締役及び監査役であったものを含む。）の責任を法令の限度において、免除することができる旨を

定款に定めております。これは、取締役及び監査役が、期待される役割を十分に発揮すること等を目的とするも

のであります。 

  

 

役員区分 
報酬等の総額 
（千円） 

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる 
役員の員数 
（名） 基本報酬 

ストック・ 
オプション 

賞与 退職慰労金 

取締役 
（社外取締役を除く） 

52,340 46,340 ― 6,000 ― 7 

監査役 
（社外監査役を除く） 

― ― ― ― ― ― 

社外取締役 3,000 3,000 ― ― ― 1 

社外監査役 6,140 6,140 ― ― ― 3 
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⑬ 責任限定契約の内容の概要 

当社と社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契

約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償額の限度額は、法令の定める額としております。当該責任限

定契約が認められるのは、当該社外監査役が責任の原因となった職務の遂行において善意かつ重大な過失がない

ときに限られます。 

  
⑭ 反社会的勢力排除に関する整備状況 

当社は反社会的勢力との一切の接触を遮断し、不当要求には一切の例外無く拒絶することを「反社会的勢力排

除マニュアル」に定め、全役員、従業員に周知徹底致します。また、反社会的勢力から誹謗中傷や加害行為を受

けた場合には、警察等の外部専門機関と連携し、毅然とした対応を徹底致します。 

  
（２）【監査報酬の内容等】 

①  【監査公認会計士等に対する報酬の内容】 

  

②  【その他重要な報酬の内容】 

（最近事業年度の前事業年度） 

該当事項はありません。 

  
（最近事業年度） 

該当事項はありません。 

  

③  【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】 

（最近事業年度の前事業年度） 

該当事項はありません。 

  
（最近事業年度） 

該当事項はありません。 

  

④  【監査報酬の決定方針】 

当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査公認会計士等により提示される監査計画の内容をもとに、

監査時間等の妥当性を勘案、協議し、監査役会の同意を得た上で決定することとしております。 

  

 

最近事業年度の前事業年度 最近事業年度 

監査証明業務に 
基づく報酬（千円） 

非監査業務に 
基づく報酬（千円） 

監査証明業務に 
基づく報酬（千円） 

非監査業務に 
基づく報酬（千円） 

5,000 － 7,000 － 
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第５【経理の状況】 

１．財務諸表及び四半期財務諸表の作成方法について 

（１）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下

「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

  
（２）当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第

63号)に基づいて作成しております。 

  
２．監査証明について 

（１）当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前事業年度（平成26年10月１日から平成27年９月

30日まで）及び当事業年度（平成27年10月１日から平成28年９月30日まで）の財務諸表について、新日本有限責

任監査法人の監査を受けております。 

  
（２）当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期会計期間(平成29年１月１日から平成

29年３月31日まで)及び第２四半期累計期間(平成28年10月１日から平成29年３月31日まで)に係る四半期財務諸表

について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。 

  
３．連結財務諸表及び四半期連結財務諸表について 

当社は子会社がありませんので、連結財務諸表及び四半期連結財務諸表は作成しておりません。 

  
４．財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて 

当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には会計基準等の内容を

適切に把握し、会計基準等の変更について的確に対応すべく、社内規程やマニュアルを整備・運用しているほか、

監査法人等が主催するセミナーへの参加及び財務・会計の専門図書の購読を行っております。 
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１【財務諸表等】 

（１）【財務諸表】 

①【貸借対照表】 

  

 

                      (単位：千円) 

                    
前事業年度 

(平成27年９月30日) 
当事業年度 

(平成28年９月30日) 

資産の部     

  流動資産     

    現金及び預金 91,444 328,547 

    売掛金 111,456 142,759 

    貯蔵品 314 474 

    前払費用 8,263 27,443 

    未収入金 19,947 284 

    繰延税金資産 175 5,728 

    その他 1,065 6,621 

    貸倒引当金 △301 △1,508 

    流動資産合計 232,365 510,351 

  固定資産     

    有形固定資産     

      建物附属設備（純額） 9,083 14,576 

      工具、器具及び備品（純額） 2,129 7,831 

      有形固定資産合計 ※  11,213 ※  22,408 

    無形固定資産     

      ソフトウエア 72,865 69,370 

      無形固定資産合計 72,865 69,370 

    投資その他の資産     

      出資金 10 10 

      破産更生債権等 1,356 3,197 

      長期前払費用 1,046 5,675 

      繰延税金資産 7,739 12,859 

      差入保証金 14,706 25,103 

      貸倒引当金 △678 △3,197 

      投資その他の資産合計 24,181 43,647 

    固定資産合計 108,259 135,427 

  資産合計 340,625 645,778 
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                      (単位：千円) 

                    
前事業年度 

(平成27年９月30日) 
当事業年度 

(平成28年９月30日) 

負債の部     

  流動負債     

    1年内返済予定の長期借入金 56,640 51,904 

    未払金 35,105 85,163 

    未払費用 44,294 41,441 

    未払法人税等 1,356 27,479 

    未払消費税等 21,239 23,036 

    賞与引当金 ― 2,326 

    その他 5,977 10,504 

    流動負債合計 164,612 241,855 

  固定負債     

    長期借入金 114,496 168,278 

    資産除去債務 1,139 1,375 

    固定負債合計 115,635 169,653 

  負債合計 280,247 411,508 

純資産の部     

  株主資本     

    資本金 44,998 121,248 

    資本剰余金     

      資本準備金 9,998 86,248 

      資本剰余金合計 9,998 86,248 

    利益剰余金     

      その他利益剰余金     

        繰越利益剰余金 5,379 26,772 

      利益剰余金合計 5,379 26,772 

    株主資本合計 60,377 234,269 

  純資産合計 60,377 234,269 

負債純資産合計 340,625 645,778 
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【四半期貸借対照表】 

  

 

                    (単位：千円) 

                    
当第２四半期会計期間 
(平成29年３月31日) 

資産の部   

  流動資産   

    現金及び預金 697,649 

    売掛金 120,113 

    貯蔵品 275 

    前払費用 29,949 

    未収入金 4,235 

    繰延税金資産 3,567 

    その他 67 

    貸倒引当金 △1,263 

    流動資産合計 854,594 

  固定資産   

    有形固定資産   

      建物附属設備（純額） 13,794 

      工具、器具及び備品（純額） 11,349 

      有形固定資産合計 25,143 

    無形固定資産   

      ソフトウエア 72,193 

      無形固定資産合計 72,193 

    投資その他の資産   

      出資金 10 

      破産更生債権等 5,344 

      長期前払費用 4,924 

      繰延税金資産 9,293 

      差入保証金 25,103 

      貸倒引当金 △5,344 

      投資その他の資産合計 39,331 

    固定資産合計 136,669 

  資産合計 991,263 
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                    (単位：千円) 

                    
当第２四半期会計期間 
(平成29年３月31日) 

負債の部   

  流動負債   

    短期借入金 50,000 

    1年内返済予定の長期借入金 30,000 

    1年内償還予定の社債 35,000 

    未払金 28,535 

    未払費用 45,707 

    未払法人税等 66,855 

    未払消費税等 27,242 

    その他 6,804 

    流動負債合計 290,145 

  固定負債   

    社債 215,000 

    長期借入金 120,000 

    資産除去債務 1,382 

    固定負債合計 336,382 

  負債合計 626,527 

純資産の部   

  株主資本   

    資本金 121,248 

    資本剰余金   

      資本準備金 86,248 

      資本剰余金合計 86,248 

    利益剰余金   

      その他利益剰余金 151,622 

      利益剰余金合計 151,622 

    株主資本合計 359,120 

  新株予約権 5,616 

  純資産合計 364,736 

負債純資産合計 991,263 
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②【損益計算書】 
 

                      (単位：千円) 

                    前事業年度 
(自 平成26年10月１日 

 至 平成27年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成27年10月１日 

 至 平成28年９月30日) 

売上高 806,504 1,141,757 

売上原価 4,328 3,912 

売上総利益 802,176 1,137,845 

販売費及び一般管理費 ※１  792,329 ※１  1,080,842 

営業利益 9,847 57,002 

営業外収益     

  受取利息及び受取配当金 11 8 

  受取手数料 ― 1,020 

  受取和解金 ― 939 

  その他 130 171 

  営業外収益合計 141 2,138 

営業外費用     

  支払利息 2,752 3,050 

  その他 423 285 

  営業外費用合計 3,175 3,335 

経常利益 6,813 55,805 

特別利益     

  関係会社株式売却益 16,947 ― 

  特別利益合計 16,947 ― 

特別損失     

  固定資産売却損 ― ※４  775 

  固定資産除却損 ※２  162 ※２  1,993 

  減損損失 ― ※５  14,861 

  訴訟和解金 ※３  2,428 ※３  900 

  特別損失合計 2,591 18,530 

税引前当期純利益 21,168 37,275 

法人税、住民税及び事業税 3,549 26,555 

法人税等調整額 △8,940 △10,672 

法人税等合計 △5,390 15,882 

当期純利益 26,559 21,392 
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 【売上原価明細書】 
 

    
前事業年度 

(自  平成26年10月１日 
至  平成27年９月30日) 

当事業年度 
(自  平成27年10月１日 
至  平成28年９月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

Ⅰ  賃借料   4,328 100.0 3,912 100.0 

    売上原価   4,328 100.0 3,912 100.0 
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【四半期損益計算書】 

【第２四半期累計期間】 

 

                    (単位：千円) 

                    当第２四半期累計期間 
(自 平成28年10月１日 

 至 平成29年３月31日) 

売上高 650,912 

売上原価 1,937 

売上総利益 648,974 

販売費及び一般管理費 ※  447,199 

営業利益 201,775 

営業外収益   

  受取利息及び受取配当金 1 

  受取手数料 19 

  償却債権取立益 59 

  雑収入 5 

  営業外収益合計 85 

営業外費用   

  支払利息 1,684 

  社債利息 77 

  社債発行費 3,739 

  支払手数料 2,900 

  雑損失 2 

  営業外費用合計 8,404 

経常利益 193,457 

税引前四半期純利益 193,457 

法人税、住民税及び事業税 62,879 

法人税等調整額 5,726 

法人税等合計 68,606 

四半期純利益 124,850 
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③【株主資本等変動計算書】 

前事業年度（自 平成26年10月１日 至 平成27年９月30日） 

  
当事業年度（自 平成27年10月１日 至 平成28年９月30日） 

  

 

  (単位：千円) 

  

株主資本 

純資産 

合計 資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

株主資本 

合計 資本準備金 
資本剰余金 

合計 

その他 

利益剰余金 利益剰余金 

合計 繰越利益 

剰余金 

当期首残高 44,998 9,998 9,998 △20,362 △20,362 34,635 34,635 

誤謬の訂正による 

累積的影響額 
― ― ― 207 207 207 207 

遡及処理後当期首残高 44,998 9,998 9,998 △20,155 △20,155 34,842 34,842 

当期変動額               

過年度税効果調整額 ― ― ― △1,024 △1,024 △1,024 △1,024 

当期純利益 ― ― ― 26,559 26,559 26,559 26,559 

当期変動額合計 ― ― ― 25,534 25,534 25,534 25,534 

当期末残高 44,998 9,998 9,998 5,379 5,379 60,377 60,377 
 

  (単位：千円) 

  

株主資本 

純資産 

合計 資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

株主資本 

合計 資本準備金 
資本剰余金 

合計 

その他 

利益剰余金 利益剰余金 

合計 繰越利益 

剰余金 

当期首残高 44,998 9,998 9,998 5,379 5,379 60,377 60,377 

当期変動額               

新株の発行 76,250 76,250 76,250 ― ― 152,500 152,500 

当期純利益 ― ― ― 21,392 21,392 21,392 21,392 

当期変動額合計 76,250 76,250 76,250 21,392 21,392 173,892 173,892 

当期末残高 121,248 86,248 86,248 26,772 26,772 234,269 234,269 
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④【キャッシュ・フロー計算書】 
 

                      (単位：千円) 

                    前事業年度 
(自 平成26年10月１日 

 至 平成27年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成27年10月１日 

 至 平成28年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー     

  税引前当期純利益 21,168 37,275 

  減価償却費 17,015 25,209 

  減損損失 ― 14,861 

  貸倒引当金の増減額（△は減少） 477 3,726 

  賞与引当金の増減額（△は減少） ― 2,326 

  受取利息及び受取配当金 △11 △8 

  支払利息 2,752 3,050 

  関係会社株式売却益 △16,947 ― 

  固定資産売却損益（△は益） ― 775 

  固定資産除却損 162 1,993 

  売上債権の増減額（△は増加） △29,115 △33,144 

  前払費用の増減額（△は増加） △3,322 △23,507 

  未収入金の増減額（△は増加） 732 △284 

  たな卸資産の増減額（△は増加） △314 △160 

  その他の資産の増減額（△は増加） △823 △5,555 

  未払金の増減額（△は減少） △7,693 41,935 

  未払費用の増減額（△は減少） △4,920 △3,140 

  未払消費税等の増減額（△は減少） 21,239 1,796 

  その他の負債の増減額（△は減少） 4,314 4,527 

  小計 4,717 71,676 

  利息及び配当金の受取額 11 8 

  利息の支払額 △2,752 △3,352 

  法人税等の支払額 △5,751 △432 

  営業活動によるキャッシュ・フロー △3,775 67,900 

投資活動によるキャッシュ・フロー     

  有形固定資産の取得による支出 △3,822 △14,070 

  無形固定資産の取得による支出 △36,768 △29,212 

  無形固定資産の売却による収入 ― 1,388 

  差入保証金の回収による収入 1,868 ― 

  差入保証金の差入による支出 △3,780 △10,396 

  関係会社株式の売却による収入 ― 19,947 

  投資活動によるキャッシュ・フロー △42,502 △32,343 

財務活動によるキャッシュ・フロー     

  長期借入れによる収入 70,098 200,000 

  長期借入金の返済による支出 △75,767 △150,954 

  株式の発行による収入 ― 152,500 

  財務活動によるキャッシュ・フロー △5,669 201,546 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △51,947 237,102 

現金及び現金同等物の期首残高 143,391 91,444 

現金及び現金同等物の期末残高 ※  91,444 ※  328,547 
 

─ 62 ─



【四半期キャッシュ・フロー計算書】 
 

                    (単位：千円) 

                    当第２四半期累計期間 
(自 平成28年10月１日 

 至 平成29年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

  税引前四半期純利益 193,457 

  減価償却費 13,004 

  貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,902 

  賞与引当金の増減額（△は減少） △2,326 

  受取利息及び受取配当金 △1 

  支払利息 1,684 

  社債利息 77 

  売上債権の増減額（△は増加） 20,498 

  前払費用の増減額（△は増加） △2,056 

  未収入金の増減額（△は増加） △3,950 

  たな卸資産の増減額（△は増加） 198 

  その他の資産の増減額（△は増加） 6,553 

  未払金の増減額（△は減少） △49,157 

  未払費用の増減額（△は減少） 4,266 

  未払消費税等の増減額（△は減少） 4,206 

  その他の負債の増減額（△は減少） 275 

  小計 188,633 

  利息及び配当金の受取額 1 

  利息の支払額 △1,460 

  法人税等の支払額 △27,479 

  営業活動によるキャッシュ・フロー 159,694 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

  有形固定資産の取得による支出 △7,964 

  無形固定資産の取得による支出 △18,061 

  投資活動によるキャッシュ・フロー △26,026 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

  短期借入れによる収入 57,000 

  短期借入金の返済による支出 △7,000 

  長期借入れによる収入 150,000 

  長期借入金の返済による支出 △220,182 

  社債の発行による収入 250,000 

  新株予約権の発行による収入 5,616 

  財務活動によるキャッシュ・フロー 235,434 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 369,102 

現金及び現金同等物の期首残高 328,547 

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  697,649 
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【注記事項】 

（重要な会計方針） 

前事業年度（自 平成26年10月１日 至 平成27年９月30日） 

（イ）有価証券の評価基準及び評価方法 

ａ．子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 

ｂ．その他有価証券 

 （ａ）時価のあるもの 

  決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価

は、移動平均法により算定） 

 （ｂ）時価のないもの 

  移動平均法による原価法 

  

（ロ）たな卸資産の評価基準及び評価方法 

    原材料及び貯蔵品 

        最終仕入原価法による原価法 

  
（ハ）固定資産の減価償却の方法 

ａ．有形固定資産 

定率法を採用しております。但し、平成10年４月以降に取得した建物（建物附属設備を除く）について

は、定額法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は次の通りであります。 

（ａ）建物附属設備     ８～15年 

（ｂ）工具、器具及び備品  ４～15年 

ｂ．無形固定資産 

定額法を採用しております。 

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）の定額法に基づいており

ます。 

  
（ニ）引当金の計上基準 

        貸倒引当金 

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、破産更生債権等特定の債権

については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。 

  
（ホ）キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスク

しか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。 

  

（ヘ）その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

    消費税等の会計処理 

      消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 
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当事業年度（自 平成27年10月１日 至 平成28年９月30日） 

（イ）有価証券の評価基準及び評価方法 

ａ．子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 

ｂ．その他有価証券 

（ａ）時価のあるもの 

決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、

移動平均法により算定） 

（ｂ）時価のないもの 

  移動平均法による原価法 

  

（ロ）たな卸資産の評価基準及び評価方法 

    原材料及び貯蔵品 

最終仕入原価法による原価法 

  

（ハ）固定資産の減価償却の方法 

ａ．有形固定資産 

定率法を採用しております。但し、平成10年４月以降に取得した建物（建物附属設備を除く）及び平成28

年４月１日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は次の通りであります。 

（ａ）建物附属設備     ８～15年 

（ｂ）工具、器具及び備品  ４～８年 

  

ｂ．無形固定資産 

定額法を採用しております。 

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）の定額法に基づいており

ます。 

  
（ニ）引当金の計上基準 

ａ．貸倒引当金 

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、破産更生債権等特定の債権

については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。 

ｂ．賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上して

おります。 

  

（ホ）キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスク

しか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。 

  

（ヘ）その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

    消費税等の会計処理 

      消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 
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（会計方針の変更） 

前事業年度（自 平成26年10月１日 至 平成27年９月30日） 

該当事項はありません。 

  
当事業年度（自 平成27年10月１日 至 平成28年９月30日） 

（イ）平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用 

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実

務対応報告第32号 平成28年６月17日）を当事業年度から適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属

設備に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。 

なお、当事業年度において、財務諸表に与える影響は、軽微であります。 

  
（未適用の会計基準等） 

前事業年度（自 平成26年10月１日 至 平成27年９月30日） 

該当事項はありません。 

  
当事業年度（自 平成27年10月１日 至 平成28年９月30日） 

（イ）「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日） 

ａ．概要 

繰延税金資産の回収可能性に関する取扱いについて、監査委員会報告第66号「繰延税金資産の回収可能性

の判断に関する監査上の取扱い」の枠組み、すなわち企業を５つに分類し、当該分類に応じて繰延税金資産

の計上額を見積もる枠組みを基本的に踏襲した上で、以下の取扱いについて必要な見直しが行われていま

す。 

（ａ）（分類１）から（分類５）に係る分類の要件をいずれも満たさない企業の取扱い 

（ｂ）（分類２）及び（分類３）に係る分類の要件 

（ｃ）（分類２）に該当する企業におけるスケジューリング不能な将来減算一時差異に関する取扱い 

（ｄ）（分類３）に該当する企業における将来の一時差異等加減算前課税所得の合理的な見積可能期間に関

する取扱い 

（ｅ）（分類４）に係る分類の要件を満たす企業が（分類２）又は（分類３）に該当する場合の取扱い 

ｂ．適用予定日 

平成29年９月期の期首より適用予定です。 

ｃ．当該会計基準等の適用による影響 

影響額は、当事業年度財務諸表の作成時において評価中です。 

  
（貸借対照表関係） 

※ 有形固定資産の減価償却累計額                            （単位：千円） 

  

 

  
前事業年度 

（平成27年９月30日） 
当事業年度 

（平成28年９月30日） 

有形固定資産の減価償却累計額 7,077 7,702 
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（損益計算書関係） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合        （単位：千円） 

  

おおよその割合                                    （単位：％） 

  

※２ 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。                                 （単位：千円） 

  

※３ 訴訟和解金 

前事業年度（自平成26年10月１日 至平成27年９月30日） 

訴訟和解金は、㈱ジェイクライプ及び㈲タマヤリースから提起を受け、係争中でありました損害賠償請求訴訟の

和解金であります。 

  
当事業年度（自平成27年10月１日 至平成28年９月30日） 

訴訟和解金は、㈱アールピーネットから提起を受け、係争中でありました損害賠償請求訴訟の和解金でありま

す。 

  

※４ 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。                                   （単位：千円） 

  

 

  
前事業年度 

（自 平成26年10月１日 
至 平成27年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成27年10月１日 
至 平成28年９月30日） 

役員報酬 47,940 55,480 

給料及び手当 152,362 188,293 

広告宣伝費 232,628 344,901 

外注費 102,108 202,366 

減価償却費 17,015 25,209 

貸倒引当金繰入額 477 3,726 

賞与引当金繰入額 ― 2,326 
 

販売費 49.6 57.9 

一般管理費 50.4  42.1 
 

  
前事業年度 

(自  平成26年10月１日 
至  平成27年９月30日) 

当事業年度 
(自  平成27年10月１日 
至  平成28年９月30日) 

建物附属設備 162 573 

工具、器具及び備品 ― 1,002 

ソフトウエア ― 417 

計 162 1,993 
 

  
前事業年度 

(自  平成26年10月１日 
至  平成27年９月30日) 

当事業年度 
(自  平成27年10月１日 
至  平成28年９月30日) 

ソフトウエア ― 775 

計 ― 775 
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※５ 減損損失 

前事業年度（自平成26年10月１日 至平成27年９月30日） 

該当事項はありません。 

  

当事業年度（自平成27年10月１日 至平成28年９月30日） 

当事業年度において、当社は以下の資産について減損損失を計上しております。 

  

当社は、管理会計上の区分をグルーピングの単位としております。 

減損損失を認識した上記ソフトウエアについては、将来の使用が見込めなくなったため、当該ソフトウエアを遊

休資産として認識し、減損損失を計上いたしました。 

なお、当該資産の回収可能価額は、正味売却価額を零として算定しております。 

  

（株主資本等変動計算書関係） 

前事業年度（自  平成26年10月１日  至  平成27年９月30日） 

（イ）発行済株式に関する事項                              （単位：株） 

（ロ）自己株式に関する事項 

該当事項はありません。 

（ハ）新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

（ニ）配当に関する事項 

該当事項はありません。 

  

当事業年度（自  平成27年10月１日  至  平成28年９月30日） 

（イ）発行済株式に関する事項                              （単位：株） 

（変動事由の概要） 

         新株の発行による増加 2,500株 

（ロ）自己株式に関する事項 

  該当事項はありません。 

（ハ）新株予約権等に関する事項 

         該当事項はありません。 

（ニ）配当に関する事項 

  該当事項はありません。 

  

 

場所 
  

用途 
  

  
種類 

  
金額（千円） 

愛知県名古屋市中区 遊休資産 ソフトウエア 14,861 
 

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末 

普通株式 49,284 ― ― 49,284 
 

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末 

普通株式 49,284 2,500 ― 51,784 
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（キャッシュ・フロー計算書関係） 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係    （単位：千円） 

  

（金融商品関係） 

前事業年度（自 平成26年10月１日 至 平成27年９月30日） 

（イ）金融商品の状況に関する事項 

ａ．金融商品に対する取組方針 

当社は、資金運用については、安全性の高い金融資産で余資運用し、投機的な取引は行わない方針であり

ます。 

運転資金及び設備投資資金の調達に関しては、原則として自己資金によっておりますが、必要に応じて銀

行等からの借入による資金調達を実施する方針であります。 

  
ｂ．金融商品の内容及びそのリスク 

営業債権である売掛金はサービス提供者の信用リスクに晒されております。 

未払金、未払費用は１年以内の支払期日であります。 

長期借入金は、主に運転資金に関わる資金調達を目的としたものであります。これらは、変動金利である

ため金利の変動リスクに晒されております。 

  

ｃ．金融商品に係るリスク管理体制 

（ａ）信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理 

当社は、営業債権について、取引先ごとの期日管理及び残高管理の徹底を行うとともに与信管理規程に

基づき、年一回与信限度額水準の見直しを行い、信用リスクの低減を図っております。 

（ｂ）資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理 

当社は、財務経理部が適時に資金繰り計画を作成・更新することにより流動性リスクを管理しておりま

す。 

  

ｄ．金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が

含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用す

ることにより、当該価額が変動することもあります。 

  

 

  
前事業年度 

（自 平成26年10月１日 
至 平成27年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成27年10月１日 
至 平成28年９月30日） 

現金及び預金 91,444 328,547 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 －  －  

現金及び現金同等物 91,444 328,547 
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（ロ）金融商品の時価等に関する事項 

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであります。なお、時価を把握することが極

めて困難と認められるものは含まれておりません。（注）２ 

 （単位：千円）

（※）売掛金及び破産更生債権等については、対応する貸倒引当金を控除しております。 

（注）１．金融商品の時価の算定方法 

（１）資産 

(1)現金及び預金 、(2)売掛金、(3)未収入金 

これらは全て短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によ

っております。なお、売掛金については、回収見込額等により時価を算定しています。 

(4)破産更生債権等 

破産更生債権等については、担保及び保証による回収見込額等により時価を算定しています。 

（２）負債 

(1)未払金、(2)未払費用、(3)未払法人税等、(4)未払消費税等 

これらは全て短期で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳

簿価額によっております。 

(5)長期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む） 

長期借入金の利息は全て変動金利となっております。 

市場金利を反映しており、また、当社の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は

帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。 

  

（注）２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 

（※）差入保証金については、償還時期を合理的に見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認め

られるため、上表に含めておりません。出資金については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困

難と認められることから、上表に含めておりません。 

  

 

  貸借対照表計上額 時価 差額 

（１）現金及び預金 91,444 91,444 ― 

（２）売掛金 111,456 ― ― 

      貸倒引当金（※） △301 ― ― 

  111,155 111,155 ― 

（３）未収入金 19,947 19,947 ― 

（４）破産更生債権等 1,356 ― ― 

貸倒引当金（※） △678 ― ― 

  678 678 ― 

資産計 223,224 223,224 ― 

（１）未払金 35,105 35,105 ― 

（２）未払費用 44,294 44,294 ― 

（３）未払法人税等 1,356 1,356 ― 

（４）未払消費税等 21,239 21,239 ― 

（５）長期借入金 
（１年内返済予定の長期借入金を含む） 

171,136 171,136 ― 

負債計 273,131 273,131 ― 
 

  （単位：千円） 

区分 平成27年９月30日 

差入保証金 14,706 

出資金 10 

合計 14,716 
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（注）３．金銭債権の決算日後の償還予定額 
（単位：千円）

    （※）破産更生債権等1,356千円については、償還予定額が見込めないため上表に含めておりません。 

  
（注）４．長期借入金の決算日の返済予定額 

 （単位：千円）

  

当事業年度（自 平成27年10月１日 至 平成28年９月30日） 

（イ）金融商品の状況に関する事項 

ａ．金融商品に対する取組方針 

当社は、資金運用については、安全性の高い金融資産で余資運用し、投機的な取引は行わない方針であり

ます。 

運転資金及び設備投資資金の調達に関しては、原則として自己資金によっておりますが、必要に応じて銀

行等からの借入による資金調達を実施する方針であります。 

  
ｂ．金融商品の内容及びそのリスク 

営業債権である売掛金は加盟店の信用リスクに晒されております。 

未払金、未払費用は１年以内の支払期日であります。 

長期借入金は、主に運転資金に関わる資金調達を目的としたものであります。これらは、変動金利である

ため金利の変動リスクに晒されております。 

  

ｃ．金融商品に係るリスク管理体制 

（ａ）信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理 

当社は、営業債権について、取引先ごとの期日管理及び残高管理の徹底を行うとともに与信管理規程に

基づき、年一回与信限度額水準の見直しを行い、信用リスクの低減を図っております。 

（ｂ）資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理 

当社は、財務経理部が適時に資金繰り計画を作成・更新することにより流動性リスクを管理しておりま

す。 

  

ｄ．金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が

含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用す

ることにより、当該価額が変動することもあります。 

  

 

  １年以内 
１年超 

５年以内 
５年超 

10年以内 
10年超 

現金及び預金 91,444 ― ― ― 

売掛金 111,456 ― ― ― 

未収入金 19,947 ― ― ― 

合計 222,847 ― ― ― 
 

  １年以内 
１年超 
２年以内 

２年超 
３年以内 

３年超 
４年以内 

４年超 
５年以内 

５年超 

長期借入金 56,640 53,320 41,124 20,052 ― ― 

合計 56,640 53,320 41,124 20,052 ― ― 
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（ロ）金融商品の時価等に関する事項 

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであります。なお、時価を把握することが極

めて困難と認められるものは含まれておりません。（注）２ 

 （単位：千円）

（※）売掛金及び破産更生債権等については、対応する貸倒引当金を控除しております。 

（注）１．金融商品の時価の算定方法 

（１）資産 

(1)現金及び預金 、(2)売掛金、(3)未収入金 

これらは全て短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によ

っております。なお、売掛金については、回収見込額等により時価を算定しています。 

  
(4)破産更生債権等 

破産更生債権等については、担保及び保証による回収見込額等により時価を算定しています。 

  
（２）負債 

(1)未払金、(2)未払費用、(3)未払法人税等、(4)未払消費税等 

これらは全て短期で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳

簿価額によっております。 

  
(5)長期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む） 

長期借入金の利息は全て変動金利となっております。 

市場金利を反映しており、また、当社の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は

帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。 

  

 

  貸借対照表計上額 時価 差額 

（１）現金及び預金 328,547 328,547 ― 

（２）売掛金 142,759 ― ― 

      貸倒引当金（※） △1,508 ― ― 

  141,251 141,251 ― 

（３）未収入金 284 284 ― 

（４）破産更生債権等 3,197 ― ― 

貸倒引当金（※） △3,197 ― ― 

  ― ― ― 

資産計 470,083 470,083 ― 

（１）未払金 85,163 85,163 ― 

（２）未払費用 41,441 41,441 ― 

（３）未払法人税等 27,479 27,479 ― 

（４）未払消費税等 23,036 23,036 ― 

（５）長期借入金 
（１年内返済予定の長期借入金を含む） 

220,182 220,182 ― 

負債計 397,302 397,302 ― 
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（注）２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 

（※）差入保証金については、償還時期を合理的に見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認め
られるため、上表に含めておりません。出資金については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困
難と認められることから、上表に含めておりません。 

  
（注）３．金銭債権の決算日後の償還予定額 

（単位：千円）

（※）破産更生債権等3,197千円については、償還予定額が見込めないため上表に含めておりません。 
  

（注）４．長期借入金の決算日の返済予定額 
 （単位：千円）

  

（ストック・オプション等関係） 

前事業年度（自 平成26年10月１日 至 平成27年９月30日） 

該当事項はありません。 

  

当事業年度（自 平成27年10月１日 至 平成28年９月30日） 

（イ）ストック・オプション等に係る費用計上額及び科目名 

ストック・オプション付与時において、当社は未公開企業であり、ストック・オプション等の単位当たり

の本源的価値は０円であるため、費用計上はしておりません。 

  

（ロ）ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

ａ．ストック・オプションの内容 

（注）平成29年４月12日付の株式分割（１株につき100株の割合）による分割後の株式数に換算して記載しております。

 

  （単位：千円） 

区分 平成28年９月30日 

差入保証金 25,103 

出資金 10 

合計 25,113 
 

  １年以内 
１年超 

５年以内 
５年超 

10年以内 
10年超 

現金及び預金 328,547 ― ― ― 

売掛金 142,759 ― ― ― 

未収入金 284 ― ― ― 

合計 471,591 ― ― ― 
 

  １年以内 
１年超 
２年以内 

２年超 
３年以内 

３年超 
４年以内 

４年超 
５年以内 

５年超 

長期借入金 51,904 39,708 28,572 28,572 28,572 42,854 

合計 51,904 39,708 28,572 28,572 28,572 42,854 
 

  
第４回 

（ストック・オプション） 

決議年月日 平成28年９月26 日 

付与対象者の区分及び人数 
当社取締役３名 
当社従業員６名 

株式の種類及び付与数（注） 普通株式 81,300株 

付与日 平成28年９月30日 

権利確定条件 
権利確定条件は付されておりません。なお、細目については、当社と付与
対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」で定めております。 

対象勤務期間 期間の定めはありません。 

権利行使期間 平成30年10月１日～平成38年９月27日 
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ｂ．ストック・オプションの規模及びその変動状況 

（ａ）ストック・オプションの数 

 （注）平成29年４月12日付の株式分割（１株につき100株の割合）による分割後の株式数に 

換算して記載しております。 

  

（ｂ）単価情報 

 （注）平成29年４月12日付の株式分割（１株につき100株の割合）による分割後の価格に 

換算して記載しております。 

  

（ハ）当事業年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

ストック・オプション付与時において、当社株式は未公開株式であるため、ストック・オプションの公正

な評価単価の本源的価値をもってストック・オプションの評価単価としております。 

また、単位当たりの本源的価値の算定基礎となる自社の株式価値は、DCF法によっております。 

  

（ニ）ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用

しております。 

  

（ホ）ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値

の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の

合計額 

当事業年度末における本源的価値の合計額       ― 円 

当事業年度において権利行使された本源的価値の合計額 ― 円 

  

 

  
第４回 

（ストック・オプション） 

権利確定前（株）   

前事業年度末 ― 

付与 81,300 

失効 ― 

権利確定 81,300 

未確定残 ― 

権利確定後（株）   

前事業年度末 ― 

権利確定 81,300 

権利行使 ― 

失効 ― 

未行使残 81,300 
 

  
第４回 

（ストック・オプション） 

権利行使価格（円） 610 

行使時平均株価（円） ― 

付与日における公正な評価単価
（円） 

― 
 

─ 74 ─



（ヘ）自社株式オプションの内容、規模及びその変動状況 

ａ．自社株式オプションの内容 

（注）平成29年４月12日付の株式分割（１株につき100株の割合）による分割後の株式数に換算して記載しております。

  

ｂ．自社株式オプションの規模及びその変動状況 

（ａ）自社株式オプションの数 

（注）平成29年４月12日付の株式分割（１株につき100株の割合）による分割後の株式数に換算して記載しております。

  

 

  
第２回 

（自社株式オプション） 
第３回 

（自社株式オプション） 

決議年月日 平成28年９月26 日 平成28年９月26日 

付与対象者の区分及び人数 
当社取締役４名 
当社監査役１名 

社外協力者２社 

株式の種類及び付与数（注） 普通株式 221,800株 普通株式 129,200株 

付与日 平成28年９月30日 平成28年９月30日 

権利確定条件 

権利確定条件は付されておりませ
ん。なお、細目については、当社と
付与対象者との間で締結する「新株
予約権割当契約書」で定めておりま
す。 

権利確定条件は付されておりませ
ん。なお、細目については、当社と
付与対象者との間で締結する「新株
予約権割当契約書」で定めておりま
す。 

対象勤務期間 期間の定めはありません。 期間の定めはありません。 

権利行使期間 平成28年９月30日～平成38年９月29日 平成28年９月30日～平成38年９月29日 
 

  
第２回 

（自社株式オプション） 
第３回 

（自社株式オプション） 

権利確定前（株）     

前事業年度末 ― ― 

付与 221,800 129,200 

失効 ― ― 

権利確定 221,800 129,200 

未確定残 ― ― 

権利確定後（株）     

前事業年度末 ― ― 

権利確定 221,800 129,200 

権利行使 ― ― 

失効 ― ― 

未行使残 221,800 129,200 
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（ｂ）単価情報 

（注）平成29年４月12日付の株式分割（１株につき100株の割合）による分割後の価格に換算して記載しております。

  
（ト）当事業年度に付与された自社株式オプションの公正な評価単価の見積方法 

当事業年度において、付与された自社株式オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下の通り

であります。 

ａ．使用した算定技法 

モンテカルロ・シミュレーション方式 

ｂ．使用した主な基礎数値及びその見積方法 

（ａ）株価変動性 64.58% 

類似上場会社を観察対象とし算定しております。 

（ｂ）満期までの期間 10年間 

権利行使期間を採用しております。 

（ｃ）予想配当 ０円 

直近の配当実績に基づきます。 

（ｄ）無リスク利子率 -0.015% 

満期までの期間に対応した償還年月日平成38年９月20日の超長期国債91の流通利回りを採用しておりま

す。 

  

（チ）自社株式オプションの権利確定数の見積方法 

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用

しております。 

  

 

  
第２回 

（自社株式オプション） 
第３回 

（自社株式オプション） 

権利行使価格（円） 610 610 

行使時平均株価（円） ― ― 

付与日における公正な評価単価
（円） 

16 16 
 

─ 76 ─



（税効果会計関係） 

前事業年度（平成27年９月30日） 

（イ）繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳        （単位：千円） 

  

（ロ）法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因とな

った主要な項目別の内訳                   （単位：％） 

  

（ハ）法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 

該当事項はありません。 

  

 

繰延税金資産   

 ソフトウエア 8,004 

 貸倒引当金 69 

 資産除去債務 391 

 未払事業税 106 

繰延税金資産小計  8,572 

評価性引当額 △391 

繰延税金資産合計 8,180 

    

繰延税金負債   

 資産除去債務に対応する除去費用  265 

繰延税金負債合計 265 

繰延税金資産純額 7,915 
 

法定実効税率 36.1 

（調整）   
交際費等永久に損金に算入されない項目 2.3 

住民税均等割等 0.9 

評価性引当金の増減額 △64.9 

その他 0.1 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △25.5 
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当事業年度（平成28年９月30日） 

（イ）繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳        （単位：千円） 

  

（ロ）法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因とな

った主要な項目別の内訳                   （単位：％） 

  
（ハ）法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）及び「地方税法等の一部を改正する等の法

律」（平成28年法律第13号）が平成28年３月29日に国会で成立されたことに伴い、平成28年４月１日以後に

開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。また、当事業年度中に当社の資

本金が１億円超となり、当社は外形標準課税適用法人に該当することとなりました。 

これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の34.4％から平成28

年10月１日に開始する事業年度及び平成29年10月１日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異につ

いては30.7％に平成30年10月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.5％

となります。 

この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は2,245千円、法人税等

調整額が2,245千円それぞれ減少しております。 

 

繰延税金資産   

 ソフトウエア 8,575 

 工具、器具及び備品 3,573 

 貸倒引当金 1,444 

 賞与引当金 714 

 未払役員賞与 1,841 

 未払社会保険料 755 

 資産除去債務 419 

 未払事業税 1,954 

繰延税金資産小計  19,279 

評価性引当額 △419 

繰延税金資産合計 18,859 

    

繰延税金負債   

 資産除去債務に対応する除去費用  271 

繰延税金負債合計 271 

繰延税金資産純額 18,588 
 

法定実効税率 32.8 

（調整）  
交際費等永久に損金に算入されない項目 2.5 

住民税均等割等 1.4 

税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 6.0 

所得拡大促進税制等に係る税額控除 △5.9 

留保金課税 5.8 

その他 △0.1 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 42.6 
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（資産除去債務関係） 

前事業年度（自 平成26年10月１日 至 平成27年９月30日） 

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの 

  

（イ）当該資産除去債務の概要 

建物の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。 

  

（ロ）当該資産除去債務の金額の算定方法 

使用見込期間を取得から15年と見積り、割引率は国債の利回りを使用して資産除去債務の金額を計算して

おります。 

  

（ハ）当該資産除去債務の総額の増減    （単位：千円） 

  

  
当事業年度（自 平成27年10月１日 至 平成28年９月30日） 

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの 

  

（イ）当該資産除去債務の概要 

建物の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。 

  

（ロ）当該資産除去債務の金額の算定方法 

使用見込期間を取得から15年と見積り、割引率は国債の利回りを使用して資産除去債務の金額を計算して

おります。 

  

（ハ）当該資産除去債務の総額の増減    （単位：千円） 

  

 

期首残高 779 

有形固定資産の取得に伴う増加額 346 

時の経過による調整額 13 

期末残高 1,139 
 

期首残高 1,139 

有形固定資産の取得に伴う増加額 222 

時の経過による調整額 13 

期末残高 1,375 
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（セグメント情報等） 

【セグメント情報】 

Ⅰ 前事業年度（自 平成26年10月１日 至 平成27年９月30日） 

当社の事業セグメントは、WEB事業のみの単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略してお

ります。 

  

Ⅱ 当事業年度（自 平成27年10月１日 至 平成28年９月30日） 

当社の事業セグメントは、WEB事業のみの単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略してお

ります。 

  

【関連情報】 

Ⅰ 前事業年度（自 平成26年10月１日 至 平成27年９月30日） 

１．製品及びサービスごとの情報 

単一の製品及びサービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を

省略しております。 

  

２．地域ごとの情報 

（１）売上高 

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。 

（２）有形固定資産 

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 

  

３．主要な顧客ごとの情報 

  
Ⅱ 当事業年度（自 平成27年10月１日 至 平成28年９月30日） 

１．製品及びサービスごとの情報 

単一の製品及びサービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を

省略しております。 

  

２．地域ごとの情報 

（１）売上高 

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。 

（２）有形固定資産 

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 

  

３．主要な顧客ごとの情報 

外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載を省略して

おります。 

  

 

（単位：千円） 

顧客の名称又は氏名 売上高 

ＳＳＳＥＯ株式会社 192,000 
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【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】 

前事業年度（自 平成26年10月１日 至 平成27年９月30日） 

該当事項はありません。 

  

当事業年度（自 平成27年10月１日 至 平成28年９月30日） 

当社の事業セグメントは、WEB事業のみの単一セグメントであるため、記載を省略いたしております。 

  

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】 

前事業年度（自 平成26年10月１日 至 平成27年９月30日） 

該当事項はありません。 

  

当事業年度（自 平成27年10月１日 至 平成28年９月30日） 

該当事項はありません。 

  
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】 

前事業年度（自 平成26年10月１日 至 平成27年９月30日） 

該当事項はありません。 

  

当事業年度（自 平成27年10月１日 至 平成28年９月30日） 

該当事項はありません。 

  
【関連当事者情報】 

前事業年度（自 平成26年10月１日 至 平成27年９月30日） 

ａ．関連当事者との取引 

財務諸表提出会社と関連当事者との取引 

財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る）等 

 

種類 
会社等の 
名称 

又は氏名 
所在地 

資本金 
又 
は 

出資金 
（千円） 

事業の内容
又は 
職業 

議決権等 
の 

所有割合 
〔被所有〕 
（％） 

関連当事者
との関係 

取引の内容 
取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高
（千円）

役員 

及び 

主要株主 

引字圭祐 ― ―  
当社 

代表取締役

〔被所有〕 

直接71.0 

債務 

被保証 

当社銀行借入 

に対する 

債務被保証 

（注）１ 

171,136 ― ― 

当社不動産 

賃貸借に対する 

債務被保証 

（注）２ 

― ― ― 

資金の 

借入 

  
資金の借入 

（注）３ 

  

20,098 ― ― 

資金の返済 

（注）３ 
21,821 ― ― 
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（注）１．当社の銀行借入に対する債務保証を受けております。取引金額には被保証債務の当事業年度末残高を記載し

ております。なお、当社は保証料を支払っておりません。 

２．当社の本社事務所の賃貸等に係る債務保証を受けております。賃料は前払いのため、期末において対象とな

る債務はありません。なお、当社は保証料を支払っておりません。 

３．運転資金として借り入れております。なお、短期的な借入であるため利息は発生しておりません。 

  

ｂ．親会社又は重要な関連会社に関する注記 

該当事項はありません。 

  
当事業年度（自 平成27年10月１日 至 平成28年９月30日） 

ａ．関連当事者との取引 

財務諸表提出会社と関連当事者との取引 

財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る）等 

（注）１．当社の銀行借入に対する債務保証を受けております。取引金額には被保証債務の当事業年度末残高を記載し

ております。なお、当社は保証料を支払っておりません。 

２．当社の本社事務所の賃貸等に係る債務保証を受けております。賃料は前払いのため、期末において対象とな

る債務はありません。なお、当社は保証料を支払っておりません。 

  

ｂ．親会社又は重要な関連会社に関する注記 

該当事項はありません。 

  
（持分法損益等） 

（注） 関連会社でありましたネット110番株式会社の株式について、平成27年９月に当社が保有する株式の全

部を売却したため、同社は関連会社でなくなっております。従って、前事業年度の「関連会社に対する投

資の金額」及び「持分法を適用した場合の投資の金額」には、当該関連会社に対する投資の金額及び持分

法を適用した場合の投資の金額を含めておりませんが、「持分法を適用した場合の投資利益の金額」に

は、当該関連会社であった期間における持分法を適用した場合の投資利益の金額を含めております。 

  

 

種類 
会社等の 
名称 

又は氏名 
所在地 

資本金 
又 
は 

出資金 
（千円） 

事業の内容 
又は 
職業 

議決権等 
の 

所有割合 
〔被所有〕 
（％） 

関連当事者 
との関係 

取引の内容 
取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高
（千円）

役員 

及び 

主要株主 

引字圭祐 ― ―  
当社 

代表取締役 

〔被所有〕 

直接61.2 

債務 

被保証 

当社銀行借入 

に対する 

債務被保証 

（注）１ 

220,182 ― ― 

当社不動産 

賃貸借に対する 

債務被保証 

（注）２ 

― ― ― 

 

     （単位：千円） 

  前事業年度 
（自 平成26年10月１日 
至 平成27年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成27年10月１日 
至 平成28年９月30日） 

関連会社に対する投資の金額 ― ― 

持分法を適用した場合の投資の金額 ― ― 

持分法を適用した場合の投資利益の金額 8,652 ― 
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（１株当たり情報） 

（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、前事業年度については潜在株式が存在しないため、

当事業年度については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であるため、期中平均株価を把握で

きませんので、記載しておりません。 

２．当社は平成29年４月12日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っております。前事業年度の

期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益金額を算定してお

ります。 

３．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。 

  

  

４．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下の通りであります。 

  

（重要な後発事象） 

前事業年度（自 平成26年10月１日 至 平成27年９月30日） 

該当事項はありません。  

  

当事業年度（自 平成27年10月１日 至 平成28年９月30日） 

（イ）株式分割及び単元株制度の採用 

当社は、平成29年３月24日開催の取締役会決議に基づき、平成29年４月12日付をもって株式分割を行って

おります。また、上記株式分割に伴い、平成29年３月24日開催の臨時株主総会決議により、定款の一部を変

更し、単元株制度を採用しております。 

  

 

  
前事業年度 

（自 平成26年10月１日 
至 平成27年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成27年10月１日 

至 平成28年９月30日） 

１株当たり純資産額 12.25円 45.24円 

１株当たり当期純利益金額 5.39円 4.27円 
 

項目 
前事業年度 

（自 平成26年10月１日 
至 平成27年９月30日）

当事業年度 
（自 平成27年10月１日 
至 平成28年９月30日）

１株当たり当期純利益金額     

  当期純利益（千円） 26,559 21,392 

  普通株主に帰属しない金額（千円）  ―   ― 

  普通株式に係る当期純利益（千円） 26,559 21,392 

  普通株式の期中平均株式数（株） 4,928,400 5,012,400 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり 
当期純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の概要 

― ― 
 

項目 
前事業年度 

（平成27年９月30日） 
当事業年度 

（平成28年９月30日） 

純資産の部の合計額（千円） 60,377 234,269 

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） ― ― 

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 60,377 234,269 

１株当たり純資産額の算定に用いられた 
期末の普通株式の数（株） 

4,928,400 5,178,400 
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ａ．株式分割、単元株制度採用の目的 

当社株式の流動化の向上と投資家層の拡大を図ることを目的として株式分割を実施するとともに、単元株

式数（売買単価）を100株に統一することを目標とする全国証券取引所の「売買単位の集約に向けた行動計

画」を考慮し、１単元を100株とする単元株制度を採用いたします。 

  
ｂ．株式分割の概要 

（ａ）分割方法 

平成29年４月11日最終の株主名簿に記載又は記録された株式の所有株式数を、１株につき100株の割合をも

って分割しております。 

  
（ｂ）分割により増加する株式数 

株式分割前の発行済株式総数      51,784株 

今回の分割により増加する株式数   5,126,616株 

株式分割後の発行済株式総数     5,178,400株 

株式分割後の発行可能株式総数   20,000,000株 

  
（ｃ）株式分割の効力発生日 

平成29年４月12日 

  
（ｄ）１株当たり情報に与える影響 

「１株当たり情報」は、当該株式分割が前事業年度の期首に行われたものと仮定して算出しており、これ

による影響については、当該箇所に反映されております。 

  
ｃ．単元株制度の採用 

単元株制度を採用し、普通株式の単元株式数を100株といたしました。 

  
（ロ）無担保社債の発行 

当社は、平成29年３月14日開催の取締役会決議に基づき、以下のとおり無担保社債を発行いたしました。 

  発行総額    ２億５千万円 

  発行価格    額面100円につき金100円 

  利率      年0.37％ 

  払込期日    平成29年３月27日 

  償還期間    ７年 

  償還方法    半年毎定時償還 

  資金使途    運転資金 

  
（ハ）多額な資金の借入 

当社は、平成29年３月14日開催の取締役会決議に基づき、以下のとおり借入を実行いたしました。 

  借入先     名古屋銀行 

  借入総額    １億５千万円 

  借入金利    変動金利 

  借入日     平成29年３月27日 

  返済期日    平成29年４月30日～平成34年３月31日 

  資金使途    運転資金 

  担保提供    無 

  

 

─ 84 ─



【注記事項】 

(追加情報) 

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用） 

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を第１四半

期会計期間から適用しております。 

  

(四半期損益計算書関係) 

 ※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次の通りであります。 

  

  

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係) 

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりで

あります。 

  

  

(セグメント情報等) 

【セグメント情報】 

当第２四半期累計期間(自  平成28年10月１日  至  平成29年３月31日) 

当社の事業セグメントは、WEB事業のみの単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。

  

(１株当たり情報) 

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

(注) １．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、新株予約権の残高がありますが、当社株式は非
上場であり、期中平均株価が把握できないため、記載しておりません。 

２．当社は平成29年４月12日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っております。第11期の期首
に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり四半期純利益金額を算定しております。 

  

 

  
当第２四半期累計期間 

(自  平成28年10月１日 
至  平成29年３月31日) 

広告宣伝費 178,830千円 

給料手当 109,038  〃 

減価償却費 13,004  〃 

貸倒引当金繰入額 1,902  〃 
 

  
当第２四半期累計期間 

(自  平成28年10月１日 
至  平成29年３月31日) 

現金及び預金 697,649千円 

預入期間が３か月を超える定期預金  ― 

現金及び現金同等物 697,649千円 
 

項目 
当第２四半期累計期間 

(自  平成28年10月１日 
至  平成29年３月31日) 

１株当たり四半期純利益金額  24円11銭 

(算定上の基礎)   

  四半期純利益金額(千円) 124,850 

  普通株主に帰属しない金額(千円) ― 

  普通株式に係る四半期純利益金額(千円) 124,850 

  普通株式の期中平均株式数(株) 5,178,400 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前
事業年度末から重要な変動があったものの概要 

― 
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(重要な後発事象) 

当社は、平成29年３月24日開催の取締役会決議に基づき、平成29年４月12日付をもって株式分割を行っておりま

す。また、上記株式分割に伴い、平成29年３月24日開催の臨時株主総会決議により、定款の一部を変更し、単元株

制度を採用しております。 

  
１．株式分割、単元株制度採用の目的 

当社株式の流動化の向上と投資家層の拡大を図ることを目的として株式分割を実施するとともに、単元株式数

（売買単価）を100株に統一することを目標とする全国証券取引所の「売買単位の集約に向けた行動計画」を考慮

し、１単元を100株とする単元株制度を採用いたします。 

  
２．株式分割の概要 

（１）株式分割の方法 

平成29年４月11日最終の株主名簿に記載又は記録された株式の所有株式数を、１株につき100株の割合をもっ

て分割しております。 

  

（２）分割により増加した株式数 

株式分割前の発行済株式総数      51,784株 

今回の分割により増加する株式数   5,126,616株 

株式分割後の発行済株式総数     5,178,400株 

株式分割後の発行可能株式総数   20,000,000株 

  
（３）株式分割の効力発生日 

平成29年４月12日 

  
（４）１株当たり情報に与える影響 

「１株当たり情報」は、当該株式分割が当事業年度の期首に行われたものと仮定して算出しており、これに

よる影響については、当該箇所に反映されております。 

  

３．単元株制度の採用 

単元株制度を採用し、普通株式の単元株式数を100株といたしました。 
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⑤【附属明細表】(平成28年９月30日現在) 

【有価証券明細表】 

有価証券の金額が資産の総額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定により記載を省略し

ております。 

  
【有形固定資産等明細表】 

（注）１．長期前払費用は、費用の期間配分に係るものであり、減価償却とは性格が異なるため、当期償却額の算定に

は含めておりません。 

２．当期増加額のうち主なものは次の通りであります。 

３．当期減少額のうち主なものは次の通りであります。 

なお、当期減少額のうち（ ）内は内書きで減損損失の計上額であります。 

  

【社債明細表】 

該当事項はありません。 

  

 

資産の種類 
当期首残高 
（千円） 

当期増加額
（千円） 

当期減少額 
（千円） 

当期末残高
（千円） 

当期末 
減価償却 
累計額 
又は 

償却累計額 
（千円） 

当期償却額 
（千円） 

差引当期末
残高 

（千円） 

有形固定資産               

建物附属設備 12,834 7,445 892 19,388 4,811 1,393 14,576 

工具、器具及び備品 5,455 9,593 4,327 10,721 2,890 2,888 7,831 

有形固定資産計 18,290 17,039 5,219 30,110 7,702 4,281 22,408 

無形固定資産               

ソフトウエア 90,842 34,876 
28,403 

（24,719）
97,315 27,945 20,927 69,370 

無形固定資産計 90,842 34,876 
28,403 

（24,719）
97,315 27,945 20,927 69,370 

長期前払費用 1,046 7,399 2,770 5,675 ― ― 5,675 
 

建物附属設備 （事務所内装） 7,222 千円

工具、器具及び備品 （PC）  6,621 〃 

ソフトウエア （社内システム） 29,332 〃 

  （サイト制作） 5,543 〃 

長期前払費用 （信用保証料） 3,529 〃 
 

工具、器具及び備品 （PC）  3,559 千円

ソフトウエア （サイト制作の減損） 24,719 〃 
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【借入金等明細表】 

（注）１．「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。 

２．長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く）の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額

の総額 

  

  

【引当金明細表】 

（注）貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、洗替額であります。 

  

【資産除去債務明細表】 

  

 

区分 
当期首残高 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

平均利率 
（％） 

返済期限 

１年以内に返済予定の長期借入金 56,640 51,904 1.69 ― 

長期借入金 
（１年以内に返済予定のものを除く） 

114,496 168,278 1.53 
平成30年５月22日～ 
平成35年３月７日 

合計 171,136 220,182 ― ― 
 

区分 
１年超２年以内 

（千円） 
２年超３年以内 

（千円） 
３年超４年以内 

（千円） 
４年超５年以内 

（千円） 

長期借入金 39,708 28,572 28,572 28,572 
 

区分 
当期首残高 
（千円） 

当期増加額 
（千円） 

当期減少額 
（目的使用） 
（千円） 

当期減少額 
（その他） 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

貸倒引当金 979 4,705 ― 979 4,705 

賞与引当金 ― 2,326 ― ― 2,326 
 

区分 
当期首残高 
（千円） 

当期増加額 
（千円） 

当期減少額 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

不動産賃貸借契約に 
伴う原状回復義務 

1,139 236 ― 1,375 
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（２）【主な資産及び負債の内容】(平成28年９月30日現在) 

①現金及び預金 

  

②売掛金 

相手先別内訳 

  

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況 

（注） 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。 

  

③原材料及び貯蔵品 

  

④１年内返済予定の長期借入金 

  

 

区分 金額（千円） 

現金 311 

預金   

  普通預金 328,235 

計 328,235 

合計 328,547 
 

相手先 金額（千円） 

ＳＳＳＥＯ㈱ 8,640 

㈱ダトラ 8,640 

㈱MOD 5,080 

ロイ㈱ 4,947 

フレックス㈱ 4,320 

その他 111,131 

合計 142,759 
 

当期首残高 
（千円） 

  
〔Ａ〕 

当期発生高 
（千円） 

  
〔Ｂ〕 

当期回収高 
（千円） 

  
〔Ｃ〕 

当期末残高 
（千円） 

  
〔Ｄ〕 

回収率 
（％） 

  
〔Ｃ〕 

×100 
〔Ａ〕 
＋ 

〔Ｂ〕 

滞留期間 
（日） 

  
〔Ａ〕 
＋ 

〔Ｄ〕 
２ 

（Ｂ〕 
366 

 

111,456 1,231,246 1,199,942 142,759 89.37 37.78 
 

区分 金額（千円） 

貯蔵品 474 

合計 474 
 

区分 金額（千円） 

㈱名古屋銀行 51,904 

合計 51,904 
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⑤未払金 

  

⑥未払費用 

  

⑦長期借入金 

  

（３）【その他】 

該当事項はありません。 

 

相手先 金額（千円） 

㈱IRTV 18,900 

トビラシステムズ㈱ 12,814 

㈱エムハンド 12,210 

㈱ウィルゲート 7,637 

㈱プランビー 3,477 

その他 30,123 

合計 85,163 
 

内容 金額（千円） 

給与 36,156 

その他 5,284 

合計 41,441 
 

区分 金額（千円） 

㈱名古屋銀行 168,278 

合計 168,278 
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第６【提出会社の株式事務の概要】 

（注）１．当社株式は、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所への上場に伴い、社債、株式等の振替

に関する法律第128条第１項に規定する振替株式となることから、該当事項はなくなる予定です。 

２．当会社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について次に掲げる権利以外の権利を行使

することができない旨、定款に定めております。 

（１）会社法第189条第２項各号掲げる権利 

（２）会社法第166条第１項の規定による請求をする権利 

（３）株主の有する株式数に応じて、募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利 

  

 

事業年度 毎年10月１日から翌年９月30日まで 

定時株主総会 毎事業年度末日から３ヶ月以内 

基準日 毎年９月30日 

株券の種類 ― 

剰余金の配当の基準日 毎年９月30日、毎年３月31日 

１単元の株式数 100株 

株式の名義書換え（注）１   

    取扱場所 
名古屋市中区栄三丁目15番33号 
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 

    株主名簿管理人 
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 
三井住友信託銀行株式会社 

    取次所 三井住友信託銀行株式会社 本店及び全国各支店 

    名義書換手数料 無料 

    新券交付手数料 ― 

単元未満株式の買取り   

    取扱場所 
名古屋市中区栄三丁目15番33号 
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 

    株主名簿管理人 
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 
三井住友信託銀行株式会社 

    取次所 三井住友信託銀行株式会社 本店及び全国各支店（注）１ 

    買取手数料 無料 

公告掲載方法 

当社の公告方法は、電子公告としております。  
ただし事故その他やむを得ない事由により、電子公告によることができない
場合は、日本経済新聞に掲載して行います。  
当社の公告掲載URLは次のとおりであります。  
http://www.sharing-tech.jp/publicnotice 

株主に対する特典 該当事項はありません。 
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第７【提出会社の参考情報】 

１【提出会社の親会社等の情報】 

当社には、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。 

  

２【その他の参考情報】 

該当事項はありません。 
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第四部【株式公開情報】 

第１【特別利害関係者等の株式等の移動状況】 

 

移動 

年月日 

移動前 

所有者の 

氏名又は名

称 

移動前 

所有者の 

住所 

移動前所有者

の提出会社と

の関係等 

移動後所有者の 

氏名又は名称 

移動後 

所有者の 

住所 

移動後所有

者の提出会

社との関係

等 

移動 

株数 

（株） 

価格 

（単価） 

（円） 

移動 

理由 

平成28年 

６月30日 
引字 圭祐 

愛知県 

名古屋市 

東区 

特別利害関係

者等（当社の

代表取締役、

大株主上位10

名） 

株式会社ベクトル 

代表取締役 

西江 肇司 

東京都港

区赤坂四

丁目15番

１号 

特別利害関

係者等（大

株主上位10

名） 

（注）４ 

819 

49,959,000 

（61,000） 

（注）５ 

当社の資

本政策に

よる 

平成28年 

７月６日 
引字 圭祐 

愛知県 

名古屋市 

東区 

特別利害関係

者等（当社の

代表取締役、

大株主上位10

名） 

SBIベンチャー企

業成長支援３号投

資事業有限責任組

合 

無限責任組合員

SBIインベストメ

ント株式会社 

代表取締役執行役

員社長 

川島 克哉 

東京都港

区六本木

一丁目６

番１号 

特別利害関

係者等（大

株主上位10

名） 

（注）４ 

  

259 

15,799,000 

（61,000） 

（注）５ 

当社の資

本政策に

よる 

平成28年 

７月６日 
引字 圭祐 

愛知県 

名古屋市 

東区 

特別利害関係

者等（当社の

代表取締役、

大株主上位10

名） 

SBIベンチャー企

業成長支援４号投

資事業有限責任組

合 

無限責任組合員

SBIインベストメ

ント株式会社 

代表取締役執行役

員社長 

川島 克哉 

東京都港

区六本木

一丁目６

番１号 

特別利害関

係者等（大

株主上位10

名） 

（注）４ 

188 

11,468,000 

（61,000） 

（注）５ 

当社の資

本政策に

よる 

平成28年 

７月６日 
引字 圭祐 

愛知県 

名古屋市 

東区 

特別利害関係

者等（当社の

代表取締役、

大株主上位10

名） 

SBI アドバンス

ト・テクノロジー

１号投資事業有限

責任組合 

無限責任組合員

SBIインベストメ

ント株式会社 

代表取締役執行役

員社長 

川島 克哉 

東京都港

区六本木

一丁目６

番１号 

特別利害関

係者等（大

株主上位10

名） 

（注）４ 

144 

8,784,000 

（61,000） 

（注）５ 

当社の資

本政策に

よる 

平成28年 

７月６日 
引字 圭祐 

愛知県 

名古屋市 

東区 

特別利害関係

者等（当社の

代表取締役、

大株主上位10

名） 

SBIベンチャー企

業成長支援２号投

資事業有限責任組

合 

無限責任組合員

SBIインベストメ

ント株式会社 

代表取締役執行役

員社長 

川島 克哉 

東京都港

区六本木

一丁目６

番１号 

特別利害関

係者等（大

株主上位10

名） 

（注）４ 

134 

8,174,000 

（61,000） 

（注）５ 

当社の資

本政策に

よる 
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（注）１．当社は、東京証券取引所マザーズ及び名古屋証券取引所セントレックスへの上場を予定しておりますが、株

式会社東京証券取引所が定める有価証券上場規程施行規則第253条及び株式会社名古屋証券取引所が定める上

場前の公募又は売出し等に関する規則第23条並びに上場前の公募又は売出し等に関する規則の取扱い第19条

の規定に基づき、特別利害関係者等が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して２年前の日（平

成26年10月１日）から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は

譲渡（上場前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。）を行っている場

合には、当該株式等の移動の状況を株式会社東京証券取引所が定める有価証券上場規程施行規則第219条第１

項第２号及び株式会社名古屋証券取引所が定める有価証券上場規程に関する取扱要領２(１)に規定する「新

規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）」に記載することとされております。 

２．当社は、株式会社東京証券取引所が定める有価証券上場規程施行規則第254条及び株式会社名古屋証券取引

所が定める上場前の公募又は売出し等に関する規則第24条並びに上場前の公募又は売出し等に関する規則の

取扱い第20条の規定に基づき、上場日から５年間、上記株式等の移動状況による記載内容についての記録を

保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事務組織を適切に

整備している状況にあることを確認することとされております。 

また、当社は、当該記録につき、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所が必要に応じて行

う提出請求に応じなければならないとされております。株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取

引所は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該提出請求に応じない状況にある旨を公

表することができるとされております。また、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所は、

当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正

確でなかったと認められる場合には、当社及び幹事取引参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかった

と認められる旨を公表できるとされております。 

３．特別利害関係者等の範囲は次の通りであります。 

（１）当社の特別利害関係者………役員、その配偶者及び二親等内の血族（以下「役員等」という。）、 

             役員等により総株主等の議決権の過半数が所有されている会社並びに 

             関係会社及びその役員 

（２）当社の大株主上位10名 

（３）当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員 

（４）金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第８項に規定する有価証券関連業をいう者に限る）並び

にその役員、人的関係会社及び資本的関係会社 

４．当該移動により、特別利害関係者等（大株主上位10名）となりました。 

５．移動価格は、DCF法（ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法）に基づき算出された価格を総合的に勘

案して、当事者間の協議の上決定しております。 

６．平成29年３月24日開催の取締役会決議により、平成29年４月12日付で普通株式１株につき100株の株式分割

を行っておりますが、当該分割より前の株式等の移動に係る「移動株数」及び「価格（単価）」について

は、株式分割前の数値で記載しております。 

  

 

移動 

年月日 

移動前 

所有者の 

氏名又は名

称 

移動前 

所有者の 

住所 

移動前所有者

の提出会社と

の関係等 

移動後所有者の 

氏名又は名称 

移動後 

所有者の 

住所 

移動後所有

者の提出会

社との関係

等 

移動 

株数 

（株） 

価格 

（単価） 

（円） 

移動 

理由 

平成28年 

７月６日 
引字 圭祐 

愛知県 

名古屋市 

東区 

特別利害関係

者等（当社の

代表取締役、

大株主上位10

名） 

SBIベンチャー企

業成長支援投資事

業有限責任組合 

無限責任組合員

SBIインベストメ

ント株式会社 

代表取締役執行役

員社長 

川島 克哉 

東京都港

区六本木

一丁目６

番１号 

― 94 

5,734,000 

（61,000） 

（注）５ 

当社の資

本政策に

よる 

平成28年 

９月28日 
引字 圭祐 

愛知県 

名古屋市 

東区 

特別利害関係

者等（当社の

代表取締役、

大株主上位10

名） 

アイビス新成長投

資事業組合第３号

業務執行組合員 

株式会社アイビ

ス・キャピタル・

パートナーズ 

代表取締役社長 

中條 喜一郎 

東京都中

央区銀座

四丁目12

番15号 

特別利害関

係者等（大

株主上位10

名） 

（注）４ 

1,640 

100,040,000 

（61,000） 

（注）５ 

当社の資

本政策に

よる 
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第２【第三者割当等の概況】 

１【第三者割当等による株式等の発行の内容】 

（注）１．第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋

証券取引所（以下「同取引所」という。）の定める規則は、以下の通りであります。 

（１）株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程施行規則第255条及び株式会社名古屋証券取引所の

定める上場前の公募又は売出し等に関する規則第25条の規定において、新規上場申請者が、新規上場

申請日の直前事業年度の末日から起算して１年前より後において、第三者割当等による募集株式の割

当てを行っている場合（上場前の公募等による場合を除く。）には、新規上場申請者は、割当てを受

けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照

会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項

について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされており

ます。 

（２）株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程施行規則第257条及び株式会社名古屋証券取引所の

定める上場前の公募又は売出し等に関する規則第28条の規定において、新規上場申請者が、新規上場

申請日の直前事業年度の末日から起算して１年前より後において、第三者割当等による募集新株予約

権（会社法第238条第１項に規定する募集新株予約権をいい、株式会社東京証券取引所の定める有価証

券上場規程施行規則第259条及び株式会社名古屋証券取引所の定める上場前の公募又は売出し等に関す

る規則第29条に規定する新株予約権を除く。）の割当てを行っている場合には、新規上場申請者は、

割当てを受けた者との間で、書面により募集新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該

所有状況にかかる照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所

が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出す

るものとされております。 

（３）株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程施行規則第259条及び株式会社名古屋証券取引所の

定める上場前の公募又は売出し等に関する規則第29条の規定において、新規上場申請者が、新規上場

申請日の直前事業年度の末日から起算して１年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新

株予約権の割当てを行っている場合には、新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との

間で書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所

有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うもの

とし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。 

（４）当社が、前３項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は上場申請の不受理又は受

理の取消しの措置をとるものとしております。 

（５）当社の場合、上場申請日直前事業年度の末日は、平成28年９月30日であります。 

 

項目 株式 新株予約権① 新株予約権② 新株予約権③ 

発行年月日 平成28年５月31日 平成28年９月30日 平成28年９月30日 平成28年９月30日 

種類 普通株式 第２回新株予約権 第３回新株予約権 
第４回新株予約権 

（ストックオプション） 

発行数 2,500株 普通株式 2,218株 普通株式 1,292株 普通株式 813株 

発行価格 
61,000円 
（注）５ 

61,000円 
（注）５ 

61,000円 
（注）５ 

61,000円 
（注）５ 

資本組入額 30,500円 30,500円 30,500円 30,500円 

発行価額の総額 152,500,000円 135,298,000円 78,812,000円 49,593,000円 

資本組入額の総額 76,250,000円 67,649,000円 39,406,000円 24,796,500円 

発行方法 有償第三者割当 

平成28年９月26日
開催の臨時株主総
会において、会社
法第236条、第238
条及び第239条の規
定に基づく新株予
約権の付与に関す
る決議を行ってお
ります。 

平成28年９月26日
開催の臨時株主総
会において、会社
法第236条、第238
条及び第239条の規
定に基づく新株予
約権の付与に関す
る決議を行ってお
ります。 

平成28年９月26日開
催の臨時株主総会に
おいて、会社法第236
条、第238条及び第
239条の規定に基づく
新株予約権（ストッ
クオプション）の付
与に関する決議を行
っております。 

保有期間等に関する確約 （注）２ （注）３ （注） ３ （注）４ 
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２．株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程施行規則第255条第１項第１号及び株式会社名古屋証券

取引所の定める上場前の公募又は売出し等に関する規則の取扱い第21条の規定に基づき、当社は、割当てを

受けた者との間で、割当てを受けた株式（以下「割当株式」という。）を、原則として、割当てを受けた日

から上場日以後６ヶ月間を経過する日（当該日において割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後

１年間を経過していない場合には、割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後１年間を経過する

日）まで所有する等の確約を行っております。 

３．株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程施行規則第257条第１項第１号及び株式会社名古屋証券

取引所の定める上場前の公募又は売出し等に関する規則の取扱い第21条の規定に基づき、当社は、割当てを

受けた者との間で、割当てを受けた募集新株予約権（以下「割当新株予約権」という。）を、原則として、

割当てを受けた日から上場日以後６ヶ月間を経過する日（当該日において割当株式に係る払込期日又は払込

期間の最終日以後１年間を経過していない場合には、割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後１

年間を経過する日）まで所有する等の確約を行っております。 

４．株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程施行規則第259条第１項第１号及び株式会社名古屋証券

取引所の定める上場前の公募又は売出し等に関する規則の取扱い第21条の規定に基づき、当社は割当てを受

けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として割当てを受けた日か

ら上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。

５．発行価格は、DCF法（ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法）により算出された価格を総合的に勘案

して、決定しております。 

６．新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下の通りであり

ます。 

７．平成29年３月24日開催の取締役会決議により、平成29年４月12日付で普通株式１株につき100株の株式分割

を行っておりますが、上記「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」は、株式

分割前の数値を記載しております。 

  

  新株予約権① 新株予約権② 新株予約権③ 

行使時の払込金額 １株につき61,000円 １株につき61,000円 １株につき61,000円 

行使期間 
平成28年９月30日から 
平成38年９月29日まで 

平成28年９月30日から 
平成38年９月29日まで 

平成30年10月１日から 
平成38年９月27日まで 

行使の条件 

「第二部 企業情報 第４
提出会社の状況 １．株式
等の状況（２）新株予約権
等の状況」に記載の通りで
あります。 

「第二部 企業情報 第４
提出会社の状況 １．株式
等の状況（２）新株予約権
等の状況」に記載の通りで
あります。 

「第二部 企業情報 第４
提出会社の状況 １．株式
等の状況（２）新株予約権
等の状況」に記載の通りで
あります。 

新株予約権の譲渡に 
関す事項 

新株予約権を譲渡するとき
は、当社取締役会の承認を
要する。 

新株予約権を譲渡するとき
は、当社取締役会の承認を
要する。 

新株予約権を譲渡するとき
は、当社取締役会の承認を
要する。 
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２【取得者の概況】 

株式 

（注）１．当該第三者割当増資により特別利害関係者等（大株主上位10名）となりました。 

２．平成29年３月24日開催の取締役会決議により、平成29年４月12日付で普通株式１株につき100株の株式分割

を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格（単価）」は、当該株式分割前の数値を記載しており

ます。 

  
 新株予約権① 

（注）平成29年３月24日開催の取締役会決議により、平成29年４月12日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行

っておりますが、上記「割当株数」及び「価格（単価）」は、当該株式分割前の数値を記載しております。 

  

新株予約権② 

（注）平成29年３月24日開催の取締役会決議により、平成29年４月12日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行

っておりますが、上記「割当株数」及び「価格（単価）」は、当該株式分割前の数値を記載しております。 

  

 

取得者の氏名又は名称 取得者の住所 
取得者の 
職業及び 

事業の内容等

割当株数 
（株） 

価格 
（単価） 
（円） 

取得者と 
提出会社との関係 

MSIVC2012V投資事業有限責任組合
無限責任組合員 
三井住友海上キャピタル株式会社 
取締役社長 五十嵐 仁志 
資本金 1,000百万円 
（注） 

東京都中央区
八重洲二丁目
２番10号 

投資事業 
組合 

2,500 
152,500,000 
（61,000） 

― 

 

取得者の氏名又は名称 取得者の住所 
取得者の 
職業及び 

事業の内容等 

割当株数 
（株） 

価格 
（単価） 
（円） 

取得者と 
提出会社との関係 

田中 慎也 
大阪府大阪市
鶴見区 

会社役員 1,634 
99,674,000 
（61,000） 

特別利害関係者等 
（当社の取締役） 

鈴木 始 
愛知県名古屋
市中村区 

会社役員 231 
14,091,000 
（61,000） 

特別利害関係者等 
（当社の取締役） 

植田 栄作 
愛知県名古屋
市中区 

会社役員 175 
10,675,000 
（61,000） 

特別利害関係者等 
（当社の取締役） 

鈴木 快 
愛知県名古屋
市東区 

会社役員 102 
6,222,000 
（61,000） 

特別利害関係者等 
（当社の監査役） 

篠 昌義 
愛知県名古屋
市中区 

会社役員 76 
4,636,000 
（61,000） 

特別利害関係者等 
（当社の取締役） 

 

取得者の氏名又は名称 取得者の住所 
取得者の 
職業及び 

事業の内容等 

割当株数 
（株） 

価格 
（単価） 
（円） 

取得者と 
提出会社との関係 

株式会社エイトミリオン 
代表取締役 蕪木 久夫 
資本金 500万円 

鹿児島県鹿児
島市武岡一丁
目13番地11 

ＩＴコンサル
ティング事業 

1,085 
66,185,000 
（61,000） 

当社取引先 

株式会社エムハンド 
代表取締役 山手 重則 
資本金 5,995万円 

京都府京都市
下京区新町通
四条下ル四条
町347-1 

WEBサイト及び
メディア事業 

207 
12,627,000 
（61,000） 

当社取引先 
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新株予約権③ 

（注）平成29年３月24日開催の取締役会決議により、平成29年４月12日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行

っておりますが、上記「割当株数」及び「価格（単価）」は、当該株式分割前の数値を記載しております。 

  

３【取得者の株式等の移動状況】 

該当事項はありません。 

  

 

取得者の氏名又は名称 取得者の住所 
取得者の 
職業及び 

事業の内容等 

割当株数 
（株） 

価格 
（単価） 
（円） 

取得者と 
提出会社との関係 

鈴木 始 
愛知県 
名古屋市中村区 

会社役員 241 
14,701,000 
（61,000） 

特別利害関係者等 
（当社の取締役） 

植田 栄作 
愛知県 
名古屋市中区 

会社役員 183 
11,163,000 
（61,000） 

特別利害関係者等 
（当社の取締役） 

廣瀬 聡 
愛知県 
名古屋市中区 

会社員 102 
6,222,000 

（61,000） 
当社の従業員 

篠 昌義 
愛知県 
名古屋市中区 

会社役員 80 
4,880,000 

（61,000） 
特別利害関係者等 
（当社の取締役） 

石井 一樹 
愛知県 
名古屋市中区 

会社員 72 
4,392,000 

（61,000） 
当社の従業員 

石川 和生 
愛知県 
東海市 

会社員 60 
3,660,000 

（61,000） 
当社の従業員 

今井 裕介 
愛知県 
名古屋市東区 

会社員 33 
2,013,000 

（61,000） 
当社の従業員 

吉田 旬弘 
愛知県 
名古屋市中区 

会社員 21 
1,281,000 

（61,000） 
当社の従業員 

長屋 稔 
愛知県 
名古屋市瑞穂区 

会社員 21 
1,281,000 

（61,000） 
当社の従業員 
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第３【株主の状況】 

（注）１. 特別利害関係者等（大株主上位10名） 

２. 特別利害関係者等（当社の代表取締役） 

３．特別利害関係者等（当社の取締役） 

４. 特別利害関係者等（当社の監査役） 

５. 当社の従業員 

６. 株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しております。 

７. 所有株式数の（ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。 

 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（株） 

株式総数に対する 
所有株式数の 
割合（％） 

引字 圭祐（注）１、２ 愛知県名古屋市東区 3,172,200 56.54 

榊原 暢宏（注）１ 愛知県名古屋市昭和区 714,200 12.73 

綿引 一（注）１ 東京都港区 714,200 12.73 

MSIVC2012V投資事業有限責任組合 
（注）１ 

東京都中央区八重洲二丁目２番10号 250,000 4.46 

アイビス新成長投資事業組合第３号 
（注）１ 

東京都中央区銀座四丁目12番15号 164,000 2.92 

田中 慎也（注）３ 大阪府大阪市鶴見区 
163,400 

（163,400） 
2.91 

（2.91）

株式会社エイトミリオン 鹿児島県鹿児島市武岡一丁目13番地11 
108,500 

（108,500） 
1.93 

（1.93）

株式会社ベクトル（注）１ 東京都港区赤坂四丁目15番１号 81,900 1.46 

鈴木 始（注）３ 愛知県名古屋市中村区 
47,200 

（47,200） 
0.84 

（0.84）

植田 栄作（注）３ 愛知県名古屋市中区 
35,800 

（35,800） 
0.64 

（0.64）

SBIベンチャー企業成長支援３号投
資事業有限責任組合（注）１ 

東京都港区六本木一丁目６番１号 25,900 0.46 

株式会社エムハンド 
京都府京都市下京区新町通四条下ル四条
町347-1 

20,700 
（20,700） 

0.37 
（0.37）

SBIベンチャー企業成長支援４号投
資事業有限責任組合（注）１ 

東京都港区六本木一丁目６番１号 18,800 0.34 

篠 昌義（注）３ 愛知県名古屋市中区 
15,600 

（15,600） 
0.28 

（0.28）

SBI アドバンスト・テクノロジー１
号投資事業有限責任組合（注）１ 

東京都港区六本木一丁目６番１号 14,400 0.26 

SBIベンチャー企業成長支援２号投
資事業有限責任組合（注）１ 

東京都港区六本木一丁目６番１号 13,400 0.24 

鈴木 快（注）４ 愛知県名古屋市東区 
10,200 

（10,200） 
0.18 

（0.18）

廣瀬 聡（注）５ 愛知県名古屋市中区 
10,200 

（10,200） 
0.18 

（0.18）

SBIベンチャー企業成長支援投資事
業有限責任組合 

東京都港区六本木一丁目６番１号 9,400 0.17 

石井 一樹（注）５ 愛知県名古屋市中区 
7,200 

（7,200） 
0.13 

（0.13）

石川 和生（注）５ 愛知県東海市 
6,000 

（6,000） 
0.11 

（0.11）

今井 裕介（注）５ 愛知県名古屋市東区 
3,300 

（3,300） 
0.06 

（0.06）

吉田 旬弘（注）５ 愛知県名古屋市中区 
2,100 

（2,100） 
0.04 

（0.04）

長屋 稔（注）５ 愛知県名古屋市瑞穂区 
2,100 

（2,100） 
0.04 

（0.04）

計 － 
5,610,700 
（432,300） 

100.00 
（7.70）
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独立監査人の監査報告書 

  

平成29年６月23日

シェアリングテクノロジー株式会社 

取締役会 御中 

  

  

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いるシェアリングテクノロジー株式会社の平成26年10月１日から平成27年９月30日までの第９期事業年度の財務諸表、

すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針及びその他

の注記について監査を行った。 

  

財務諸表に対する経営者の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

  

監査人の責任 

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、

これに基づき監査を実施することを求めている。 

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監

査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。

財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検

討する。又、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含

め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。 

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

  

監査意見 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、シェア

リングテクノロジー株式会社の平成27年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及び

キャッシュ・フローの状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 
  

 

  
 

新日本有限責任監査法人 
 

指定有限責任社員

業務執行社員 
  公認会計士  中  川  昌  美  ㊞ 

 

指定有限責任社員

業務執行社員 
  公認会計士  江 戸 川  泰  路  ㊞ 

 

  

(注) １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券届出書提出
会社)が別途保管しております。 

２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 
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独立監査人の監査報告書 

  

平成29年６月23日

シェアリングテクノロジー株式会社 

取締役会 御中 

  

  

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いるシェアリングテクノロジー株式会社の平成27年10月１日から平成28年９月30日までの第10期事業年度の財務諸表、

すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の

注記及び附属明細表について監査を行った。 

  

財務諸表に対する経営者の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

  

監査人の責任 

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、

これに基づき監査を実施することを求めている。 

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監

査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。

財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検

討する。又、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含

め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。 

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

  

監査意見 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、シェア

リングテクノロジー株式会社の平成28年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及び

キャッシュ・フローの状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 
  

 

  
 

新日本有限責任監査法人 
 

指定有限責任社員

業務執行社員 
  公認会計士  中  川  昌  美  ㊞ 

 

指定有限責任社員

業務執行社員 
  公認会計士  江 戸 川  泰  路  ㊞ 

 

  

(注) １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券届出書提出
会社)が別途保管しております。 

２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 
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独立監査人の四半期レビュー報告書  

  

平成29年６月23日

シェアリングテクノロジー株式会社 

取締役会 御中 

  

  

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているシェアリングテ

クノロジー株式会社の平成28年10月１日から平成29年９月30日までの第11期事業年度の第２四半期会計期間(平成29年１

月１日から平成29年３月31日まで)及び第２四半期累計期間(平成28年10月１日から平成29年３月31日まで)に係る四半期

財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書、四半期キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半

期レビューを行った。 

  

四半期財務諸表に対する経営者の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適

正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

  

監査人の責任 

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結

論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。 

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。 

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。 

  

監査人の結論 

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、シェアリングテクノロジー株式会社の平成29年３月31日現在の財政状態並

びに同日をもって終了する第２四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信

じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。 

  

利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 
  

 

  
 

新日本有限責任監査法人 
 

指定有限責任社員

業務執行社員 
  公認会計士  中   川  昌 美  ㊞ 

 

指定有限責任社員

業務執行社員 
  公認会計士  江 戸 川  泰 路  ㊞ 

 

  

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券
届出書提出会社)が別途保管しております。 

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。 
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